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第１章 第４期計画の基本事項と策定の背景

Ⅰ 計画の基本的な事項

１ 計画の理念と目指す姿

全国より先行して本格的な少子高齢化・人口減少社会に突入し、中山間地域を多く抱え

る本県では、核家族化やデジタル技術の進展による人と人との接触機会の減少なども相ま

って、地域のつながりは希薄になっています。

さらに、8050問題1やヤングケアラー2などの複雑化、複合化した課題が増加するな

ど、従来の介護や子育て、障害、住まい、生活困窮といった縦割りの支援では対応できな

いケースが顕在化しています。

こうした生きづらさや困りごとは、決して限られた人だけではなく、環境の変化や物事

のタイミングなどにより、私たちの周りの身近な方、あるいは私たち自身にも起こりうる

ことです。

家族や地域とのつながりや支え合いの力が弱まるなか、何らかの理由で本人が相談や手

続きをすることが難しかったり、課題解決を自らあきらめてしまい、社会から孤立してし

まう状況に陥ることは少なくありません。

こうした中、2018（平成30）年４月施行の改正社会福祉法では、地域福祉推進の理

念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複雑な「地域生活課題」につい

て、 ①住民や福祉関係者による把握及び②関係機関との連携による解決が図られること

を目指すため、市町村の包括的な支援体制の整備が努力義務化されました。

また、2021（令和３）年４月施行の改正社会福祉法では、地域福祉の推進は、地域共

生社会3の実現を目指して行うべきことが規定されたところです。

【社会福祉法 第４条第１項】

地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共

生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。

1 80代の親が、50代のひきこもりの子どもを支える世帯
2 法律上の定義はないが、一般的に「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこ

どものこと」とされており、年齢に見合わない責任や負担の重さにより、学校への遅刻や欠席が増えたり、勉強の

時間がとれない、友達と遊ぶ時間がないなど、学業や友人関係などに影響が出ると言われている
3 制度・分野ごとの「縦割り」や「支える・支えられる」という一方的な関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体

が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をと

もに創っていく社会

【計画の理念】誰一人取り残さない、つながり支え合う高知型地域共生社会

目指す姿 県民の誰もが住み慣れた地域で、健やかで心豊かに安心して暮らし続
けることのできる高知県
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さらに国は、2021年に、孤独・孤立に至っても支援を求める声をあげやすい環境整

備、状況に合わせた切れ目のない相談支援の実施、見守り・交流の場や居場所を確保し

「つながり」を実感できる地域づくりの支援、官・民・NPO法人などとの連携強化を基

本方針とした、「孤独・孤立対策の重点計画」を決定し、2023（令和5）年5月には、

日常生活などで孤独を覚えたり、社会から孤立していることにより心身に有害な状態にあ

る方への支援などに関する取り組みについて、その基本理念、国などの責務などを定める

「孤独・孤立対策推進法」が成立しました。

これにより、地方公共団体は同法第４条で「孤独・孤立対策に関し、国及び他の地方公

共団体との連携を図りつつ、その区域内における当事者等の状況に応じた施策を策定し、

及び実施する責務」を有し、第15条で、「孤独・孤立対策地域協議会」の設置を努力義

務とすることが明文化されました。この協議会については、地域共生社会の実現を目指す

社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業の中の支援会議などを活用しながら運営して

いくことが想定されています。

国で議論されている全世代型社会保障を構築する上においても、孤独・孤立などの誰に

でも起こりえる課題に対しては、生活に身近な地域において、誰もがつながり、支え合え

る地域共生社会の実現が求められています。

本県においても、2022（令和４）年度から、顕在化する複合課題や孤独・孤立問題、

地域のつながりや支え合いの力の弱まりに対応するため、本格的に高知型地域共生社会の

実現に向けた取り組みをスタートしました。また、同年10月には高知県・すべての市町

村・すべての社会福祉協議会による共同宣言を実施し、「オール高知」で取り組む決意を

表明しました。

【令和４年10月 30日「高知家地域共生社会推進宣言」の様子】
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さらに2023年 10月には、42の民生委員児童委員協議会と56の民間企業・団体

がこの共同宣言に参画し、オール高知で取り組む機運が高まっています。

【令和５年10月７日「高知家地域共生社会推進宣言」の様子】
高知県民生委委員児童委員協議会 こうち生活協同組合

県はこの共同宣言に基づき、誰も制度の「はざま」に陥ることがないよう、まずは分野

を超えた多機関協働型の包括的な支援体制の整備を行政主体の「たて糸」として進めま

す。

さらに、地域のつながりの弱まりに対応するため、「つながり」を実感できる地域づく

りを、地域主体の「よこ糸」として進めます。

この「たて糸」と「よこ糸」で織りなす地域共生社会の拠点としてあったかふれあいセ

ンターを活用しながら、一人ひとりの力をつなげて、地域でともに支え合う「高知型地域

共生社会」の実現を目指します。

（補足）

高知型地域共生社会の「たて糸」は、県や市町村による体制整備や公的支援に加え、

民間企業や社会福祉法人などが提供する制度サービスも含む概念として、「行政主体」

としています。

「よこ糸」は、地域住民や民間企業・団体、NPO、社会福祉法人等様々な主体の参画

による地域貢献・地域活性化の取り組みとして、「地域主体」としています。なお、制

度サービスとしての「たて糸」の中にも、内容的には「地域づくり（よこ糸）」に近い

高知家地域共生社会推進宣言（R4.10.30）

高知家の一人ひとりが住み慣れた地域で、健やかで心豊かに安心して暮らし続けることがで

きるよう、人と人、人と社会が相互につながり、支え合う『地域共生社会』の実現に向けて、次

のとおり宣言します。

１ どんな困りごとでも受けとめて寄り添う仕組みづくりに取り組みます。

２ 誰もが身近な地域で人や社会とつながることができる場づくりに取り組みます。

３ 住民が主体となった支え合いの地域づくりを後押しします。
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内容が含まれることがあります。

この「高知型地域共生社会」の取り組みを進めていくための視覚的なメッセージとし

て、2023年 10月に県民投票により「高知家地域共生社会シンボルマーク」が決定し

ました。県民みんながお互いに寄り添い支え合うことで、安心して暮らし続けることがで

きる「高知家地域共生社会」の実現につながることを「こうち」の文字で表現していま

す。

このシンボルマークを、各種公表資料や講演などのほか、名刺や封筒などに活用してい

くことで、さらにオール高知で取り組む機運を高めます。

【高知家地域共生社会シンボルマーク】

第４期高知県地域福祉支援計画（以下、「第４期計画」という。）では、これまで取り

組んできた「高知型福祉4」を継承・発展させる形で「高知型地域共生社会の実現」を

分野横断的な目標として掲げます。

4 「子どもから高齢者、障害者など年齢や属性を問わず、すべての県民が住み慣れた地域で安心して、ともに支え合い

ながら生き生きと暮らすことができる地域をつくる」を理念とし、2009（平成２１）年から取り組んできた本県独

自の取り組み。特に中山間地域における制度サービスの隙間を埋めるという観点から、①高知型福祉の拠点としてあ

ったかふれあいセンターを整備、②地域福祉を担う人材の育成、③市町村地域福祉計画の策定の推進の３本柱で取り

組みを推進。
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その上で、「誰一人取り残さない、つながり支え合う高知型地域共生社会」を計画全

体の理念に掲げ、各分野の取り組みを推進することで、県民の誰もが住み慣れた地域

で、健やかで心豊かに安心して暮らし続けることのできる高知県を目指します。

なお、この高知型地域共生社会の取り組みは、国際的に豊かで活力ある未来を創る

「持続可能な開発目標（SDGs：SustainableDevelopment Goals）」SDGs の理念

に基づく「誰一人取り残さない」地域の実現にもつながるものです。

そのため、この第4期計画においても、SDGs の 17 の目標を意識し、その達成に

貢献していきます。

＜持続可能な開発目標（SDGs：SustainableDevelopment Goals）＞
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２ 法令等の根拠

社会福祉法第108条に基づく法定計画

＜社会福祉法※抜粋＞

３ 計画期間

第４期計画の期間は、2024（令和６）年度から2027（令和９）年度までの４年間

とします。

４ 計画の性格と位置付け

本計画は、本県における地域福祉を推進するための基本方針であるとともに、各福祉分

野が共通して取り組むべき事項を記載する福祉分野の上位計画です。

計画の策定に当たっては、「日本一の健康長寿県構想」など関係する計画等との整合性

をとることによって福祉・保健・医療及び生活関連分野との連携を確保します。

あわせて、高知県社会福祉協議会が策定・推進する高知県地域福祉活動支援計画と一体

的に策定しています。

＜地域福祉支援計画と他計画との関連＞

（都道府県地域福祉支援計画）
第 108 条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村
の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「都道府県地域福祉支援計画」
という。）を策定するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し､共通して取り組むべき事項
二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
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＜関連する計画と計画期間＞

＜（参考）第5期日本一の健康長寿県構想＞

５ 計画の目的

この計画の目的は、県民の誰もが住み慣れた地域で、健やかで心豊かに安心して暮らし

続けることのできる高知県を目指し、「誰一人取り残さない、つながり支え合う高知型地

域共生社会」という理念のもと、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村に

分野 計画名 R4 R5 R6 R7

福祉全般 地域福祉支援計画 現計画（R2～R5） 改訂計画（R6～R9）

子ども・子育て

子どもの貧困対策推進計画 現計画（R2～R6） 改訂計画
（R7～）
※各計画を包含
した「こども計画」を

策定

子ども・子育て支援事業支援計画、
次世代育成支援行動計画

現計画（R2～R6）

ひとり親家庭等自立促進計画 現計画（H29～R6）

高齢
高齢者保健福祉計画 現計画（R3～R5） 改訂計画（R6～R8）
介護保険事業支援計画 現計画（R3～R5） 改訂計画（R6～R8）

障害

障害者計画
前計画

（H25～R4）
現計画（R5～R11）

障害福祉計画・障害児福祉計画 現計画（R3～R5） 改訂計画（R6～）
ギャンブル等依存症対策推進計画 現計画（R4～R5） 改訂計画（R6～）

※一体的に策定アルコール健康障害対策推進計画 現計画（H30～R5）

その他

自殺対策行動計画
前計画

（H29～R4）
現計画（R5～R9）

再犯防止推進計画 現計画（R2～R5） 改訂計画（R6～）
中山間地域再興ビジョン － 新規策定（R6～R9）

南海トラフ地震対策行動計画 現計画（R4～R6）
改訂計画
（R7～）

教育等の振興に関する施策の大綱 現計画（R2～R5） 改訂計画（R6～）

【目指す姿】県民の誰もが住み慣れた地域で、健やかで心豊かに安心して暮らし続けることのできる高知県
柱Ⅰ 健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進
【目指す姿】県民が長く健康で生き生きと元気で暮らし続けている

柱Ⅱ 地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提供体制の確立とネットワークの強化
【目指す姿】中山間地域であっても、在宅での生活を希望される方が求めるサービスを受けられる

柱Ⅲ こどもまんなか社会の実現（子どもたちを守り育てる環境づくりと少子化対策を一体的に推進）
【目指す姿】「共働き・共育て」が定着し、結婚、出産・子育ての希望が叶えられ、「孤」育てを感じさ

せない社会になっている
柱Ⅳ 高知型地域共生社会の推進（分野横断的な柱として位置付け）
【目指す姿】複合課題への対応力と地域の支え合いの力が高まり、孤独を感じる人が減っている
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通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援を行うことです。

市町村が地域特性や独自性を尊重し、地域住民の皆さんや社会福祉協議会、民生委員・

児童委員5、民間事業者、NPO、社会福祉団体など多様な主体とともに福祉ニーズや地域

生活課題に対応しながら地域福祉を進めるための取り組みを支援します。

６ 計画の基本項目

県は、「誰一人取り残さない、つながり支え合う高知型地域共生社会」というこの計画

の理念のもと、以下の３本柱で、それぞれの取り組みを推進します。

１ 行政主体の「包括的な支援体制づくり」（「たて糸」の取り組み）

２ 地域主体の「つながりを実感できる地域づくり」（「よこ糸」の取り組み）

３ 高知型地域共生社会を支える人づくり・基盤づくり

７ 計画の推進体制

この計画を推進するため、県は、高知県社会福祉協議会と連携して、市町村や市町村社

会福祉協議会、民生委員・児童委員などの活動状況を踏まえ、意見交換を行いながら、施

策などに反映します。

また、取り組みごとに数値目標を定め、高知県社会福祉審議会に実施状況を報告し、ご

意見をいただきながら、計画の効果的な推進を図ります。

加えて、県の「日本一の健康長寿県構想推進会議」や関連する「まち・ひと・しごと創

生総合戦略会議」、「中山間再興ビジョン検討会議」等において、施策の進捗管理を行い、

次年度以降の施策に反映します。

＜計画推進体制＞

5 民生委員＝それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努

める者であり、「児童委員」を兼ねる。

児童委員＝地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配

ごとなどの相談・支援等を行う。また、一部の児童委員は、児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」

の指名を受けている。

①高知県社会福祉審議会
 ：施策などの実施状況を報告し意見を踏まえ、
  計画を効果的に推進

②日本一の健康長寿県構想会議等
 ：ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理

高知県
①高知県地域福祉活動推進委員会
（外部有識者による検討）

②高知県地域福祉活動支援計画推進
 プロジェクト会議
（計画の推進や達成度を検討）

高知県社会福祉協議会

高
知
県
地
域
福
祉
推
進
連
絡
会

（
※
両
計
画
の
連
携
）

〈一体的な計画策定と進捗管理〉

市町村

地域福祉アクションプラン
市町村社会福祉協議会

連携・支援

【連携】地域の主体的な活動支援【協力】計画策定・進捗管理への参画 など

住 民 自 治 会 民生委員・児童委員 ＮＰＯ 社会福祉法人

企 業 ボランティア・婦人会・老人クラブ・青年団等の地域活動団体 など

高知県地域福祉支援計画 高知県地域福祉活動支援計画

地域福祉ネットワーク
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Ⅱ 計画の策定背景

１ 高知県の現状と課題

（１）人口減少・少子高齢化の進行

（２）高齢化に伴う諸課題

（３）貧困や虐待などへの対応

（４）制度サービスが行き届きにくい地域への対応

（５）中山間地域の現状と暮らしの確保

（６）災害時要配慮者対策

（７）地域の支え合いの力の弱まり

２ 第３期計画に基づく取り組みの主な成果

（１）第３期計画に基づく取り組みの主な成果

１）あったかふれあいセンターの整備と機能強化

２）高知版地域包括ケアシステムの構築

３）総合的な認知症施策の推進

４）高知版ネウボラの推進

R１年度末
Ｒ５年度末

見込
目標値

（R5年度末）

・あったかふれあいセンターの拠点及びサテライト

数

・介護予防に資する住民主体の集いの場の実利用者

数

289箇所

7,193人

309箇所

5,803人

350箇所

13,540人

R１年度末
Ｒ５年度末

見込
目標値

（R5年度末）

・地域包括ケア推進協議体の設置

・介護予防に資する通いの場への参加率

11ブロック

7.2％

14ブロック

6.5％

（R3）

14ブロック

8.3％

R１年度末
Ｒ５年度末

見込
目標値

（R5年度末）

・認知症サポーター養成数

・認知症サポート医

61,980人

103人

73,000人

138人

80,000人

150人

R１年度末
Ｒ５年度末

見込
目標値

（R5年度末）

・子ども家庭総合支援拠点の設置市町村数

・ファミリー・サポート・センター事業の提供会員数

２市町村

797人

22市町村

1,050人

27市町村

1,050人

※別途調整
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５）誰もが安心して暮らせる地域づくり

６）防災・減災対策と地域福祉活動との一体的な推進

７）中山間地域の集落機能の維持と支え合い活動

８）福祉を支える担い手の確保・育成

９）利用者の視点に立った福祉サービスの質の向上・尊厳の確保

R１年度末
Ｒ５年度末

見込
目標値

（R5年度末）

・自立支援計画（プラン）の策定数

・ゲートキーパー養成人数

・市町村におけるひきこもりのケース会議の実施

・包括的な支援体制を構築している市町村数

・医療ケア児等コーディネーター人数

87件

775人

10市町村

－

30人

157件

2,400人

23市町村

21市町村

135人

100件
2,500人以上

全市町村

全市町村

120人

R１年度末
Ｒ５年度末

見込
目標値

（R5年度末）

・自主防災組織率の向上

・避難行動要支援者名簿の避難支援関係者への提供

96.5％

20市町村

97.3％

65％（L2
津波浸水想定

区域における

同意取得者）

100％

65％（L2
津波浸水想定

区域における

同意取得者）

R１年度末
Ｒ５年度末

見込
目標値

（R5年度末）

・集落活動センターの取り組みの推進

・移動手段の確保のための取り組みの推進

59箇所

32市町村

73箇所

33市町村

80箇所

34市町村

R１年度末
Ｒ５年度末

見込
目標値

（R5年度末）

・介護現場における離職率

・介護事業所のノーリフティングケアの実践

14.6％

31.5％

14.5％

37.7％

11.3％以下

44％以上

R１年度末
Ｒ５年度末

見込
目標値

（R5年度末）

・市町村社会福祉協議会による法人後見の受任体制

の整備

・福祉施設から一般就労した人

・農業分野で就労する障害者等の人数

14市町村

社協

87人

400人

15市町村

社協

76人

700人

20市町村

社協
年100人以上

820人
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（２）取り組みの成果と課題を踏まえた第４期計画のバージョンアップ

第３期計画において、本県が抱える様々な課題の解決に向けて「高知型福祉」や「高

知版地域包括ケアシステム」、「高知版ネウボラ」といった本県独自の対策を講じてきた

結果、あったかふれあいセンターや子育て世代包括支援センターが全県的に整備され、

地域包括ケア推進協議体の設置が進むなど、一定の成果が現れてきています。

また、居宅介護支援利用者の平均要介護度は2019（令和元）年度の2.095から

2022（令和4）年度には2.117となるなど、中山間地域であっても必要な医療・介

護・福祉サービスを受けられる環境づくりが進んでいます。

一方で、少子高齢化・人口減少に歯止めがかからず単身の高齢者世帯数が年々増加す

るなか、介護予防に資する通いの場6の参加率が低下し、特に中山間地域においては介

護サービスや福祉・介護人材の不足が深刻となっています。また、子育てに関する県民

の実感としての安心感も十分に高まっていないといった課題も残っています。

これは、全国的な少子高齢化や生産年齢人口の減少といった大きな流れに加えて、新

型コロナウイルス感染症の影響などにより人と人との交流が減り、孤独感を抱える人の

課題などが浮き彫りとなったことなども影響していると考えられます。

今後は高齢者層を中心としてさらに単独世帯数が増加していくことが見込まれてお

り、地域や家庭における支え合い機能の弱体化は避けられない状況となっています。

特に、1960（昭和35）年から2020（令和2）年までの人口減少率は本県全体で

見ると19.1%ですが、中山間地域では52.2％となっています。また、1952（昭和

27）年と2020年で世帯別集落数を比較すると、20～300世帯の集落が60まで減

少したのに対して19世帯以下の小規模な集落は51増加しています。このように、特

に中山間地域では過疎・高齢化や集落の小規模化の影響から住民主体の地域（福祉）活

動が以前と比べて十分に機能していない状況があります。

これに加えて、地域のつながりや支え合いの力の弱まりに伴う社会的孤立の問題や核

家族化の進展に伴う子育て世帯の孤立化、顕在化する複合課題といった課題への対応も

求められます。

さらに各分野で担い手不足が深刻化している中、2025（令和７）年には団塊世代が

全員75歳以上となり、医療・介護双方のニーズを有する高齢者など様々なニーズがあ

る要介護高齢者が増加する見込みです。

国では、全ての世代で安心できる「全世代型社会保障」の構築に取り組んでいます。

国は、令和５年版厚生労働白書において、『「全世代型社会保障」を構築する上では、孤

独・孤立等の世代を問わず誰にでも起こりうる課題に対し、生活に身近な地域におい

て、誰もが支援につながり助け合えるような社会の仕組みが求められます。そのために

は人々が地域社会とつながりをもちながら安心して生活を送ることのできる「地域共生

社会」の実現は不可欠です。』としています。

こうした国の動向や本県の現状、第３期計画で積み残した課題などを踏まえ、第４期

6 地域の住民同士が気軽に集い、一緒に活動内容を企画し、ふれあいを通じて「生きがいづくり」「仲間づくり」の輪

を広げる場所であり、地域の介護予防の拠点にもなる場所
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計画では、以下の６つの観点で計画を改定し、目指す姿の達成に向けて地域福祉を推進

する取り組みを支援します。

１ 誰一人取り残さない、つながり支え合う高知型地域共生社会の実現を基本理念と

して掲げ、オール高知で地域福祉を推進（SDGs などの理念も含む）

２ 日本一の健康長寿県構想の第５期改定と連動し、「目指す姿」を明確に打ち出

し、成果にこだわる取り組みを推進

３ 福祉関係計画との一体的な展開や県の基本施策との整合を意識した計画改定

（まち・ひと・しごと創生総合戦略や中山間地域再興ビジョンなど）

４ 地域福祉を取り巻く環境や社会経済情勢の変化に対応しながら取り組みを推進

５ SDGs の理念の普及やデジタル化の進展など社会経済情勢の変化を反映

６ 社会福祉法人の公益的な取り組みの充実など社会福祉法の改正等、地域福祉を取

り巻く環境変化を反映
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第２章 「高知型地域共生社会」の実現に向けた地域福祉の推進に

係る目指すべき姿と具体的な方策

Ⅰ 「高知型地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制づくり

（「たて糸」の取り組み）

１ 市町村における多機関協働型の包括的な支援体制の整備の推進

＜数値目標＞

【現状と課題】

＜多機関協同型の包括的な支援体制の整備＞

地域のつながりや支え合いの力が弱まる中、8050問題やヤングケアラーなど、介護や

子育て、障害、住まい、就労等の問題が絡み合って社会的孤立を引き起こすなど、複雑化・

複合化し、従来の縦割りの制度サービスでは解決が難しいケースが顕在化しています。

こうした課題に対応するため、2018（平成３０）年４月施行の改正社会福祉法では市

町村での包括的な支援体制の整備が努力義務化され、2021（令和３）年４月施行の改正

社会福祉法では市町村における包括的な支援体制の構築を後押しするため、重層的支援体

制整備事業及びその財政支援の規定が創設されました。

この包括的な支援体制は、高齢者が医療や介護が必要になっても、できるだけ住み慣れ

た地域で安心して暮らせるよう、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいが包括的に提

供される「地域包括ケアシステム」のコンセプトを全世代・全分野に広げたものです。

分野横断的な課題に対応する点で生活困窮者自立支援制度と共通しますが、同制度を含

む制度間の連携を図ることで、複合課題や社会的孤立といった様々な地域生活課題への対

応力の向上を目指すものです。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

市町村の包括的な支援体制の整備率 21市町村 全市町村 地域福祉政策課

目指す姿 誰一人、制度サービスの狭間に陥ることがないよう、市町村の複合課題へ
の対応力が向上し、各分野で業務効率化が図られている

ポイント

○ 顕在化する複合課題に対応するため、高知型地域共生社会の「たて糸」の取り組みとし
て、市町村の多機関協働型の包括的な支援体制の整備を推進します。

○ 包括的な支援体制の整備により、各分野の複合課題への対応力の向上と業務効率化に
繋げるため、伴走支援を強化します。
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さらに、例えば、役割分担の明確化による各分野の担当者の負担軽減や、情報共有の徹

底による支援の迅速化にもつながるなど、業務の効率化にも資する取り組みです。

県ではこの市町村の多機関協働型の包括的な支援体制の整備を高知型地域共生社会の

「たて糸」として推進しており、2022（令和４年）に実施した「高知家地域共生社会推進

宣言」による機運の高まりなどから、重層的支援体制整備事業を活用し、体制整備に取り

組む市町村は2022年度の６市町から 2024（令和６）年度には２４市町村まで拡大す

る予定です。

今後は、早期に全市町村での体制整備を目指すとともに、支援体制の実効性が確保され

るよう、福祉保健所と連携した後方支援を強化します。

さらに、高齢、障害、子どもなどの各分野においても、各分野共通の支援プロセスとし

て「包括的な支援体制」を活用し、社会的つながりが弱い方への支援を中心に、それぞれ

の分野の対応力の向上を図ります。

【包括的な支援体制の整備による課題への対応イメージ】

多機関協働型の包括的な支援体制は、一から創り上げるものではなく、既存の相談支援

体制や地域資源を生かしつつ、関係者の話し合いを通じた合意形成を重ね、深化させてい

くことが重要になります。また、合意形成に当たっては、福祉分野のみならず、保健分野

や住宅分野、環境分野、組織や財政分野といった関係者も可能な限り参加することが望ま

しいと考えます。

【地域共生社会と包括的な支援体制、重層的支援体制整備事業の関連図】

（出典）厚生労働省HP より引用
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【包括的な支援体制のイメージ図】

＜重層的支援体制整備事業＞

重層的支援体制整備事業は、市町村の包括的な支援体制を構築するために、①相談支援、

②参加支援、③地域づくりに向けた支援の３つの支援を一体的に推進するための国の事業

です。以下に、３つの支援について説明します。

① 相談支援

（包括的相談支援事業、多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業）

ア）包括的相談支援事業

高齢、障害、子ども、生活困窮の相談支援を一体として実施し、本人・世帯の属性にか

かわらず相談を受け止め、課題を整理し、利用可能な福祉サービス等の情報提供等を行う

事業です（いわゆる「断らない相談窓口」を設置する事業）。以下に記載の高齢、障害、子

ども、生活困窮の各分野で実施されている相談支援と一体的に実施します。
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【包括的相談支援事業で実施する事業一覧】

（※１）重層事業の必須条件である障害者相談支援事業の基本事業（交付金が財源として措置）は、重層

事業交付金の対象にはなりません。地域生活支援事業補助金の相談支援事業（基幹相談支援センター

等機能強化事業＋住宅入居等支援事業）の実施は、重層事業の必須要件ではありませんが、実施する

場合、当該補助金は重層事業交付金として一括交付されます。

（※２）町村域は県が事業の実施主体となっているため、町村による自立相談支援事業の実施は必須では

ありません。

（※３）福祉事務所を設置していない町村が実施することになりますが、当該事業を直営で実施する場合

は国庫を不要とする場合も想定されます。

各相談支援事業の実施に係る体制については、以下の類型が考えられ、市町村の特性を

生かせるような類型を検討することになります。

a基本型：各分野でそれぞれの事業者がおり、従来（既存事業）の機能をベースとしつ

つ、各相談支援事業者が連携。

b統合型：複数分野（最大４分野）の事業を集約して支援を実施する。

※集約した事業のそれぞれの人員配置基準を満たす。

c地域型：基本型又は統合型の拠点を設置した上で、当該拠点と連携しながら地域住民

に身近な場所で相談支援を行う。住民自身も支援の担い手となり得る。

イ）多機関協働事業

多機関協働事業は、重層事業の中核を担う役割を果たします。例えば、介護の相談に応

じる中で子育てなどに関する支援の必要性が見つかった場合など、最初に受け付けた相

談窓口だけでは解決が難しい複雑化・複合化したケースに対して支援を行います。

分野 事業名 根拠法

高齢
地域支援事業交付金の包括的支援事業のうち、地域包
括支援センターの運営

介護保険法 115条の 45 第
２項１-３号

障害
※１

【必須】障害者相談支援事業の基本事業
【任意】地域生活支援事業補助金のうち、相談支援事業
（基幹相談支援センター等機能強化事業＋住宅入居等
支援事業）

障害者総合支援法第 77 条
第１項３号

子ども 子ども・子育て支援交付金のうち、利用者支援事業
子ども・子育て支援法第 59
条第１号

生活
困窮

生活困窮者自立相談支援事業費等負担金のうち、自立
相談支援事業 ※２

生活困窮者自立支援法第
３条第２項

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の就労準備
支援等事業のうち、福祉事務所未設置町村による相談
支援事業 ※３

生活困窮自立支援法第 11
条第１項
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ここでは、コーディネーターを配置し、多機関協働型の支援チーム（重層的支援会議又

は支援会議）を主催して、複合課題のアセスメント、優先順位付けや役割分担、支援の方

向性の整理といった全体のマネジメントを行い、必要があれば既存の相談支援機関の専

門職に助言を行うなど、市町村全体の体制として伴走支援ができる体制を整備します。

支援プランの作成は多機関協働事業者で実施され、本人同意が得られているケースに

ついて作成し、支援チームが一体となって課題の解決を目指します。

支援チームでは、多職種・多機関の連携・協働による包括的な支援を実施するため、重

層的支援会議又は支援会議を開催します。

重層的支援会議は、支援関係機関との情報共有に関して本人同意を得たケースについ

て、法第１０６条の４第２項で規定する支援プランの内容等を支援関係機関で協議する

など、支援を円滑に行うために開催するもので、重層事業では、前述の多機関協働事業者

が開催する会議です。

一方、支援会議は、本人同意が得られないために、支援関係機関同士の情報共有や役割

分担が進まないケースや、予防的・早期の支援が必要にも関わらず支援が進まないケー

スに対応するため、守秘義務が課された会議を開催するもので、法第１０６条の６に規

定されています。

この仕組みを通して、関係者の意思疎通の円滑化や会議の重複排除などを図ることで、

高齢や子どもなどの各分野の支援の質の向上と効率化につながることが期待されます。

＜支援チーム（重層的支援会議又は支援会議）のイメージ図＞

なお、重層的支援会議に持ち込むのは各分野では効果的な対応が難しいケースですが、

高齢や子どもなどの各
分野の支援の対応力
の向上と効率化につ
ながることが期待

●本人同意を得たケース本
●多機関協働事業者が主催
●市町村職員、多機関協働事業者は全ての会
議への参加が必須とされ、原則として、包括的
相談支援事業者、アウトリーチ等支援事業
者、参加支援事業者も参加が求められる

重層的支援会議

●本人同意が得られないケースや、予防的・早期
の支援が必要にも関わらず支援が進まないケース

●守秘義務が課された会議を開催
※違反した場合、罰則規定あり
●主催者の規定はなし
●参加者の規定はなし

支援会議本人
同意
あり

本人
同意
なし
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対応の主体はあくまで各分野の相談機関になります。

各分野の相談機関は、重層的支援会議や支援会議でそれぞれの支援に関する経験やノウ

ハウを共有し、各分野の機関に持ち帰り、同様のケースが生じたときの対応力の向上につ

なげることが重要です。

ウ）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業は、長期にわたりひきこもりの状態にあるなど、

複雑化・複合化した支援ニーズを抱えながらも必要な支援が届いていない人や、支援につ

ながることに拒否的な人に支援を届けるための事業です。

支援対象者は、自ら支援を求めることのできない人や支援に拒否的な人などが想定され

ることを踏まえ、信頼関係の構築や、つながりの形成に向けた支援を行う必要があります。

各種会議や支援機関との連携を通じて、地域の状況等にかかる情報収集や地域住民とのつ

ながりを構築する中でニーズを抱える相談者を見つけます。

支援対象者は、本人同意を得るまでに時間を要することが考えられるため、例えば、必

要に応じて守秘義務がかけられた支援会議を活用し、支援の方向性を協議・共有すること

も考えられます。

また、アウトリーチ等事業の支援対象者はすべての住民を対象とするため、各分野のア

ウトリーチとの連携が重要となります。

【アウトリーチ等を通じた継続的支援事業のイメージ】

② 参加支援（社会とのつながりや参加の支援）

様々な課題を抱え、社会的に孤立する人や世帯を制度の狭間に陥ることがないように支

援していくためには、これらの人たちが他者や地域、社会と関わる接点を確保する必要が

あります。

「参加支援」では、相談支援で把握した課題に対して、既存の高齢や障害といった制度

に適した支援がない場合に、地域の社会資源を活用して社会とのつながりづくりや参加に

向けた支援を行います。

本人やその世帯の課題やニーズに対して、支援メニュー（地域の社会資源）をコーディ

（出典）厚生労働省HP より引用

（※１）通いの場や交流拠点での住民同士の対話など
（※２）各種会議（地域ケア会議、要保護児童対策協議会、自立支援協議会、支援調整会議等）の情報
（※３）日頃連携している専門職、民生委員、福祉関係の事業所、医療機関、保健所等。福祉以外の分野（水道・電気・ガスなどのライフライン関係従事者、新

聞配達員、まちづくり関係職員等）からの情報提供
（※４）全戸訪問、ICT を活用した安否確認、アンケート配布、SNS を通じた相談受付等
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ネートしマッチングするほか、日ごろから地域の産業や業界団体などの地域のプラットフ

ォームに参画することなどを通じて、地域の社会資源の開拓やつながりづくりも行います。

支援対象者は、次の事例のような個別性の高いニーズを有する人になります。

・8050世帯の50代の人

・障害者総合支援法に基づくサービスの対象とならないひきこもり状態の人

・精神的な不調で、社会に出ることに不安がある人

・親や家族に頼れず、児童福祉法の対象にもならない10代後半から20代の若者

・高校中退後の進路未定者、就職氷河期世代の長期無業者

また、想定される参加支援の取り組みは次のようなことが考えられます。

・生活困窮者の就労体験に経済的な困窮状態にない世帯のひきこもりの状態にある

人を受け入れる

・経済的な困窮状態になく一時的な住まいの確保が困難な人を、一時生活支援事業

が受け入れる

・地域の空き家を使って、地域のボランティアが勉強を教える場所を作り、学校と

も連携しつつ、不登校の生徒に参加を働きかけ支援を行う など

支援メニュー（地域の社会資源）は、地域における農福連携や子ども食堂、社会福祉施

設や企業・商店、住民活動の場など、多様な社会資源が想定されます。

【地域の社会資源を活用した参加支援の例】※厚生労働省ＨＰより

・事例１：ひきこもりの若者について、イラスト作成が得意だったため、挿絵を広報

紙に掲載するよう支援

・事例２：精神疾患の親と不登校気味の子どもを地域の子ども食堂のスタッフとして

活動できるよう支援

③ 地域づくりに向けた支援

高齢、障害、子ども、生活困窮の４分野における既存の地域づくりに関する事業を行い

ながら、地域社会からの孤立を防ぎ、世代や属性を超えて、すべての住民が交流できる場

や多様な活躍の機会の創出、居場所の構築などを目指します。

① 重層的支援会議でアウトリーチ等事業者から、本人が得意なイラストを何かに活

かせないかとの提案。

② 本人の了解を得てイラストを借り受け、参加支援事業者から福祉事業所等に活用

の機会が無いか相談。

③ 事業所から挿絵の作成依頼を受け、広報誌へ掲載してもらうようになった。

④ 挿絵の内容の打合せ等については、徐々に本人と事業所間でメールでやりとりで

きるようになるよう支援。

① 精神疾患の母親の世話や家事などの負担から不登校気味となっていた子どもにつ

いて、地域で子ども食堂と協議の上、スタッフとして参加してもらうこととした。

② 母親も食事をするために来てもらうようにし、スタッフには、声かけや見守りを依

頼。

③ 子ども食堂に通ううちに周りのスタッフとも話しができるようになっている。
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地域や身近なコミュニティにおいて、お互いを気にかけ支え合う関係性を育むことを通

じて、社会的孤立の発生や深刻化を防ぐとともに、住民自身が何らかの役割を果たすこと

で自己肯定感や自己有用感を育むことにつながります。

例えば、地域のカフェやフリースペースなどを運営する民間事業者や福祉以外の小さな

拠点、空き家再生等推進事業などとの連携により、既存の場が持つ役割を拡張するといっ

た方法も考えられます。

地域づくり事業は、各分野それぞれの拠点において、多世代・多属性を対象にした継続

的な支援が求められるものではなく、市町村全体の体制として多世代・多属性に対する居

場所や参加の場が提供されることを目指すものです。

このため、個別の拠点単位では、従前通り特定の属性や世代を意識した取り組みを維持

するものと、重層事業の実施を契機として多属性・多世代に対する支援を実施するものな

どが混在し得ることになります。

いずれの拠点においても、把握し受けとめた課題については、専門的な支援が必要なも

のは各分野の専門機関につなぐほか、つなぎ先が明確でない課題や複合化・複雑化した課

題については多機関協働事業者や包括的相談支援事業者につなぐことが必要です。

【地域づくりに向けた事業で実施する事業一覧】

（※）重層事業の必須要件である地域活動支援センターの基本事業（交付税が財源として措置）は

重層事業交付金の対象にはならない。地域生活支援事業補助金の地域活動支援センター機能強

化事業は、重層事業の必須要件ではないが、実施する場合、当該補助金は重層事業交付金とし

て一括交付される。

分野・領域を超えた地域の多様な主体が出会い、つながりの中から更なる展開を生む機

会となるプラットフォームの形成を意識することが望まれます。

また、地域の多様な主体が情報交換・協議をすることができる機会を設定することによ

り、地域の様々な資源がつながり、活動の継続や発展を促すことにつながっていきます。

分野 事業名 根拠法

高齢

地域支援事業交付金の一般介護予防事業のうち、地域介護
予防活動支援事業

介護保険法第 115条の
45第１項２号

地域支援事業交付金の包括的支援事業のうち、生活支援体
制整備事業

介護保険法第 115条の
45第２項５号

障害
※

【必須】地域活動支援センターの基本事業
【任意】地域生活支援事業補助金のうち、地域活動支援セン
ター機能強化補助金

障害者総合支援法第
77条第１項９号

子ど
も 子ども・子育て支援交付金のうち、地域子育て支援拠点事業

子ども・子育て支援法第
59条第９号
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こうした地域の“プラットフォーム”は、地域に一つではなく多様に存在していること

が重要であり、既存の協議の場も活用して整備していくことが求められます。

【地域のプラットフォームのイメージ図】

＜今後の対人支援に求められるアプローチ＞

さらなる少子高齢化の進展などにより、様々な複合課題が顕在化する中、高齢、障害、

子ども、生活困窮等各分野においても、個人ではなく「世帯」に着目することが求められ

ています。

また、こうした支援を行っていくために、各分野の専門職や支援に関わる方には、これ

までの「具体的な課題解決を目指すアプローチ」に加え、社会的孤立を防ぐために、「つな

がり続けることを目指すアプローチ」が求められます。

本人を中心として伴走する意識を持ちながら、この２つのアプローチを組み合わせてい

くことが重要になります。

（出典）厚生労働省HP より引用
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＜地域づくりを進めるための圏域＞

高知県社会福祉協議会が策定・実行する「高知県地域福祉活動支援計画」では、「市町村

単位」、「地区単位」、「自治会・小地域単位」で重層的な仕組みをつくることを推進してい

ます。

重層的支援体制整備事業などを活用した包括的な支援体制は、「市町村単位」での取り組

みになりますが、住民に身近な圏域を重視した「地区単位」、より住民に身近な「自治会・

小地域単位」で、住民主体による地域生活課題の解決と地域づくりを一体的に進めること

が重要になります。
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本計画の次項以降では、本項で述べたポイントを意識した各分野における高知型地域共

生社会の「たて糸」に関する取り組みについて、順次説明します。

具体的な施策

○ 包括的な支援体制が早期に全市町村で整備され、その実効性が確保されるよう、高知
県社会福祉協議会と連携し、福祉保健所ごとの圏域において、市町村及び市町村社会
福祉協議会との協議の場をもち、先進事例の共有や助言等を実施します。あわせて、市町
村長向けセミナーや専門アドバイザーの派遣等を行います。

○ 高齢・障害・子どもなど各分野共通の支援プロセスとして「包括的な支援体制」を活用する
ことで、複合課題への対応力の向上と業務効率化が実現できるよう、福祉保健所と連携し
た伴走支援を行います。

○ 各分野の専門職の包括的な相談支援対応力の向上に向けて、高知県社会福祉協議
会と協働で必要な研修事業を実施します。

（出典）高知県社会福祉協議会HP より引用
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２ 高齢者、障害者への支援

（１）高知版地域包括ケアシステムの深化・推進

＜数値目標＞

【現状と課題】

県では、地域における医療、介護、福祉のインフラの確保や高知版地域包括ケアシステ

ムの構築などの取り組みを進めてきた結果、在宅療養体制の充実が進み、在宅での介護サ

ービス利用者の平均要介護度が、2019（令和元）年の2.095から2022（令和４）年に

は2.117となるなど、住み慣れた地域で暮らし続けられる環境が整いつつあります。

一方、本県の将来推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所の2018（平成30）年

推計によると、2040（令和22）年に向けて生産年齢人口が急減し、85歳以上の人口割

合がピークを迎える見込みです。

生産年齢人口の減少は、医療・介護サービス産業においても労働力不足の問題がこれま

で以上に深刻化するおそれがあり、特に中山間地域の医療、介護、福祉サービスの地域偏

在の解消に加え、担い手不足へのさらなる対応が求められています。

そのため、県では県民一人ひとりの医療・介護ニーズに的確に対応し、最適な医療・介

護サービスを届けることができるよう、中山間地域における医療ＤＸの推進や介護サービ

スモデルの構築などにより、高知版地域包括ケアシステムをさらに深化させ、高齢者が必

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

要介護３以上の方の在宅率
43％

（Ｒ４）
50％

在宅療養推進課

長寿社会課

無医地区・準無医地区の住民に身近な場所におけ

るオンライン診療の整備率

13％

（R5）
100％ 在宅療養推進課

中山間地域での在宅介護サービスの提供率
96.3％

（Ｒ４）
100％ 長寿社会課

介護サービスが充足していると感じている人の

割合
－ 100％ 長寿社会課

目指す姿 中山間地域であっても、高齢者が住み慣れた環境で安心して健やかに、と
もに支え合いながらいきいきと暮らし続けることのできる高知県になっている

ポイント
○ 中山間地域でも在宅療養が継続できるよう、医療アクセスが悪い中山間地域の高齢者
等が容易に訪問診療やオンライン診療を受けられる体制の整備を促進します。
また、訪問看護サービスの提供体制の強化や 24時間対応を支援します。

○ 地域ニーズに応じたサービスを確保するため、介護サービス提供の体制づくりや介護現場で
の生産性向上の推進と人材確保に取り組みます。
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要なサービスや支援を受けられる体制を強化する必要があります。

また、地域のつながりや支え合いの力が次第に弱まっている中においては、人と人、人

と社会がつながり、一人ひとりがいきがいや役割を持ち、助け合う社会の実現に向け、高

知版地域包括ケアシステムを高知型地域共生社会の中核的な基盤として一層深化・推進す

ることが求められます。

＜サービス間の連携を強化する仕組みづくり＞

地域包括ケアシステムにおいて中心的な役割を担う地域包括支援センターに対する地域

支援事業の充実や自助の活用、互助の組織化等への専門的アドバイスや研修の実施、アド

バイザーによる助言支援などにより、例えば、住民ボランティア組織の立ち上げ支援や要

支援者の短期集中機能改善サービスの立ち上げに至るなど各市町村における課題の解決や

新たな高齢者支援サービスの整備に取り組んできました。

また、医療と介護の連携を図るため、入退院支援コーディネーターの育成や「高知家＠

ライン」7、地域医療情報ネットワーク8による情報連携の整備に取り組んできました。

その結果、介護サービス利用者全体に占める在宅・居住系サービスの利用者割合の増加

や一般病床における平均在院日数の短縮などの成果が現れています。

一方、地域における生活課題が複雑化・複合化するなか、総合相談支援9や介護予防ケア

マネジメント業務10などの負担が増大しています。

また、高知家＠ライン等の情報連携の取り組みは、地域により活用状況に差がみられ、

その理由としては、医療介護従事者に多職種連携のメリットが十分理解されていないこと

や事業所における業務の電子化が進んでいないことが挙げられます。

＜在宅療養・介護＞

要介護状態になったとしても在宅で療養するための医療・介護サービスが受けられる環

境を整備するため、訪問診療や訪問看護サービス、介護サービスの充実を図ってきました。

その結果、訪問診療や訪問看護サービスの利用者数は増加しています。また、中山間地

域では、医療アクセスの負担軽減を図るため、ヘルスケアモビリティ（通信・医療機器を

搭載した車両）を活用したオンライン診療の取り組みも始まっています。

一方、中山間地域などでは、患者数の減少や訪問診療などの効率の悪さから、事業者は

採算面でサービスの縮小・撤退や新規参入を断念するといった状況もあります。

さらに、2025（令和７）年には団塊の世代が全員７５歳以上になるなど、医療・介護双

方のニーズを有する高齢者など様々なニーズがある要介護高齢者が更に増加する見込みで

す。

7 医療・介護に携わる多職種間において、患者のケアを行ううえで必要な情報を共有するためのモバイル端末を活用し

たコミュニケーションツール
8 患者のカルテや検査結果、薬などの医療情報を病院や診療所、薬局などで共有するネットワーク（高知あんしんネッ

ト、はたまるねっと）
9 住民の各種相談を幅広く受付、制度横断的な支援を行う業務
10 要支援者に対する介護予防ケアプランの作成等を行う業務
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こうした課題に対応していくためには、医療・介護サービスを効率的かつ効果的に提供

する体制の構築及び人材の確保に加えて、地域密着型サービス11や訪問や通所系サービスを

組み合わせた新たな複合型サービス12を充実させる必要があります。

また、ＩＣＴ機器導入などによる介護現場の生産性向上、小規模な介護事業所の協働化

など、経営継続に向けた支援が必要です。

11 住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供されることが適当なサービス類型
12 訪問や通所系サービスなど、複数の在宅サービスを組み合わせて提供されるサービス類型

具体的な施策

＜地域包括支援センターの機能強化＞
○ 「高知版地域包括ケアシステム」の核となる地域包括支援センターが抱える特有の課題に
ついて、アドバイザーによる伴走支援等を通じて整理しながら、効率的な運営が図られるよう
支援します。
また、地域住民への支援をより適切に行うための業務負担軽減について、居宅介護支援

事業所が介護予防ケアマネジメントを行えるよう、居宅介護支援事業所の職員の資質向上
に向けた研修の実施等の支援を行います。

＜在宅医療DX の推進＞
○ 高知家＠ライン、地域医療情報ネットワークを相互に参照できる運用環境を整え、多職
種協働によるチーム医療体制の構築を推進するとともに、システムの運営団体と連携して未
活用施設へのシステム導入を働きかけます。

○ 中山間地域の高齢者等がオンライン診療を受けられる体制の整備を促進するため、医療
機関等へのオンライン診療の導入を支援します。併せて、あったかふれあいセンターや公民館
など通いの場でのオンライン診療の実施を本格化します。
併せて、在宅高齢者の日常の見守りにもセンサー技術など ICT の導入を支援します。

○ 中山間地域の訪問看護サービス提供体制の強化や24時間対応に向けて、訪問看護連
絡協議会と連携して、高知県訪問看護総合支援センターによる訪問看護ステーションの大
規模化や新規開設への支援、人材確保や周知啓発等に取り組みます。また、管理者の負
担軽減に向けて、ICTによる訪問看護師のシフト管理の事務効率化を図る支援をし、ステー
ションの大規模化を促進します。

＜中山間地域介護サービスの確保＞
○ ＩＣＴ導入や生産性向上に関するワンストップ窓口を設置し、事業所に対する総合的な
支援を行うとともに、介護サービスの質を確保しつつ、人材や資源を有効に活用するため、介
護事業所の経営の協働化・大規模化を支援します。
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○ 居宅要介護者の様々なニーズに対応するために、地域密着型サービスや訪問や通所系サ
ービスを組み合わせた新たな複合型サービスの充実を促進します。
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（２）総合的な認知症対策の推進

＜数値目標＞

【現状と課題】

本県の認知症高齢者数は、2035（令和１７）年度まで増え続け、2025（令和７）年に

は６５歳以上人口のうち５人に１人が認知症になることが見込まれています13。

今後も認知症高齢者が増加する中、認知症の人を含めた県民一人ひとりが相互に尊重し

つつ支えあいながら共生する活力ある社会を実現するための取り組みが求められています。

＜自分ごととして認知症を理解する＞

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、認知症の人や家族を見守り支える応援者とな

る「認知症サポーター」は、県や市町村による養成研修の取り組みの結果、７万人を超え

る方が養成されています。

13 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事

業）を基に県内の認知症高齢者を推計

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

認知症サポーター数
70,031人

（R5.6）
85,000人 在宅療養推進課

認知症サポート医
130人

（R4）
165人 在宅療養推進課

かかりつけ医認知症対応力向上研修受講率
30.0％

（R4）
50% 在宅療養推進課

チームオレンジなどの支援活動を有する市町村数
１３

（R5.7）
全市町村 在宅療養推進課

目指す姿
認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らし続けられるとともに、社
会の一員として活躍できる「共生」の高知県になっている

ポイント

○ 県民の誰もが自分ごととして認知症の理解ができるよう、認知症に関する普及啓発・予防
を推進します。

○ 認知症の疑いがある方に早期に気づき、適切な支援がつなげられるよう、認知症の早期発
見・医療体制の充実を図ります。

○ 認知症の方が、地域で安心して生活できるよう、ピアサポート活動やチームオレンジなどの
支援体制の充実を図ります。
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＜図１＞認知症サポーター養成数

2022（令和４）年度には、認知症の人本人が自らの言葉で語り、認知症になっても希

望を持って前向きに生きる姿を発信する「高知家希望大使」を１人の方に委嘱し、情報発

信を開始しました。

また、毎年９月21日を「世界アルツハイマーデー」、９月を「世界アルツハイマー月間」

と定め、世界で様々な取り組みが実施されています。県においても、高知城をオレンジ色

にライトアップするイベントやアルツハイマーデー記念講演会を開催し、認知症への理解

や関心を高める取り組みを実施しています。

その他、若年性認知症に関する知識の普及を図るための「若年性認知症フォーラム」の

開催や、メディアの活用により県民に広く啓発を実施しています。

＜認知症に早く気づき必要な支援につなげる＞

認知症疾患医療センターによる認知症鑑別診断の内訳を見ると、認知機能低下のある人

（軽度認知障害：ＭＣＩと呼ばれる）は２割程度にとどまっており、認知症の早期発見・

早期対応につなげるためには、ご自身の認知機能の状態を気軽にチェックでき、必要に応

じてかかりつけ医や専門医に相談・受診できる環境づくりが必要です。

県では、身近な医療機関で認知症の相談が気軽にできたり、通常診療のなかで認知機能

低下に早期に気づき、専門医の鑑別診断につなぐことができる医師を「もの忘れ・認知症

相談医」（こうちオレンジドクター）として養成・登録し、県ホームページで公表していま

す。

また、認知症の速やかな鑑別診断や、行動・心理症状（ＢＰＳＤ14）と身体合併症に対す

る急性期医療、専門医療相談等を担う「認知症疾患医療センター」を県内５箇所に設置し、

こうちオレンジドクター等と連携した早期発見・早期診断に取り組んでいます。

一方、こうちオレンジドクターは県内医師の２割程度の登録にとどまっており、さらに

認知症診療の知識を習得した医師を増やしていく必要があります。

14 Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia
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＜安心して幸せに暮らすために協働する＞

認知症の人や家族、支援する住民等誰もが気軽に参加し集う場である「認知症カフェ」

は25市町村119箇所（2022年 12月）まで増加しました。

また、県では、認知症に関する様々な相談に対応するため「認知症コールセンター」を

設置し、認知症の人や家族の悩みや不安の軽減を図っています。

2023（令和５）年からは、認知症当事者同士が不安や悩み等について語り合うピアカ

ウンセリングや交流会等のピアサポート活動も開始しました。

若年性認知症の人には、仕事の継続や離職後の経済的な問題、今後の療養への不安等へ

の相談に対応するため、若年性認知症支援コーディネーターを設置し、医療・福祉・就労

等の専門機関と相互に連携し必要な助言を行っています。

認知症の人が持つ能力を最大限活かして、自らの意思に基づいた生活を送ることを支援

するため、介護従事者に対して、意思決定支援を含めた良質な介護を担うことができるよ

う認知症ケア研修により人材の育成を図っています。

一方、認知症サポーターらが中心となって認知症の人や家族の困りごとを早期から継続

して支援する地域グループ（チームオレンジと呼ばれる）づくりは、２町で組織化されて

いるものの、まだ多くの市町村ではチームオレンジの立ち上げに取り組めていない状況に

あります。

また、認知症が原因で行方不明となるケースは近年60人前後おり、人的な見守りネッ

トワーク体制の脆弱さや、ＧＰＳ等デジタル技術を活用した仕組みの活用の難しさがあり

普及が進んでいない実態があります。

判断能力が著しく低下した場合は、財産管理及び身上保護に関する契約等の法律行為全

般を行うことで認知症の人の権利を守るしくみである「成年後見制度」を利用した支援が

必要となります。

具体的な施策
＜自分ごととして認知症を理解する＞
○ キャラバンメイトの養成講座を開催し、認知症に関する正しい知識を持ち、暮らしのなかで身
近なサポート活動をしてくれる認知症サポーターを増やしていきます。
○ 「認知症になってからも希望を持って暮らせる共生社会」に向け、「高知家希望大使」による
本人発信の機会を拡充します。
○ 世界アルツハイマー月間の機会を捉え、市町村や関係機関と連携したイベントを開催するな
ど、認知症の理解に向けた機運の醸成を図ります。

＜認知症に早く気づき必要な支援につなげる＞
○ 認知症に関する正しい知識の啓発とともに、自身の認知機能の状態を気軽に確認できるよ
うにするため、あったかふれあいセンター等の身近な集いの場で早期にチェックできる環境を整備
します。
○ 認知症疾患医療センターによる相談・診療体制を維持し、かかりつけ医やこうちオレンジドク
ター、地域包括支援センター等と連携して、認知症の早期発見・早期対応に努めます。
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○ 認知症サポート医養成研修やかかりつけ医の認知症対応力向上研修受講者のさらなる増
加を図り、こうちオレンジドクターの登録につなげます。
○ 介護従事者がＢＰＳＤへの適切な対応など認知症ケアに必要な知識や技術を習得でき
るスキルアップのための研修を継続して実施します。

＜安心して幸せに暮らすために協働する＞
○ 認知症カフェの設置に向けた支援を進めるとともに、市町村や認知症カフェ運営者を対象と
した研修会を開催し、運営のノウハウの提供や情報共有の場を設けることで認知症カフェの機
能強化が図られるよう支援します。
○ 認知症のご本人や家族と認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐチームオレンジを地
域ごとに整備できるよう支援します。
○ 認知症当事者によるピアカウンセリングや交流会等のピアサポート活動を県内各地に拡大す
るなど、より一層推進します。
○ 行方不明高齢者を早期に発見するため、ＩＣＴの活用事例を収集するとともに、ＩＣＴ
を活用した早期発見の仕組みづくりに取り組む市町村を支援します。
○ 認知症の人の権利を守る仕組みである「成年後見制度」について、市町村の取り組みに助
言・指導を行います。また、高齢者虐待の防止や早期発見のため、認知症の人を含めた高齢
者の権利擁護について普及啓発を図るとともに、養護者への支援を推進します。
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（３）障害等の特性に応じた切れ目ない支援体制の推進

＜数値目標＞

【現状と課題】

障害のある人が身近な地域で障害特性等に応じて必要な障害福祉サービス等が受けられ

るよう、障害福祉計画・障害児福祉計画に基づき、通所事業所やグループホーム等の計画

的な整備を進めてきました。

その結果、サービス利用者は増加しましたが、中山間地域においては地理的条件や人材

不足で事業所の参入が進まず、必要なサービスを十分に提供できていないという課題があ

ります。

また、医療的ケア児や重症心身障害児者等に対する支援については、2021（令和３）

年度には同年９月の「医療的ケア児支援法」の施行に先駆けて、「重症心身障害児者・医療

的ケア児等支援センターきぼうのわ」を設置し、相談支援体制の強化を図りました。また、

在宅におけるレスパイト環境の整備にも取り組んできましたが、まだ十分とはいえません。

障害の程度や特性に応じた福祉サービスの充実が必要です。

加えて、障害のある人の相談支援については、これまで相談支援専門員の資質向上に向

けた人材研修等の取り組みを通して、相談支援体制の充実を図ってきましたが、障害の多

様化・重度化が進む中、障害の特性や複合的な課題等に応じて相談支援が提供できるよう、

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

障害のある人の地域生活の支援体制が整備され

ている市町村数

（近隣市町村とのネットワークによる支援を含

む）

基幹相談支援セン

ター：10市町村

地域生活支援拠

点：15市町村

全市町村 障害福祉課

目指す姿
障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていける高知県になって
いる

ポイント

○ 障害のある人の地域生活を支援する体制の整備を様々な関係機関と連携しながら推進
します。

○ 障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるようにするために、県内のどこで
も必要な福祉サービスを利用できるよう支援体制の充実を図ります。

○ 障害のある人が様々なサービスや地域資源等を活用しながら安心して暮らしていくために、
地域における関係機関が連携した相談支援体制づくりを推進します。
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関係機関や専門機関が連携した相談支援体制のさらなる充実が必要です。

具体的な施策

○ 中山間地域に居住する障害のある人や、重度障害や強度行動障害のある人が住み慣れ
た地域で必要なサービスを受けることができる体制を整備します。

○ 市町村における基幹相談支援センターや地域生活支援拠点の整備等による支援体制の
構築に向けた県による広域的な支援を強化します。

○ 医療的ケア児とその家族からの相談に対応するための相談拠点「重症心身障害児者・医
療的ケア児等支援センターきぼうのわ」を中心とした相談支援体制の充実を図ります。

○ 自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることができる障害福祉、児童福
祉、高齢者福祉の各分野の関係機関が連携した包括的な相談支援体制を構築します。
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３ こどもまんなか社会の実現

（１） ネウボラを基盤とした妊娠期から子育て期まで切れ目のない

包括的な支援

目指す姿
子育て家庭が孤立を感じることなく、安心して子育てできる社会になってい
る

ポイント

○ 市町村における子ども家庭センターの設置を促進し、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの
包括的な相談支援体制の整備を図ります。

○ 子どもを希望する方が経済的理由により治療を諦めることがないよう、不妊治療にかかる経
済的負担の軽減を図ります。

○ 産後も安心して子育てに臨めるよう、育児不安の解消や心身の疲労回復、母子の愛着
形成につながる産後ケア事業の利用拡大等支援の充実を図ります。

○ 子育て家庭のリスクに応じた適切な対応の充実に向けて、母子保健と児童福祉の連携を
強化します。

○ 子育て家庭の不安の解消に向けて、妊産婦への支援、身近な地域において子育て支援
サービスの充実を促進します。

○ 働きながら子育てできる環境づくりに向けて、病児・病後児保育等の子育て支援サービスの
充実を促進します。
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＜数値目標＞

【現状と課題】

「こどもまんなか社会」の実現に向けて、妊娠期から子育て期まで切れ目のない包括的

な支援に取り組みます。

具体的には、市町村における母子保健と児童福祉の一体的なマネジメント体制の構築に

向けて、子育て世代包括支援センターとこども家庭総合支援拠点の設置拡大を図っていま

す。

妊娠・出産・子育ての総合相談窓口となる市町村子育て世代包括支援センターは、県内

すべての市町村に設置され、保健師等の母子保健コーディネーターを配置して相談対応を

行うなど妊娠期からの継続的な支援の体制が整いました。

今後は、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点15の機能を組織として一

体的に運営するこども家庭センター16の設置に向けて、母子保健と児童福祉双方の知識を有

し、切れ目のない支援のマネジメントを行う統括支援員の育成・確保が必要です。

【県内市町村における子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の設置状況】

項 目 基準値
見 込

(R5年度末）
目 標

(R5年度末）

市町村子育て世代包括支援センター

設置数

19市町村

（R1）
全市町村 全市町村

市町村子ども家庭総合支援拠点

設置数

2市町

（R1）
22市町村 27市町村

15 2016（平成28）年度の児童福祉法改正により、市区町村は当該支援拠点の整備に努めなければならないことが規

定された。支援拠点は、ソーシャルワークの機能を担い、すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、福祉

に関する支援業務などを行うこととされている。
16 2024（令和６）年度から施行される改正児童福祉法により、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠

点の設立の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う

機能を有する機関（こども家庭センター）の設置に努めることとされた。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

こども家庭センターの設置（統括支援員の配置） － 全市町村 子ども家庭課

園庭開放又は子育て相談の実施率 94.7% 100% 幼保支援課

多機能型保育支援事業の実施箇所数 17箇所 40箇所 幼保支援課

一時預かり事業の実施箇所数
26市町村

111箇所
26市町村
111箇所(R6)

幼保支援課

延長保育事業の実施箇所数
14市町村

137箇所
14市町村
140箇所(R6)

幼保支援課

病児保育事業の実施箇所数
９市町村

22箇所

10市町村

25箇所(R6)
幼保支援課

放課後児童クラブや放課後子ども教室の実施校

率
97.3% 100% 生涯学習課

ファミリー・サポート・センター事業の提供会員

数

1,012人

（R5.9 末）
1,250 人 子育て支援課
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不妊治療の助成については、2022（令和４）年度の国の保険適用後も国の助成制度の

あった保険適用前と比べて保険適用後に自己負担額の増加が見込まれる治療等に対する県

独自の助成を継続して行い、子どもを希望する方の経済的負担の軽減に努めています。今

後は、利用者の声や国、他県の動向も踏まえ、より効果的な不妊治療助成制度のあり方の

検討が必要です。

助産師等が心身のケアや育児サポートを行い、心身の疲労回復・育児不安の解消・愛着

形成等に効果的な産後ケア事業はすべての市町村で実施しており、利用率も年々増加して

います。しかしながら、産後ケアの利用率は未だ低く、利用拡大に向けた取り組みが必要

です。

【利用者の状況】

さらに、子育て支援の場の拡充とサービスの充実を図るため、地域子育て支援センター

において親子の交流や相談支援、保育所等で園庭開放や子育て相談を実施しています。

また、地域のニーズに応じた子育て支援サービスの充実を図るため、一時預かり事業や

延長保育、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業等を実施しています。

今後は、働きながら子育てできる環境づくりをより一層進めるため、保育所等及び放課

後児童クラブ、延長保育、病児保育等の子育て支援サービスの充実と、支援を要する子ど

もや家庭を適切な窓口等につなぐ役割を担うことのできる身近な居場所が必要です。

R1 R2 R3 R4

産後ケア利用者数 176 285 392 553

利用率 4.1% 7.0% 9.6% 14.9%

要支援妊婦の割合 18.3% 17.2% 14.9% －

具体的な施策

○ こども家庭センターの設置促進に向けて、統括支援員の配置に必要な有資格者等の確
保を支援するとともに、職員の専門性向上のための研修を実施するなど、市町村における母
子保健と児童福祉の一体的な支援体制の構築を図ります。
○ より効果的な不妊治療助成制度のあり方を検討し、子どもを希望する方の経済的負担の
軽減を図ります。
○ 産後ケア事業の利用拡大など、子育ての安心感を高める施策の充実を図ります。
○ 働きながら子育てできる環境整備として、保育所等や放課後児童クラブ、延長保育、病
児保育、ファミリー・サポート・センター事業などの子育て支援サービスの充実を図ります。
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（２） 厳しい環境にある子どもたちへの支援

目指す姿
子どもたちが誰一人取り残されず、夢と希望を持って成長できる環境が整
っている

ポイント

○ 児童虐待の発生予防、早期発見につなげるため、相談・支援につながりやすい仕組みづく
りに取り組みます。

○ 児童虐待発生時の迅速な対応に向け、市町村及び児童相談所の職員の専門性向上
などにより、相談支援体制の強化を図ります。

○ 生活の困窮という経済的な要因のみならず、家庭の教育力や地域社会の見守り機能の
低下などを背景に、虐待、不登校、ヤングケアラーなどといった困難な状況に直面している子
どもたちへの支援策については、福祉や教育の分野などを中心に総合的に取り組み、充実を
図ります。

○ 里親支援の充実を図るため、里親等に係る支援を包括的に実施する「里親支援センタ
ー」の設置等を進めるとともに、社会的養護経験者の自立支援体制の充実を図ります。

○ ひとり親家庭に必要な支援を届けるため、各種支援制度等の情報提供や相談体制を強
化するとともに、就業支援・経済的支援の充実により、ひとり親家庭等の自立促進を図りま
す。

○ ヤングケアラーの認知度の向上、早期発見・適切な支援につなげるため、支援を必要とす
る子どもを見逃さない環境づくりに取り組みます。

○ 学校におけるヤングケアラーや虐待、貧困等の家庭的事情等による多様な背景等の兆し
を早期に発見するため、教職員の対応力・認識の強化を図ります。

○ 児童生徒支援のために、全公立学校にスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーを
配置し、相談支援体制の充実を図ります。

○ 高等学校における就学のための経済的支援等により、保護者の経済的負担の軽減を図
ります。
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＜数値目標＞

【現状と課題】

＜児童虐待防止対策の推進＞

2022（令和４）年度の高知県における児童虐待に係る相談対応件数のうち、虐待と認

定し、対応した件数は、501件で高止まり傾向にあります。

こどもや子育て家庭の個々のニーズや家庭のリスクに応じた適切な支援を行う市町村子

ども家庭総合支援拠点は、県独自の財政支援を実施してきたこともあり、設置数が拡大し、

専門職員の配置も増加するなど、相談支援体制の充実が一定図られています。

一方で、市町村の担当職員は異動等による交替がある上、職種については事務職が最も

多くなっており、専門性の確保が課題となっています。

そのため、児童虐待の発生予防、早期発見の徹底に向けて周知啓発を強化するとともに、

迅速な対応に向けて市町村や児童相談所職員の専門性の向上、相談支援体制のさらなる強

化が必要です。

＜社会的養育17の充実＞

社会的養育の取り組みでは、里親登録者数は着実に増加(Ｈ30：78組→Ｒ４：133組)

し、里親委託率が上昇(Ｈ30：19.0％→Ｒ5.7 月：29.3％)しています。

また、こども達がより家庭に近い環境で生活するための施設の小規模化も進展するなど、

家庭的な養育環境の整備が一定進んでいます。

児童養護施設等に入所している児童等の退所後の自立に向けて、入所中からの学習・生

活支援の実施や、自立支援コーディネーターの配置など、支援体制の充実が図られてきま

したが、支援者間の連携強化など、より効果的な支援体制の確立が必要です。

＜ひとり親家庭への支援の充実＞

ひとり親家庭を取り巻く環境は依然として厳しく、特に母子家庭の母については、正規

雇用率の低さに加え、養育費の支払を受けていないケースが多い等の背景があり、個々の

ひとり親家庭のニーズに応じたきめ細かな支援が求められます。

ひとり親家庭の総合的な相談窓口であるひとり親家庭支援センターでは、2022年度に

リニューアルした公式ＬＩＮＥによる情報提供や相談対応などにより、支援の間口が広が

り、相談件数が増加（Ｒ２：846件→Ｒ５見込：1,600件)しました。

17 社会的養育：保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を公的責任で社会的に養育し、保護

すること。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

こども家庭センターの設置（統括支援員の配置） － 全市町村 子ども家庭課

里親委託率 29.7% 45.9% 子ども家庭課

ひとり親家庭支援センター公式 LINE 累計登

録者数
2,200人 3,400人 子ども家庭課

ひとり親家庭支援センターへの相談件数 1,600件 2,300件 子ども家庭課
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また、ひとり親家庭支援センターにおいてより専門的な相談に対応するため実施してい

る法律相談の拡充により、養育費等に関する離婚前の相談は増加傾向にあり、課題解決に

向けた利用が進んでいます。

しかしながら、相談者の内訳をみると、高知市以外の地域からの相談者の割合は低く、

オンライン相談など、利用者のニーズに沿った相談体制の充実も必要です。

＜ヤングケアラーへの支援の充実＞

2022年度に実施した実態調査では、ヤングケアラーは一定数存在し、多くが相談につ

ながっていないことが明らかになりました。

国やその他関係機関と連携した情報発信等により、ヤングケアラーの認知度が向上する

とともに、ヤングケアラーに関する校内研修の実施が増加し、校内議論が活発になる等、

支援にかかる理解が促進されています。

ヤングケアラーの家庭では、経済的困窮や介護等、複合的な課題を有する傾向にあるた

め、市町村の包括的な支援体制の整備を進めるとともに、児童福祉部署が中心となった多

職種で連携した支援の強化が必要です。

＜多様な背景を持つ児童生徒に対する支援＞

家庭的な事情などの多様な背景を持つ児童生徒に対しては、早期発見と組織的な対応が

求められます。

そのため、校内研修を通じて、支援が必要な児童生徒の状況に対する教員等の理解を高

めるとともに、学校・スクールソーシャルワーカー18と市町村福祉部署との連携により、組

織的な支援体制の充実を図る必要があります。

＜不登校の児童生徒への支援の推進＞

近年、不登校児童生徒数は増加する傾向にあります。また、不登校児童生徒の背景や要

因も複雑化、多様化してきており、学校だけでは対応できない状況もみられ、市町村福祉

部署等の関係機関と連携した取り組みをさらに推進していく必要があります。

＜教育費等の負担の軽減に向けた経済的な支援＞

低所得世帯の児童生徒の教育費負担を軽減するため、高等学校等就学支援金事業19及び高

校生等奨学給付金事業20について、対象生徒等全員に対し制度を周知し、活用の促進を図っ

ています。

就学前の子どもをもつ世帯の保育料負担を軽減させるため、現在、全ての市町村におい

て、多子世帯の保育料負担を軽減しています。

18 教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を有しており、問題を抱えた児童生徒に対し、当

該児童生徒が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりするなど、多様な支援方法を

用いて、課題解決への対応を図っていく人材。
19 高等学校等就学支援金事業：教育費の負担軽減を図るため、世帯の所得に応じて、高等学校等に在籍する生徒に対し

て、授業料に充てるための就学支援金を支給（学校設置者が代理受領等）する。
20 高校生等奨学給付金事業：全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽

減するため、高校生等がいる非課税世帯を対象に給付金を支給する。
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具体的な施策

＜児童虐待防止対策の推進＞
○ 児童虐待の発生予防、早期発見につなげるため、虐待対応ダイヤル「189」や「親子のための
相談 LINE」の認知度向上を図るなど、より相談・支援につながりやすい仕組みづくりに取り組みま
す。
○ 市町村におけるこども家庭センターの設置を促進し、相談支援体制の強化を図ります。
○ 児童虐待発生時の対応力の向上を図るため、市町村担当者に対するアセスメント等の相談
対応力の向上や、児童相談所職員のさらなる専門性の向上に向けた研修を実施します。

＜社会的養育の充実＞
○ 里親のリクルート、トレーニング、委託推進、養育支援及び自立支援までを包括的に実施する
「里親支援センター」の設置に取り組み、里親支援の充実を図ります。
○ 社会的養護経験者の相互交流の場の提供、情報提供、相談支援などを行う社会的養護自
立支援拠点を設置し、自立に向けた支援の充実を図ります。

＜ひとり親家庭への支援の充実＞
○ ひとり親家庭への各種支援制度の情報発信を強化するとともに、オンラインでの相談体制を充
実し、周知を図ることで利用促進につなげます。
○ ひとり親家庭支援センターにおける就業支援、養育費の確保に向けた支援策により、ひとり親
家庭等の経済的自立に向けた支援の充実を図ります。

＜ヤングケアラーへの支援の充実＞
○ 市町村におけるこども家庭センターの設置を促進し、母子保健と児童福祉の一体的な支援体
制の構築を促進します。
○ 市町村と学校の連携による相談支援体制の充実を図ることにより、支援を必要とする子どもを
見逃さない取り組みを進めます。

＜不登校の児童生徒への支援の推進＞
○ 児童生徒支援のために、全公立学校にスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーを配置
し、相談支援体制の充実を図ります。
○ また、校内サポートルームや市町村教育支援センター等、不登校児童生徒が安心して過ごせ
る場やＩＣＴを活用した学習支援の充実等、多様な学習の場や機会確保のための取り組みを
推進します。
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＜教育費負担の軽減に向けた経済的な支援＞
○ 高等学校における就学のための経済的支援や、多子世帯を対象とした保育料の軽減等によ
り、保護者の経済的負担の軽減を図ります。

＜多様な背景を持つ児童生徒に対する支援＞
○ ヤングケアラーや虐待、貧困等の家庭的事情等による多様な背景等の兆しを早期に発見する
ため、ヤングケアラー支援等に関する校内研修の実施を支援することにより教職員の対応力・認識
の強化を図ります。
○ 併せて、児童生徒自身がヤングケアラーであると気づくことができるよう、発達段階に応じたヤング
ケアラーに関する教材を作成するなど取り組みを進めていきます。
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４ 生きづらさや困難を抱える人たちへの支援

（１） 生活困窮者への支援

＜数値目標＞

【現状と課題】

生活保護に至る前の生活困窮者を支援する、いわゆる第二のセーフティネット21の一つと

して、2015（平成２７）年度にスタートした生活困窮者自立支援制度では、県（郡部）と

１１市が実施主体となって取り組みを進めています。

複雑かつ多様な課題を背景とする生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階で、自立

に向けた各種支援を実施するほか、官民協働による地域のネットワークづくりを構築し、

生活困窮者の早期発見や包括的な支援につなげています。

本県における2023（令和５）年３月時点の生活保護の受給者は17,292人、保護率は

2.55％で全国平均の約1.6 倍と高い傾向にあります。また、2022（令和４）年度中の生

活保護の相談者数は 2,531 人で、その多くは生活困窮者自立支援事業の対象になり得る

と考えられます。

21 「安全網」と訳され、網の目のように救済策を張ることで、全体に対して安全や安心を提供するための仕組みのこ

と。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

自立支援計画（プラン）の策定率 29.5％ 50％ 地域福祉政策課

一時生活支援事業又は地域居住支援事業の実施

自治体数
２／12 12／12 地域福祉政策課

支援会議の設置自治体数 ０／12 12／12 地域福祉政策課

目指す姿
生活に困窮した人が、それぞれの状況に応じた必要な支援を受けることが
できている

ポイント

○ コロナ禍で浮き彫りとなった生活困窮者を支援するため、多機関・多分野と協働した支援
体制を構築します。

○ 現在、未実施となっている、いわゆる「任意事業」の積極的な実施や、生活困窮者の早期
把握等に有効な支援会議の実施により、支援体制の充実・強化を図ります。

○ 生活困窮者自立支援制度を支える基盤を強化するため、従事者に対する研修体制の充
実による支援技術の向上と多分野との連携を強化します。
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また、2021（令和３）年度の要保護児童生徒数は 688 人、準要保護児童生徒数は

10,677人で、全児童生徒数に占める就学援助率は25.88％となっており、生活保護世帯

を含む生活困窮者世帯の子どもの貧困の連鎖の防止が大きな課題となっています。

こうした状況を踏まえると、生活困窮者自立支援制度のさらなる充実が求められます。

【図１】

本県における自立相談支援機関の相談実績と自立支援計画22（以下この項において「プラ

ン」という。）の策定件数は以下のとおりとなっています。

【生活困窮者の自立支援】相談支援機関の相談実績及びプラン策定数（R4年度実績）

特に、プランの策定率については50％を目標としているところですが、2022年度時

点では29.5％（町村部12.1％）と低調な状況のため、プランの策定率の向上に向けて、

研修等を実施するとともに、プラン作成に対する意識の向上が必要です。

また、生活困窮者自立支援制度の充実に向けては、就労準備支援事業や家計改善事業と

いったいわゆる任意事業の実施や、支援につながっていない生活困窮者を早期に発見し迅

速に支援を開始するために関係機関が情報共有を行う支援会議の設置が有効です。

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

相談件数

（うち町村分）

2,467

（1,162）

2,159

（1,033）

2,147

（959）

2,281

（984）

2,113

(734）

4,899

(1,156）

3,177

（1,131）

2,300

（785）

プラン作成件数

（うち町村分）

217

（48）

245

（35）

301

（24）

458

（86）

443

（87）

714

（82）

778

（87）

679

（95）

プラン策定率

（うち町村分）

8.7%

（4.1%）

11.3%

（3.3%）

14.0%

（2.5%）

20.0%

（8.7%）

20.9%

（11.8%）

14.5%

（7.0%）

24.4%

（7.6%）

29.5%

（12.1%）

22 アセスメント結果を踏まえ本人と相談支援員との協働により作成された個別の支援計画。
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【任意事業の種類と実施率（令和４年度末時点）】

現状では県が所管する町村部においても実施ができておらず、県内の実施状況は低調で

す。

現在、国において、衣食住に関するシェルター事業を行う一時生活支援事業又はシェル

ター退所者や居住に困難を抱える低所得者に対して、入居支援や訪問による見守り等を行

う地域居住支援事業及び支援会議の努力義務化が検討されていますが、県としても現在未

実施の任意事業の積極的な実施及び支援会議の設置を行う等の方策が必要です。

生活困窮者自立支援制度を支える人材育成については、国の人材養成研修の後期研修を

はじめ、県独自研修として年２回の従事者研修や困難事例の検討を行う研修を実施してい

ます。また、生活保護の業務に従事する職員等との合同開催による連携の強化などを図っ

ています。

2023年度からは、コロナ禍や物価高騰の影響による生活困窮者の増加等に対応するた

め、県内３ブロックに新たに地域支援監を配置し、自立相談支援機関の後方支援や生活保

護制度や福祉サービス等の関係機関との連携強化や情報共有等を行い、生活困窮者に対す

る支援体制を強化しています。

＜生活福祉資金貸付制度＞

生活福祉資金貸付制度は、高知県社会福祉協議会を実施主体とし、相談窓口業務を市町

村社会福祉協議会に委託し実施しており、低所得者、障害者、高齢者世帯などに対して、

必要な資金の貸付と相談援助を一体的に行うことで、経済的自立や生活意欲の助長、在宅

福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送ることができるようにすることを目的と

した制度です。

生活困窮者自立支援法の施行に伴う見直しにより、生活福祉資金のうち総合支援資金と

緊急小口資金の貸付けにあたっては、原則として自立相談支援事業の利用が貸付の要件と

されています。

生活福祉資金の貸付件数については、2007（平成19）年度は74件であったものが、

その後の社会情勢の影響により大幅に増加しましたが、奨学金制度の見直しなどによる教

育支援資金の貸付件数の減少などにより、2010（平成22）年度の526件をピークに減

少傾向に転じ、近年は150件前後で推移しています。

さらに、新型コロナウィルス感染症の拡大をきっかけに、生活困窮者のさらなる支援の

ために始まった生活福祉資金特例貸付については、累計の貸付実績は28,872 件で貸付総

額は11,497,135 千円（R2.3.25～R4.9.30）と従来の生活福祉資金貸付の規模を大き

く上回っています。

また、これにより、生活困窮者の実態が浮き彫りとなり、生活困窮者への支援強化の必

要性が改めて確認されました。

特に、2023年１月から始まった償還への対応が大きな課題です。同年10月時点では、

償還対象債権（2024（令和６）年１月償還開始分を含む）23,401 件のうち、12,331

件が住民税非課税等の免除要件に該当し償還免除となっています。償還免除となった世帯

実施自治体数 実施率

就労準備支援事業 １２／１２ 100%

家計改善支援事業 １２／１２ 100%

一時生活支援事業 ２／１２ 16.6%

子どもの学習・生活支援事業 ６／１２ 50%
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については、低所得等により生活に困窮している可能性が高く、寄り添った支援が必要で

す。

具体的な施策

＜生活困窮者の自立支援＞
○ プランの策定率を向上させるため、県及び市並びに自立相談支援機関で組織される自立
相談支援機関協議会での意識付けや、プラン作成の実務を研修テーマに取り入れるなど積
極的なプラン作成への働きかけを強めます。
○ 生活困窮者自立支援制度における未実施の任意事業の実施率を向上させるため、実施
済み自治体の取り組みの横展開や国からの情報提供等を行います。
○ 地域のネットワークづくりや包括的な支援体制を構築するため、多機関、多分野事業の従
事者も参加できる研修等を実施します。
また、県内全域での支援会議の設置に向けて、設置要綱の制定及び地域の実情に応じ

た設置方法等を検討します。
○ 支援員の支援技術を向上させるため、支援員のニーズを把握し研修内容に盛り込むなど、
内容の充実を図ることにより、研修参加の意欲を高めます。

＜生活福祉資金貸付制度＞
○ 生活福祉資金貸付制度について、県社協と連携し貸付が必要な方が利用できる体制を
整えます。
○ 県社協、市町村社協及び自立相談支援機関が連携し、生活福祉資金特例貸付の償
還状況等を通じて、自立に向けた伴走支援が必要な方に対して積極的な支援を行います。
また、償還困難者等の増加に対応するため、必要に応じて自立相談支援機関の相談体制
やアウトリーチ支援員の配置等の支援体制の強化を図ります。
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（２） ひきこもりの人等への支援

＜数値目標＞

【現状と課題】

「ひきこもり」とは、「様々な要因の結果として、社会的参加（就学、就労、家庭外での

交遊など）を回避し、原則的には６か月以上にわたっておおむね家庭内にとどまり続けて

いる状態23」を指しています。

2020（令和２）年度に県が実施したひきこもり実態把握調査24の結果、本調査で把握で

きたひきこもりの人の人数は692人でした。

こうしたひきこもり状態が長期・高年齢化すると、いわゆる「８０５０問題」（高齢の親

と働いていない独身の50代の子とが同居している世帯に係る問題）に象徴的に現れ、生

活に困窮するなどの深刻な問題につながります。

その背景には、家族やひきこもり状態の方の病気、親の介護、離職、経済的困窮などの

複合的な問題をその家族が抱えていることに加え、人間関係の孤立など地域社会とのつな

がりが絶たれ、社会的に孤立する事情もあります。

ひきこもり状態の長期化による社会参加の困難さの増大を防ぐためには、当事者や家族

23 「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」（平成22年５月）
24 県内で活動する民生委員・児童委員の方を対象にアンケート調査を実施

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

居場所等の支援につながった件数 未確定 未定 地域福祉政策課

中間的就労を経て就労した人数 未確定 未定 地域福祉政策課

目指す姿
ひきこもり状態にある方とそのご家族が孤立することなく、ともに支え合いな
がらいきいきと暮らすことができる社会になっている

ポイント

○ ひきこもりの方やその家族が抱える複合的な課題を解消するため、地域の多機関の協働に
よる支援体制（以下「市町村プラットフォーム」という。）づくりを引き続き支援します。

○ 相談窓口の多様化を図るため、専門職等による相談支援機関に加え、ひきこもりの元当
事者（ピアサポーター）等による相談支援の充実を図ります。

○ 地域の社会資源を活用し、ひきこもりの方等の身近な居場所の拡大を図ります。
○ 社会参加に向けた支援として、ひきこもりの方等に対する自立支援や中間的就労（就労
体験、就労訓練等）の活用を促進します。
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の方が早期に相談しやすい体制を整え、地域の相談窓口や利用できるサービスの内容など

を広く周知するとともに、多機関協働の包括的な支援体制の整備を進めていくことが重要

になります。

＜多様な相談窓口の整備＞

県では、2009（平成21）年度に精神保健福祉センター内にひきこもり地域支援センタ

ーを設置し、ひきこもり状態にある人やその家族からの相談に対応しています。

【センターへの相談】1,246 件（令和４年度）

また、2021（令和３）年度には県内すべての市町村のひきこもりに関する相談窓口の

明確化と相談窓口の周知も実施しています。

【市町村における相談件数】2,409件（令和４年度）

さらに、相談窓口の多様化を図るため、ひきこもりの元当事者であるピアサポーターに

よる相談支援を行う窓口として、2020（令和２）年度に「高知県ひきこもりピアサポー

トセンター」を設置しています。

【相談件数】826件（令和４年度）

このように、相談窓口の整備を進めていますが、支援機関等へのつなぎ件数が増加して

いる一方で新規相談件数の伸びが鈍化しており、更なる相談窓口の周知が課題です。

【新規相談件数】255件（令和４年度）

【居場所等の支援につながった件数】298件（令和４年度）

＜市町村における包括的な支援体制の構築＞

ひきこもりの支援は長期化することが多く、１機関や担当者のみでは継続支援が困難で

す。また、市町村単位では、医療や保健分野を中心に活用できる社会資源が少ないため、

市町村プラットフォーム等を活用した「包括的な支援体制づくり」の推進と、県域及びブ

ロック域での後方支援の充実が必要です。

そのため、県では市町村における包括的なひきこもり支援体制の構築に係る取り組みと

して、市町村プラットフォームの設置・運営を進めています。

【市町村プラットフォームの構築】24市町村（令和４年度末時点）

また、ひきこもり地域支援センターでは、市町村等の職員を対象に、ケース会議等での

スーパーバイズの実施や研修会等による人材育成等の支援のほか、2022年度にはひきこ

もりの支援に関わる支援者のための「ひきこもり支援ガイドブック」を作成しました。

【ひきこもり支援者人材養成研修会】３回／80人参加（令和４年度）

【関係機関支援（関係機関や市町村とのケース会議等）】47回（令和４年度）

国では、住民により身近な市町村において、支援が受けられる環境づくりを進めていく

こととしており、市町村におけるひきこもり支援環境の整備を加速化するためには、今後

も市町村をバックアップする機能を強化することが重要です。

＜社会参加に向けた支援の充実＞

県では、ひきこもりの人の居場所確保のため民間団体への支援を行っているほか、ひき

こもり地域支援センターでは、当事者など同じような思いの方同士で、気軽に集まること

のできる居場所づくりを行っています。
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【県が支援している当事者の居場所】

５箇所（令和４年度）

【ひきこもり地域支援センターでの当事者の居場所づくりへの支援】

「青年期の集い」47 回、「青年期の集い女子ミーティング」12回、「ひきこもり家族

教室」2回など

こうした多様な支援を行っていますが、一部の地域だけでなく、ひきこもりの方ご自身
の実情に即した様々な選択肢を持つことができるよう身近な地域における集いの場や就労体
験の場などの居場所づくりと社会参加に向けた支援の充実が必要です。

具体的な施策

＜多様な相談窓口の整備＞
○ 当事者やその家族を必要な支援につなげるため、SNS 等の活用など、様々な広報媒体に
よる情報発信を行うことで、幅広い年代の対象者に相談窓口や取り組みを周知します。

○ 相談窓口の多様化を図るため、専門職等による相談支援機関に加え、ピアサポーターによ
る相談支援の充実を図ります。

＜市町村における包括的な支援体制の構築＞
○ 地域のネットワークづくりを推進するため、ブロック域支援者連絡会や圏域連絡会による各
市町村の支援者同士がつながる機会を提供することで、取り組みの横展開とひきこもり支援
者のネットワークづくりを支援します。

○ ひきこもり地域支援センターが作成した「ひきこもり支援ガイドブック」を活用した研修や事例
研究の実施のほか、市町村ケース検討会でのスーパーバイズ等で人材養成に取り組みま
す。

＜社会参加に向けた支援の充実＞
○ 当事者自身が様々な選択肢を持てるよう、就労支援のほか、あったかふれあいセンター
等、既存の地域資源を活用した居場所づくりを支援します。

○ 社会参加に向けた支援として、ひきこもりの方等に対する自立支援や中間的就労（就労
体験、就労訓練等）の活用を促進します。
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（３） 自殺予防対策の推進

＜数値目標＞

【現状と課題】

本県の近年の自殺者数はピーク時（H16）の256人からほぼ半減していますが、横

ばい状態が続いています。

2021（令和３）年の年齢階級別の死因では、20歳代、30歳代では「自殺」が第１

位となり、20歳未満、40歳代でも第２位となるなど、若年層の自殺が深刻な課題とな

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

メンタルヘルスに関する情報発信 HP の閲覧件

数

令和５年度に

構築

累計

100,000件
障害保健支援課

市町村における自殺に関する相談件数
255件

（R3）

総数

500件/年
障害保健支援課

ゲートキーパーの養成人数

累計約

4,500人

（R3）

累計

8,500人

以上

障害保健支援課

ゲートキーパー養成に取り組む市町村数
16市町村

（R3）
全市町村 障害保健支援課

ゲートキーパー養成Web研修受講者数 －

累計

20,000人

以上

障害保健支援課

福祉保健所での自殺未遂者支援体制 ２圏域 全圏域 障害保健支援課

目指す姿
県民一人ひとりが自殺予防の主役となり、誰もが自殺に追い込まれること
のない社会になっている

ポイント

○ 自殺は、誰もが当事者になり得る重大な問題であるという認識を広く浸透させるため、自
殺に関する正しい認識の普及啓発を推進します。

○ 自殺を考える程追い込まれた人が抱える課題を解決するため、身近な市町村において包
括的な支援が受けられる体制づくりを支援します。

○ 周りの人の異変に気づき適切に対応できるゲートキーパーを増やすため、ゲートキーパーの
養成研修を拡充します。
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っています。

また、20～40代の働きざかり世代の男性の自殺者が増加傾向にあります。

地域自殺実態プロファイル（2022）によると、本県の男性の自殺死亡率は全国に比べ

て高く、特に40歳代、60歳代、80歳代で6ポイント以上も高い状況です。一方、女

性は全国に比べて低いですが、40歳代～60歳代で全国よりも高くなっています。

そのため、働きざかり世代向けには、職域での健康づくりと併せてメンタルヘルス対

策を推進するほか、高齢者層向けには、孤独・孤立を防ぐための地域の見守り体制づくり

をさらに進める必要があります。

いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2022）」

※網掛けは全国平均を上回る部分

いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2022）」データより作成

自殺の原因・動機では、健康問題が５割近くを占めており、その中でもうつ病をはじ

めとする精神疾患が多い状況です。

精神保健福祉センターでは、心の健康相談や精神科医療に関する相談、社会復帰相談

をはじめ、アルコールや薬物、思春期、ひきこもり等の専門的な相談など、様々なメンタ

100.0% 100.0% 17.26 16.25

69.5% 68.1% 25.40 22.67

30.5% 31.9% 9.98 10.14

20歳未満 2.4% 2.0% 5.21 3.77 

20歳代 6.0% 7.7% 25.33 23.96 

30歳代 7.9% 9.1% 27.26 24.45 

40歳代 12.6% 12.1% 32.43 26.08 

50歳代 7.8% 11.9% 22.73 30.50 

60歳代 12.8% 9.6% 30.20 24.19 

70歳代 10.7% 9.0% 29.50 26.93 

80歳以上 9.4% 6.4% 40.95 34.34 

20歳未満 0.5% 1.2% 1.09 2.37

20歳代 1.8% 3.5% 7.94 11.42

30歳代 2.3% 3.4% 7.89 9.49

40歳代 4.7% 4.9% 12.06 10.78

50歳代 4.8% 4.9% 13.48 12.71

60歳代 5.2% 4.5% 11.46 10.88

70歳代 5.3% 5.2% 12.08 13.23

80歳以上 6.0% 4.4% 12.93 12.97

H29～R3

合計

総数

男性

女性

高知県割合 全国割合
高知県

自殺死亡率
全国

自殺死亡率

男性

女性
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ルヘルスに関する相談に対応しています。また、必要に応じて産業保健や教育機関、医療

機関と連携を図りながら、地域における心の健康づくりにも取り組んでいます。

自殺を考えるほど追い込まれた人は様々な課題を複合的に抱えている場合が多いため、

最も身近な市町村における包括的な支援が必要になります。

また、自殺に追い込まれるということは誰にでも起こり得る危機であり、自殺の問題

は一部の人や地域だけの問題ではなく、誰もが当事者になり得る重大な問題という認識

を広く浸透させることが必要です。

県では、これまで、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につ

なげ、見守るゲートキーパーの養成に取り組んできました。

高齢者と接する機会の多い介護や医療従事者、民生委員・児童委員、債務問題などの

相談に応じる弁護士等の法律に関する専門家、住民の健康状態等に関する情報に接する

機会が多い医療関係者、児童生徒と日々接している教職員、職場で職員の健康を管理す

る職員、友人同士の相談機会が多い大学生等には、ゲートキーパーとしての役割が期待

されます。

今後こうした人々を中心に、ゲートキーパーの養成を進めていくことが必要です。

また、自殺者の約20％に自殺未遂歴があります。そのため、救急医療機関や精神科医

療機関に対して、行政との意見交換の場を設け、自殺未遂者やその家族等に必要な地域

支援やケアの提供に関する情報を共有し、圏域ごとの自殺未遂者支援の体制づくりが求

められます。

具体的な施策

○ 「高知県メンタルヘルスサポートナビ」を構築し、自殺に対する正しい認識やメンタルヘルスの
重要性を発信します。
○ 生きづらさを抱えた人や家庭が地域で孤立することなく必要な支援が受けられるよう、住民
にとって最も身近な自治体である市町村において包括的な支援が行われるよう市町村の体
制づくりを支援します。
○ 様々な分野や職種の方、地域の方が、ゲートキーパーとして周りの人の異変に気づいた時
に適切に対応できるよう、ゲートキーパーのさらなる養成を図ります。
○ 圏域ごとの自殺未遂者支援の体制づくりを推進し、救急医療機関や精神科医療機関に
対して、自殺未遂者や家族等に必要な地域支援やケアの提供に関する情報共有を徹底し
ます。
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（４） 依存症対策の推進

＜数値目標＞

【現状と課題】

依存症はアルコールや薬物等の物質やギャンブル等の行為などの依存する対象に関わら

ず、本人の健康や日常生活・社会生活に支障を生じるだけでなく、多くの場合家族等の周

囲の人にも影響を及ぼします。

依存症は早期の支援や適切な治療により十分に回復が可能であるにも関わらず、当事者

や家族が気づきにくく、相談に繋がりにくいため、依存症に関する正しい知識を広く啓発

することが必要です。特に、アルコールやギャンブル等に接する機会の増える大学生など

の若者に対する普及啓発が重要です。

県ではこれまで、学校等の関係機関と連携した予防教育や、新聞、SNS広告等様々な媒

体を活用した啓発に取り組んできましたが、早期に相談や適切な医療につながるよう、正

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

アルコール健康障害及び各種依存症の相談件数

（保健所・市町村）

789件

（R3）
1,700 件 障害保健支援課

依存症地域生活支援者研修受講者 663人
総数1,300

人以上
障害保健支援課

治療指導者養成研修受講者
56人

（R4）
80人以上 障害保健支援課

目指す姿
依存症の「発症予防」「進行予防」「回復・再発予防」の各段階に応じた支
援が適切に行われている

ポイント

○ 「依存症は病気である」といった正しい理解が広がるように、予防教育及び普及啓発を推
進します。

○ 相談支援に携わる医療・保健・福祉関係者等が適切に対応し、早期に適切な治療や支
援につなぐことができるよう、相談体制の充実を図ります。

○ 依存症が身近な地域で治療できるように、医療提供体制の整備を推進します。
○ 依存症の当事者とその家族が地域で孤立することを防ぎ、居場所を失うことがないよう市
町村の包括的な支援体制づくりを後押しするとともに、自助グループ等の活動を強化し、依
存症からの回復や社会復帰を支えます。



56

しい知識の普及啓発や相談窓口の周知に更に取り組むことが必要です。

市町村の職員、民生委員・児童委員や弁護士、司法書士、警察、生活困窮者自立相談支援

員等地域で様々な相談支援に関わる支援者が、相談者の状態の変化に気付き、適切な支援

につなぐことができるよう、依存症に関する正しい知識や適切な対処方法、相談の内容に

応じた窓口の把握など、依存症が疑われる人への対応力を身に付けておくことが必要です。

＜図１＞ ＜図２＞

依存症に至る背景には、健康問題や経済・生活問題など、依存症である本人やその家

庭が様々な課題を抱えている場合が少なからずあります。

そのため、本人やその家族が抱える複合化した課題を解決できるよう、最も身近な自

治体である市町村において包括的な支援体制が構築されていることが重要です。

依存症の人が身近な地域で必要な治療が受けられるよう、依存症専門医療機関の充実

や、かかりつけ医療機関の対応力向上に取り組むことが必要です。

そのため、これまで依存症対策全国センターが実施する依存症の治療指導者養成研修

への医療従事者の派遣や、県内のかかりつけの医師等を対象に研修会を実施し、アルコ

ール健康障害やギャンブル等依存症の診療に関する知識や技術の向上に取り組んできま

した。

その結果、依存症専門医療機関での受診人数は増加していますが、身近な地域でも必

要な治療が行われるよう、専門医療機関と連携しながら、専門医療機関以外の精神科病

院やかかりつけ医療機関の対応力向上に取り組む必要があります。

【図３】 【図４】
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加えて、依存症の回復や再発防止には、自助グループや家族会による支援が効果的であ

るため、これらの団体の活動が継続されることが必要です。

これまで、依存症対策支援事業費補助金を創設し、依存症問題の改善に取り組む民間団

体の活動支援に取り組んできた結果、依存症の正しい知識の普及啓発や当事者や家族等の

居場所づくりが進みました。依存症からの回復や再発予防には、自助グループへの参加が

有効とされていることから、精神保健福祉センターや福祉保健所、市町村、医療機関にお

いて、相談者が適切な支援に繋がるよう、支援者と自助グループとのネットワークの更な

る強化を図る必要があります。

具体的な施策

○ 依存症に関する正しい知識や相談窓口を広く周知するため、アルコール健康障害や各種依
存症に関する情報を一元的に発信するメンタルヘルス総合サイトを構築し、情報発信を強化し
ます。
○ 依存症に関する正しい知識の習得や相談支援のスキルの向上を図るため、市町村の職員、
民生・児童委員や弁護士、司法書士、警察、生活困窮者自立相談支援員等の地域住民の
生活支援にあたる関係者を対象とした研修会を開催します。
○ 医療機関の依存症に関する対応力の向上を図るため、医療従事者に国が実施する専門研
修の受講を働きかけます。また、依存症の専門的な治療が受けられるよう、専門医療機関の設
置を促進します。
○ 依存症の人やその家族が地域で孤立することなく必要な支援が受けられるよう、最も身近な
自治体である市町村において包括的な支援が行われるよう市町村の体制づくりを支援します。
○ 自助グループや家族会の活動を活性化させるため、その活動内容の啓発や相談等を支援す
るとともに、自助グループの見学会などを開催します。
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（５） 権利擁護の取り組みの推進

１）日常生活自立支援事業及び成年後見制度の取り組みの推進

＜数値目標＞

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

中核機関の設置 24市町村 34市町村 地域福祉政策課

成年後見制度利用促進計画の策定 30市町村 34市町村 地域福祉政策課

担い手育成方針（市民後見人や法人後見、専門

職後見等）の策定
未策定 策定済

地域福祉政策課

長寿社会課

障害福祉課

目指す姿
地域に暮らす高齢者や障害者など全ての人が、尊厳ある本人らしい生活
が継続できている

ポイント

○ 認知症高齢者や一人暮らしの高齢者が増加する中、日常生活自立支援事業の需要増
大を見据え、市町村社会福祉協議会（高知県社会福祉協議会から委託）の支援体制
を確保します。

○ 利用者の状態の変化等に応じて、成年後見制度などへの適切な移行ができるよう、支援機
関同士の連携を深め、各自治体における包括的な権利擁護の取り組みの後方支援を行いま
す。

○ 地域共生社会の実現に向けて、尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加が
できるようにするため、権利擁護支援の地域連携ネットワーク等の機能強化を図り、市町村の
体制整備を支援します。

○ 意思決定支援は権利擁護支援の重要な要素であり、障害特性や本人の意思を尊重した
後見事務を行う必要があるため、後見人や市町村職員向けに意思決定支援の重要性や考
え方に係る研修等を実施し、意思決定支援の理念の浸透を図ります。

○ 権利擁護支援ニーズの顕在化や認知症高齢者の増加に伴う成年後見制度の利用者増
加に対応するため、成年後見制度等の担い手（市民後見人や法人後見、専門職後見
等）の確保・育成を図ります。
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【現状と課題】

＜日常生活自立支援事業＞

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能

力が不十分な方が地域において自立した生活を送ることができるよう、利用者との契約に

基づき福祉サービスの利用援助等を行うものです。

高知県社会福祉協議会では、自分一人でサービスの選択や契約などの判断をすることが

不安な人や、お金の管理に困っている人などに対して、利用契約に基づき福祉サービスの

利用申込みや契約代行、福祉サービスの利用料金の支払代行などを行う日常生活自立支援

事業を実施しています。

認知症高齢者や一人暮らしの高齢者が増加する中、相談件数及び実利用者数は増加してお
り、今後、本事業の需要はさらに増大することが見込まれることから、市町村社会福祉協

議会（高知県社会福祉協議会からの委託）の支援体制の確保が求められます。

【相談件数】平成30年度 29,351件 → 令和４年度 37,609件

【実利用者数】平成30年度 665人 → 令和４年度 750件

また、日常生活自立支援事業を利用する人の中には、契約時に判断能力があっても、そ

の後の判断能力の低下により、生活に支障が出たり、親族等による経済的虐待や悪徳商法

等の被害に遭う恐れがある場合は、本事業での支援は困難となり、成年後見制度への移行

が必要となります。

成年後見制度利用促進法の施行により、成年後見制度の更なる活用促進をはじめとする

地域における権利擁護体制の検討がより一層求められていますが、成年後見制度に移行で

きていないケースや、後見制度利用開始までに時間がかかることが課題となっています。

＜成年後見制度＞

成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管

理や日常生活に支障がある人の法律行為を支える重要な制度です。

高齢者や障害者に対する消費者被害や経済的虐待など、権利侵害が関係する事例が発生

している中、成年後見制度の利用促進などにより高齢者や障害者の権利を擁護する必要が

あります。

成年後見制度発足以来、財産保全の観点が重視され、本人の意思尊重の視点が十分でな

いなどの課題が指摘され、2020（令和２）年に、最高裁判所、厚生労働省及び専門職団体

をメンバーとするワーキング・グループが「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドラ

インについて」を策定しています。

こうした状況を踏まえ、2022（令和４）年３月に国が策定した「第二期成年後見制度利

用促進基本計画」では、地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心にした支援・

活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置づけています。

その上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークの一層の充実などの成年後見制度の利

用促進に向けた取り組みのさらなる推進が求められています。本県においても、2023（令

和５）年９月時点で、３０市町村で「成年後見制度利用促進計画」が策定されており、地
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域連携ネットワーク「中核機関25」の整備も２４市町村となるなど、取り組みが広がってい

ます。

また、「高知県権利擁護支援ネットワーク」では、県、専門職団体、関係機関、県社協等

で組織するネットワークで、管内市町村の体制整備の取り組みを進めるための具体的支援

策の検討を行う県域・ブロック別協議会を開催するとともに、アドバイザーの派遣を行い、

市町村の取り組みを支援しています。

認知症高齢者や一人暮らしの高齢者が増加する中、介護保険サービスの利用など各種契

約や財産管理などを行うにあたって、成年後見制度の活用が一つの手段となり、今後、成

年後見制度の需要はさらに増大することが見込まれます。

そうした中、地域連携ネットワークの充実や中核機関の設置等については、小規模市町

村での体制整備が進んでいないため、高知県権利擁護支援ネットワークや社会福祉協議会、

関係機関等が連携し、地域の実情に応じた権利擁護支援体制整備や担い手の確保・育成が

必要です。

何よりも、本人の意思決定の支援が重要であることから、家族や地域住民、関係機関、

後見人などに対し、その理念の浸透を図るとともに、権利擁護支援の理解の促進や相談窓

口の周知を図ることが必要です。

25 市町村の地域連携ネットワークの中核となる機関で、権利擁護支援の必要な人を発見し、適切な支援につなげるため

の地域の関係者による連携の仕組み

具体的な施策

○ 認知症高齢者や一人暮らしの高齢者が増加する中、日常生活自立支援事業の需要増大
を見据え、市町村社会福祉協議会（高知県社会福祉協議会から委託）の支援体制を確保
します。
○ 市町村の地域連携ネットワークや中核機関など権利擁護支援体制の強化に向けて、研修や
県域・ブロック別の協議会の開催等により、市町村と関係機関・関係団体の課題や情報の共有
と連携強化を図ります。
○ 権利擁護支援の重要な要素である意思決定への支援の理念の浸透を図るため、地域や関
係機関に対する研修等を実施します。
○ 成年後見制度の充実のため、担い手育成方針を策定し、市民後見人の養成や市町村社会
福祉協議会等による法人後見の受任体制の整備を支援します。
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２）高齢者、障害者及び児童虐待防止対策の推進

【現状と課題】

＜高齢者虐待に関すること＞

近年、高齢者の増加に伴い、全国的に虐待発生件数の増加傾向がみられています。

併せて、養護、被養護の関係にない者からの虐待やセルフネグレクトなどの事案も発生

しており、高齢者虐待防止対策をより推進していく必要があります。

高齢者への虐待を防止するためには、身近な人をはじめとした地域でのきめ細かな見守

りや、生活に困難や課題を抱える人に対してできるだけ早く適切な支援をすることが重要

です。

また、親族からの虐待など、発見が困難な場合があることから、2006（平成１８）年４

月から施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に

よって、高齢者虐待に気付いた人には市町村に通報する義務が生じるとともに、市町村に

は立ち入りの権限が与えられています。

養護者による虐待に対しては、行政権限を適切に行使し、虐待者及び加害者に対する相

談、指導又は助言を行い、発生した虐待の要因等を分析し、再発防止に取り組むことが重

要です。

さらに、養介護施設従事者等による虐待に対しては、県と市町村が協働して虐待の防止

に取り組むことが重要です。

市町村においては、虐待の防止や早期発見から個別支援に至る各段階において、虐待の

恐れのある高齢者やその家族などへの多面的な支援を行うため、高齢者虐待防止ネットワ

ークなど、関係機関・団体との連携、協力に取り組んでいます。

また、県においては、市町村職員や介護施設職員等を対象に高齢者虐待防止・身体拘束

廃止を正しく理解して取り組むための研修会などを行っており、研修会の実施により虐待

の定義や市町村への通報義務などが浸透し、相談や通報の件数が増えてきています。虐待

が認められた件数も多く、より一層虐待防止に向けた体制整備を強化する必要があります。

＜障害者虐待に関すること＞

障害者虐待については、2012（平成 24）年 10月から施行された「障害者虐待の防

ポイント

○ 困難事例に対し専門的な助言を行う高知県高齢者・障害者権利擁護専門家チームと
連携し、虐待防止に取り組む市町村への支援を行います。

○ 虐待の防止や早期発見のため、リーフレットやホームページなどを通じ、通報や相談窓口の
周知とともに高齢者虐待について普及啓発を図ります。

○ 市町村におけるこども家庭センターの設置を促進し、相談支援体制の強化を図ります。
（再掲）
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止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（障害者虐待防止法）に基づき、障害者

虐待を受けたと思われる障害者を発見した人には市町村に通報する義務が生じるとともに、

市町村には立ち入りの権限が与えられています。

県内における養護者による虐待は、相談・通報件数とも横ばい傾向にありますが、障害

者福祉施設従事者等による虐待は、2015（平成27）年度以降相談・通報件数が増加傾向

にあります。

市町村は、虐待の防止や通報の受理及び事実確認、虐待を行った養護者に対する支援等

を行うため、市町村障害者虐待防止センターを設置し、関係機関・団体との連携・協力体

制のもと対応しています。

県は、2017（平成29）年度に高齢者・障害者権利擁護センターを設置（委託先：高知

県社会福祉協議会）し、障害者の権利擁護に関する相談、障害者福祉施設従事者や市町村

担当者を対象に、キャリアに応じた研修を実施し、職員の専門知識の習得や対応力の向上

を図っています。また、困難事例など虐待対応に関する助言が必要な市町村には、弁護士

及び社会福祉士による高齢者・障害者権利擁護専門家チームの派遣調整などを行い、適切

な対応につなげています。

虐待の防止のためには、地域住民に対して通報の義務や相談窓口の周知や障害者虐待防

止法に関する啓発などをさらに進めることにより、虐待を早期に発見し、適切な支援につ

なげることが必要です。

また、虐待防止や適切な対応を行うために市町村担当者及び障害者福祉施設等職員の資

質向上が必要です。

＜児童虐待防止対策の推進＞（再掲）

2022（令和４）年度の高知県における児童虐待に係る相談対応件数のうち、虐待と認

定し、対応した件数は、501件で高止まり傾向にあります。

こどもや子育て家庭の個々のニーズや家庭のリスクに応じた適切な支援を行う市町村子

ども家庭総合支援拠点は、県独自の財政支援を実施してきたこともあり、設置数が拡大し、

専門職員の配置も増加するなど、相談支援体制の充実が一定図られています。

一方で、市町村の担当職員は異動等による交替がある上、職種については事務職が最も

多くなっており、専門性の確保が課題となっています。

そのため、児童虐待の発生予防、早期発見の徹底に向けて周知啓発を強化するとともに、

迅速な対応に向けて市町村や児童相談所職員の専門性の向上、相談支援体制のさらなる強

化が必要です。

具体的な施策

○ 困難事例に対し専門的な助言を行う高知県高齢者・障害者権利擁護専門家チームと
連携し、虐待防止に取り組む市町村への支援を行います。

○ 虐待の防止や早期発見のため、リーフレットやホームページなどを通じ、通報や相談窓口の
周知とともに高齢者虐待について普及啓発を図ります。
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＜高齢者虐待に関すること＞
○ 市町村や地域包括支援センターの職員を対象に、職員の資質向上を図る研修会を開催
します。また、虐待防止ネットワークの構築や虐待対応等困難事例への対応における助言や
支援を行います。
○ 介護施設職員等を対象に高齢者虐待防止や身体拘束の廃止など、利用者の権利擁護
の視点に立った介護に関する考え方を習得するための研修会を開催します。

＜障害者虐待に関すること＞
○ 市町村及び障害者福祉施設等職員などを対象とした研修を実施します。

＜児童虐待防止対策の推進＞（再掲）
○ 児童虐待の発生予防、早期発見につなげるため、虐待対応ダイヤル「189」や「親子のた
めの相談 LINE」の認知度向上を図るなど、より相談・支援につながりやすい仕組みづくりに取
り組みます。
○ 市町村におけるこども家庭センターの設置を促進し、相談支援体制の強化を図ります。
○ 児童虐待発生時の対応力の向上を図るため、市町村担当者に対するアセスメント等の相
談対応力の向上や、児童相談所職員のさらなる専門性の向上に向けた研修を実施しま
す。
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（６） 様々な困難を抱える女性への支援

＜数値目標＞

【現状と課題】

女性は、男性に比べ、性差に起因して社会的に様々な困難な問題に直面する場面が多い

と言われています。

困難な問題を抱える女性への支援は、1956（昭和31）年に制定された売春防止法で婦

人保護事業という形から始まりました。

その後、2001（平成13）年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

検討中

目指す姿
すべての女性が、置かれた状況や自らの意思に応じて、必要な福祉的サー
ビスを活用しながら、安定的で自立した生活を送ることができる

ポイント

○ 男女共同参画や固定的な性別役割分担意識の解消、女性に対する暴力根絶、性と生
殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルスアンドライツ）についての知識の向上、県民
意識の醸成を図ります。
○ 女性相談支援センターや女性相談支援員、民間団体等に相談や支援を求めることがで
きることを広く周知するとともに、SNS 等を活用した多様な相談支援に取り組みます。
○ 支援の中核を担う女性相談支援センターの相談支援機能の強化・充実を図るとともに、
女性自立支援施設の支援機能の強化・充実を図ります。
○ 住民にとって最も身近な相談窓口となる、市町村における相談支援の充実、女性相談支
援員等の資質向上を図ります。
○ 支援対象者の状況や意思に応じて、一時保護や被害回復支援、日常生活の回復支
援、同伴児童等への支援、自立支援、地域での生活再建に向けたフォローアップ支援を、関
係機関や民間団体との連携・協働により実施します。
○ 支援調整会議を通じた、県内の関係機関との連携の構築や、市町村における支援調整
会議の設置促進を通じ、連携・協働の体制の強化を図り、適切かつ円滑な支援につなげま
す。
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律」（平成13年法律第31号）が制定され、ＤＶ（配偶者からの暴力）被害者の保護を婦

人保護事業として法定化し、その後、ストーカー被害者や人身取引被害者、家族関係の破

綻や生活の困窮など、正常な社会生活を営むうえで困難な問題を有する方などについても、

婦人保護事業の対象として運用されています。

社会経済状況などの変化に伴い、近年では、性暴力・性犯罪被害やＡＶ出演被害、ＪＫ

ビジネス問題など、女性を巡る課題は更に複雑化、多様化、複合化しています。また、新

型コロナウイルス感染症の流行により、困難な問題を抱える女性の課題は顕在化してきま

した。

例えば、在宅時間の増加などに伴うＤＶの問題、外出自粛が求められた中で家庭に居場

所がない若年女性の存在、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた飲食・宿泊業

などの雇用者や非正規雇用労働者に女性の割合が高いことによる生活困窮の問題などがあ

げられます。

こうした中、2022（令和４）年５月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法

律」（令和４年法律第52号）が成立しました。

同法では、国の基本指針に基づき、都道府県で基本計画を策定することとしており、先

駆的な女性支援を実践する民間団体との協働といった視点も含む新たな支援の仕組みの構

築が、一層求められています。

県では、これまで、女性相談支援センターにおいて、暴力被害や家庭問題など様々な女

性の相談に対応するとともに、「こうち男女共同参画プラン」や「高知県ＤＶ被害者支援計

画」に基づき、人権尊重やＤＶ防止に向けた啓発、ＤＶ被害者等の一時保護などについて、

関係機関や民間団体と連携して取り組んできました。

しかしながら、10歳代や 20歳代からの相談が少なく、若年層が相談につながってい

ない可能性があることや、一時保護所や自立支援施設の運用ルールが、現代の生活に合わ

なくなってきていることなどの課題が指摘されており、関係機関や民間団体との更なる連

携により、多様な困難を抱える女性を発見し、寄り添い、包括的に支援する体制を整備す

る必要があります。

具体的な施策

調整中
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（７） 再犯防止対策の総合的な推進

【現状と課題】

犯罪を犯した人の中には、高齢や障害により福祉的な支援が必要でありながら適切なサ

ービスにつながっていない、あるいは、住居や就労先を確保しないまま矯正施設を出所し

たことにより、社会から受け入れられにくく、再び犯罪に手を染めるケースがあります。

・高知県の再犯者率（令和３年）：50.3%（※全国平均：48.6%）

そのため、県では、2011（平成23）年６月に高知県地域生活定着支援センターを設置

し、矯正施設等から退所後、高齢や障害があることにより地域で自立した生活を送ること

が難しい人に対して、居住先の調整や必要な福祉サービス等を利用できよう支援していま

す。

また、2023（令和５）年３月には、国の「第二次再犯防止推進計画」が策定され、都道

府県の役割として、各市町村で再犯の防止等に関する取り組みが円滑に行われるよう、市

町村に対する必要な支援や域内のネットワークの構築に努めるとともに、犯罪をした者等

に対する支援のうち、市町村が単独で実施することが困難と考えられる就労等に対する支

援について、地域の実情に応じた実施に努めることが求められています。

そのため、県では、先進事例の取り組み等を情報収集して、市町村が包括的支援体制を

整え、適当な福祉サービスにつなげることができるよう、研修会等を通じた支援に取り組

んでおり、再犯防止に関する施策を規定する地方再犯防止推進計画は、県内27市町村で

策定されるなど、一定の成果が図られています。

再犯防止のためには、出所者等を受け入れる協力雇用主の確保などの就労に向けた支援

目指す姿 犯罪をした人が必要な支援を受け、社会復帰できる社会になっている

ポイント

○ 令和５年度に策定する「第２期高知県再犯防止推進計画」に基づき、犯罪をした人たち
の社会復帰を支援します。

○ 支援が必要な人が、雇用につながり居住先の確保などができるよう、高知県地域生活定
着支援センターで相談支援等を行います。

○ 少年非行防止対策をさらに推進するため、教育、警察、福祉が連携しながら見守り支援
の取り組みを実施します。

○ より多くの若者を就労や修学につなげるため、15～49歳までの人を対象に、就労に向けた
支援を行う「若者サポートステーション」につなげます。
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や居住先の確保のほか、福祉的支援を望まない人や高齢や障害等の公的サービスの対象と

はならないが支援が必要と思われる人たちへの対応など、更なる支援体制の充実が必要で

す。

特に、刑法犯少年の非行率は改善されつつありますが、再非行率はまだ全国平均より高

い水準となっており、教育機関や警察等と連携した取り組みが必要です。

具体的な施策

○ 支援が必要な人が、雇用につながり居住先の確保などができるよう、高知県地域生活定
着支援センターにおいて、高齢又は障害により特に出所後の自立が困難な受刑者に対して
福祉サービス等の利用に向けた特別調整や相談支援等を行います。
○ 保健医療・福祉等のサービスが必要な人に対して、制度の谷間に取り残されることなく適
切な支援が行われるよう、市町村や関係機関等との連携や課題の共有等を図ります。
○ 少年非行防止対策をさらに推進するため、教育、警察、福祉が連携しながら再非行の防
止に向けた、定期的な訪問活動による少年及び家族への継続的な指導、助言といった見守
り支援の取り組みを実施します。
○ より多くの若者を就労や修学につなげるため、働くことに悩みを抱えている15～49歳までの
人を対象に、就労に向けた支援を行う「若者サポートステーション」につなげます。また、「若者
サポートステーション」への通所が困難な人に対して自宅や学校へ訪問するなどのアウトリーチ
型の支援を実施します。
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５ 防災・減災対策の推進

（１） 災害時要配慮者支援対策の着実な推進及び実効性の向上

＜数値目標＞

【現状と課題】

2011（平成23）年３月11日に発生した東日本大震災においては、被災者全体の死者

のうち65歳以上の高齢者の死者数は約６割であり、障害者の死亡率は、被災住民全体の

死亡率の約２倍にのぼりました。また、消防職員、消防団員、民生委員などの支援者も多

数犠牲となりました。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

L２津波浸水想定区域における同意取得者（優先

度が高い方）の個別避難計画作成率

54.1％

（R4年度末）
100％ 地域福祉政策課

福祉避難所運営マニュアルを活用した訓練実

施
10市町村 34市町村 地域福祉政策課

要配慮者の受入方法等を踏まえた避難所運営

マニュアルのバージョンアップ率

32.7％
（R4年度末）

100％
南海トラフ地震

対策課

目指す姿
災害時に誰一人取り残されない避難支援体制と避難生活の環境が整って
いる

ポイント

○ 避難行動要支援者の命を守るため、市町村による個別避難計画の作成を力強く後押し
します。

○ 助かった命をつなぐため、不足している福祉避難所の指定を促進するとともに、指定済の福
祉避難所については、運営体制の実効性の向上を図ります。

○ また、一般の避難所に避難する要配慮者が安心して避難生活を過ごせるように、要配慮
者の受入体制の充実を図ります。

○ 南海トラフ地震のような大規模災害時に備え、高知県災害派遣福祉チーム受援計画に
基づき、県外からの応援の受入体制の整備を行います。
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【東日本大震災における被災状況】

その後の台風災害等においても避難行動要支援者が逃げ切れない災害が続いたことから、

2021（令和３）年５月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努

力義務となりました。

併せて、内閣府の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」が改正され、

作成の優先度が高い方については2025（令和７）年度までの計画作成が求められていま

す。

県では、こうした避難行動要支援者の命を守る対策として、各市町村の状況に合わせた

個別支援を進め、県全体での計画作成率は54.1％※になりました。

県内の避難行動要支援者の対象者の大半を占める高知市では、自主防災組織等を中心に

取り組みを進めてきましたが、個別避難計画の作成率は14.3％※にとどまっており、さら

なる計画作成が必要です。

また、個別避難計画の実効性を高めるためには、計画に基づく訓練を実施し、計画を定

期的に見直すことが必要です。

助かった命をつなぐ対策として、福祉避難所の指定を進めた結果、２４３施設※が指定さ

れています。県ではさらなる指定を促進するため、福祉避難所運営に必要な資機材整備を

支援しています。

また、福祉避難所運営の実効性を確保するためには、訓練が必要であるため、訓練実施

市町村の拡充を図ります。

2019（令和元）年度には、一般の避難所に避難された要配慮者の方が安心して過ごせ

るよう、「一般の避難所の運営マニュアル（要配慮者対応編）作成の手引き」を作成しまし

た。続けて、2020（令和２）年度には、要配慮者の特性に応じた支援方法等をまとめた

「避難所における要配慮者支援ガイド」を、2022（令和４）年度には、「一般の避難所に

おける要配慮者受入支援動画」を制作し、一般の避難所での要配慮者の受入方法やスペー

ス等を踏まえた避難所運営マニュアルのバージョンアップの参考として活用していただい

ています。

しかしながら、一般の避難所における要配慮者の方に対応した避難所運営マニュアルの

バージョンアップについて、市町村のマンパワー不足により時間を要しているため、財政

的な支援が求められています。（令和４年度末のバージョンアップ率：32.7％※）

2020年 12月には、避難所生活による要介護状態の悪化や災害関連死を防ぐため、高

出典：「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(平成 25年８月) 内閣府

死者数に占める

高齢者の割合

被災者全体 障害のある方

人口 1,000 人あたりの死者数

消防関係者 民生委員

（死者・行方不明者）
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知県DWAT（災害派遣福祉チーム）を発足しました。

DWATの派遣実績は全国的にも少なく、隊員の一定のレベルを維持するためには、より

実践的な訓練や研修の実施、体制の強化が必要です。

また、南海トラフ地震のような大規模災害時には、高知県ＤＷＡＴだけでは対応が難し

いことが想定されるため、令和４年３月に高知県災害派遣福祉チーム受援計画を定め、県

外からの応援の受け入れ体制の整備を進めています。

※令和５年３月31日時点

具体的な施策

○ 避難行動要支援者の個別避難計画の作成を推進するため、各市町村の状況に応じた
個別支援を実施します。
また、効果的・効率的に個別避難計画の作成を進めるため、日ごろから要配慮者の状況

を把握されている福祉専門職の参画を促進します。
○ 作成した個別避難計画の実効性の向上を図るため、訓練への福祉専門職参画や、必要
性が明らかになった資機材整備を支援します。
併せて、各市町村の個別避難計画作成事例や訓練実施事例の横展開などにより、比較

的遅れている市町村の取り組みを促進します。
また、地域住民や要配慮者が参加した訓練実施に向け、市町村の取り組みを支援しま

す。
○ 一般の避難所における要配慮者の方に対応した避難所運営マニュアルのバージョンアップ
について、市町村に対して、「避難所における要配慮者支援ガイド」等の活用を呼びかけると
ともに、引き続き、（要配慮者対応のためのマニュアル改定に係る会計年度任用職員の給
料など、）補助金による支援を実施します。
○ DWAT の体制を強化するため、より実践的な研修の実施や、先遣隊の編成など、災害対
応を想定し、実践的な体制整備を行います。また、国の中央センターと連携し、県外からの
応援の受入体制の整備を行います。
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（２） 被災者の自立・生活再建支援対策の推進

＜数値目標＞

【現状と課題】

災害が発生すると、被災者の方々はご自身の被災状況に合わせた支援制度を活用し、自

立・生活再建を進めることになります。

しかし、これまでの災害では、「住まいの確保、心身の健康状態、就労など、様々な課題

が複合的に絡み合い、適切な支援制度を選択できない」、「そもそも支援制度の情報が入手

できない」等、支援制度が十分活用されず、自立・生活再建が滞る事例がありました。

このため、県では、「南海トラフ地震対策行動計画」に基づき、一人ひとりの被災状況や

生活状況の課題等を個別の相談等により把握した上で、必要に応じ専門的な能力をもつ関

係者と連携しながら、当該課題等の解消に向けて継続的に支援することにより、被災者の

自立・生活再建が進むようマネジメントする体制づくり（災害ケースマネジメント）に取

り組んでいます。

中でも、平時から様々な課題を抱える方やその世帯については災害時に課題が深刻化す

る可能性が高く、内閣府の「災害ケースマネジメント実施の手引き（令和５年３月）」にお

いて、重層的支援体制整備事業をはじめとする包括的な支援体制の枠組みを利用して災害

ケースマネジメントに取り組むことが、効率的・効果的な被災者支援につながるとされて

います。

しかし、災害発生時には、平時から支援活動をしている方も被災してしまいます。災害

時にも（平時から様々な課題を抱える方やその世帯への）支援を途切れさせないためには、

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

市町村の包括的な支援体制の整備率

※１-（１）再掲
２１市町村 全市町村 地域福祉政策課

目指す姿
被災者が誰一人取り残されることなく、自立・生活再建できる支援体制が
整っている

ポイント

○ 平時から様々な課題を抱える方やその世帯に対しては、重層的支援体制づくりを通じて、
平時から災害に備えた取り組みを実施し、発災時にも活用することが有効であるため、平時
における「高知型地域共生社会」の実現に向けた取り組みと、災害発生時における被災者
に寄り添った支援体制づくりを一体的に推進します。
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重層的支援体制など平時の包括的な支援の枠組みにおいて、災害発生時にも官民が連携し

て支援活動を行うことができる体制づくりが必要になります。

具体的な施策

○ 各市町村における重層的支援体制整備の中で、災害時に備えた体制整備の一体的な
推進を支援します。
○ 市町村担当者研修会等で取り組みの必要性を周知します。
○ 発災後の支援プロセスとして「包括的な支援体制」を活用することで、複合課題への対応
力の向上と業務効率化が実現できるよう、福祉保健所や関係機関と協議し、発災後に必
要な対応を検討します。
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Ⅱ 「高知型地域共生社会」の実現に向けたつながりを実感できる地域づく

り（「よこ糸」の取り組み）

１ つながりを実感できる地域づくり

＜数値目標＞

【現状と課題】

人口減少や少子高齢化に加え、昨今のコロナ禍やデジタル化の進展などにより人との接

触機会が減少したことで、地域のつながりや支え合いの力が弱まっています。

県が行っている県民世論調査によると、地域のつながりが弱まっていると答えた人の割

合は 2014（平成 26）年度に 45.7％であったのに対して、2021（令和３）年度には

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

地域のつながり（支え合いの力）の弱まり
53.9％

（Ｒ３）
50％以下 地域福祉政策課

孤独を感じる人の割合
20％

（全国）
17％ 地域福祉政策課

社会活動参加率 43.2％ 50％ 地域福祉政策課

コミュニティソーシャルワーカー養成数 78名 200名 地域福祉政策課

「高知県の地域の見守り活動に関する協定」締

結企業数
25社 40社 地域福祉政策課

「高知家地域共生社会推進宣言」企業・団体数
56企業・

団体

100企業・

団体
地域福祉政策課

目指す姿
地域で孤独を感じることなく、一人ひとりが住み慣れた地域で、健やかで心
豊かに安心して暮らし続けることができる高知県になっている

ポイント

○ ソーシャルワークの網の目構築プロジェクトの拡大など、人と人とのつながりの再生に向けたネ
ットワークづくりを進めます。

○ 地域で孤独を感じる人を無くすため、各分野において、地域資源を活用した居場所や社
会参加の場づくりを拡大します。

○ オール高知の取り組みとするため、地域住民の理解促進と参画意識の醸成を図ります。
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53.9％まで拡大しています。また、2023（令和５）年度の同調査（速報値）では、約２

割（19.2%）の方が「家族や親類以外に相談する人がいない」と答えており、悩みや困り

ごとを誰にも相談できず、社会的孤立に陥るリスクが高い人が一定数いることが分かりま

した。

さらに、同調査で地域活動の参加について「全く参加していない」、「ほとんど参加した

ことがない」と答えた人の割合は56.0％で、2009（平成21）年度（24.5%）比で約２

倍となっています。さらに、2021年度に実施した高知県集落実態調査によると、地域活

動の参加者が10年前と比べて減ったと感じる集落代表者は68.6％となっています。

このように、地域活動への参加率も低下し、地域のつながりや支え合いの力が弱まる中、

誰もに起こり得る複合課題や社会的孤立に対応するには、高知型地域共生社会の行政主体

の「たて糸」の取り組みだけではなく、地域主体の「よこ糸」として、つながりを実感で

きる地域づくりを進めることが重要になります。

具体的には、県は以下の３つの柱で「よこ糸」の取り組みを進めます。

① 人と人とのつながりの再生に向けたネットワークづくり

② 地域資源を活用した居場所や社会参加の場の拡大

③ 県民の理解促進と参画意識の醸成

また、こうした「よこ糸」の取り組みには、社会福祉法人や民生委員・児童委員、地域福

祉活動を行う団体等と連携・協力しながら地域福祉を推進する社会福祉協議会の活動が重

要になります。前述のとおり、高知県社会福祉協議会では、高知県地域福祉活動支援計画

を本計画と一体的に策定し、推進することになっています。

＜第２期高知県地域福祉活動支援計画における５つの取り組みの柱＞

取組の柱１ 福祉教育の推進

取組の柱２ 地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築

取組の柱３ あらゆる福祉人材の確保と質の向上

取組の柱４ 南海トラフ地震等の大規模災害に備えた支援体制づくり

取組の柱５ 高知県社協の組織力・専門力の強化

本県の地域福祉の推進、特に高知型地域共生社会の「よこ糸」の取り組みを推進するた

めには、両計画のもと県と高知県社会福祉協議会が連携し、市町村及び市町村社会福祉協

議会への一体的な支援や、取り組みを進めていくことが重要になります。

① 人と人とのつながりの再生に向けたネットワークづくり

ア）ソーシャルワークの網の目構築プロジェクト

高知型地域共生社会の「よこ糸」の取り組みでは、社会福祉協議会や市町村などにおい

て、地域住民が地域の課題解決を試みるようサポートを行う役割を担うコミュニティソー
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シャルワーカー26の存在が注目されています。

また、高齢や障害、子ども、困窮などの各分野の専門職においても、一人ひとりの課題

に寄り添い、必要な支援につなぐソーシャルワークの素養が求められます。

そのため、高知県では2022（令和４）年度に、「ソーシャルワークの網の目構築プロジ

ェクト」をスタートしました。

具体的には、コミュニティソーシャルワーカーの育成を強化するほか、各分野の専門職

やボランティアを対象に、身近な地域で困っている人に気付き、必要な支援につなげてい

くため、課題に寄り添い必要な支援につなぐソーシャルワークの理解者・実践者を増やす

「気づいてつなぐ高知家地域共生社会研修」を開始しました。

この研修は誰でもいつでも受講できるようweb研修としています。また、受講後のアン

ケートに答えていただいた方に高知家地域共生社会のメンバー証を交付することで、オー

ル高知で取り組む機運を醸成することも狙いとしています（Ｒ５.11月末現在、237名の

方が受講）。

今後は、専門職や地域ボランティアだけでなく、県民の方向けにも対象を拡大し、地域

で困っている人を気にかけることや、あいさつや地域の清掃活動やイベントへの参加とい

った身近な行動が重要であることについての理解を深め、参画意識の醸成を図ることが重

要です。

併せて、コミュニティソーシャルワーカーが多く配置されている市町村社会福祉協議会

を支援する高知県社会福祉協議会への補助事業などを通じて、地域福祉活動の活性化を図

ることも重要なポイントとなります。

具体的には、市町村社会福祉協議会の地域福祉活動による成果を見える化し、横展開を

図ることで、その活動の意義を高めるとともに、不足する人材の確保につなげていくこと

が重要です。

人と人とのつながりの再生に向けたネットワークづくりに向けて、こうした取り組みを

「ソーシャルワークの網の目構築プロジェクト」として推進します。

【ソーシャルワークの網の目構築プロジェクト】

26 地域で困っている人を支援するために、 課題に寄り添い、地域の人材や制度、サービス、住民の援助などを組み合

わせたり、新しい仕組みづくりのための調整やコーディネートを行ったりする役割を担う専門職



76

【気付いてつなぐ高知家地域共生社会研修】

イ）高知県の地域の見守り活動に関する協定

日頃から地域住民の方々と接する機会の多い事業者との連携によって重層的な見守りネ

ットワークを築くため、2007（平成19）年度から事業者、高知県民生委員児童委員協議

会連合会及び県の三者による「高知県の地域の見守り活動に関する協定」の締結を進めて

います。

現在、この協定は2023（令和５）年度で25社（※６月末時点実績）まで拡大してい

ます。

（詳細はⅡの４で記述）
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ウ）民間企業・団体と民生委員・児童委員協議会による「高知家地域共生社会推進宣言」

2022（令和４）年10月に、高知県・すべての市町村・すべての社会福祉協議会によ

る「高知家地域共生社会推進宣言」を実施し、「オール高知」で取り組む決意を表明しまし

た。

この共同宣言に引き続き、2023（令和５）年10月には、県内56の企業・団体と42

の民生委員・児童委員協議会に、地域のつながりづくりに向けて宣言いただきました。

この宣言における具体的な取り組みには、地域のお祭りやイベントへの参加や協賛、河

川等の清掃活動や見守り活動、百歳体操のサポート、子ども食堂への参加といった様々な

地域活動などがあります。

つながりを実感できる地域づくりに向けて、地域の企業や団体といった多様な主体によ

る地域活動は今後ますます重要となります。県では、引き続き宣言への参画を募るととも

に、一過性で終わることがないよう、宣言を契機とした新たな地域活動の創出やネットワ

ークづくりにつなげる取り組みを推進します。

② 地域資源を活用した居場所や社会参加の場の拡大

「よこ糸」の取り組みをオール高知で進めるためには、あったかふれあいセンターや子

ども食堂といった地域資源を活用しながら、各分野において、地域との連携・協働のもと、

居場所や社会参加の場の拡大を図ることが重要です。

例えば、高齢分野では、あったかふれあいセンターを活用した新たな中山間地域介護サ

ービスモデルの展開や地域住民主体のフレイル予防活動の推進などに取り組んでいます。

障害分野では、農福連携推進会議を核とした障害者や生きづらさを抱える方の社会参加

への支援を行っています。

子ども分野では、子育て経験者による敷居の低い相談体制の構築や地域ボランティアの

参画など、住民参加型の子育て支援に取り組んでいます。

県は、身近な地域で住民同士が相互に支え合える地域づくりを進めるため、こうした取

り組みを推進します。

③ 県民の理解促進と参画意識の醸成

生きづらさや困りごとなどを抱えることで陥る可能性のある社会的孤立などの問題は、

決して限られた人だけではなく、環境の変化や物事のタイミングなどにより、私たちの周

りの身近な方、あるいは私たち自身にも起こりうることです。

そのようなときに、地域でお互いに助け合えるようにするためには、県民の理解促進と

社会への参画意識の醸成が重要になります。

そのため、福祉教育の充実やボランティア活動の推進のほか、あらゆる機会を活用し、

高知家地域共生社会シンボルマークを活用した情報発信や、「高知型地域共生社会」を冠し

たイベントの開催といった啓発に取り組みます。

こうした取り組みを通じて、県民一人ひとりが、まずは理解いただき、次のステップと

して、日頃からの挨拶や声かけ、地域のお祭りや清掃活動への参加といった身近なことか
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ら参画する意識をもっていただくことが重要になります。

本計画の次項以降では、各分野における高知型地域共生社会の「よこ糸」に関する取り

組みについて、順次説明します。

具体的な施策

○ 人と人とのつながりの再生に向けたネットワークづくりを進めるため、ソーシャルワークの網の目
構築プロジェクトの展開や地域の見守り活動に関する協定の拡大、高知家地域共生社会
推進宣言企業・団体の拡大などに取り組みます。併せて、県社会福祉協議会への補助事
業を通じて、市町村社会福祉協議会の地域活動の活性化を図ります。
○ つながりを実感できる地域づくりに向けて、各分野において、地域資源を活用した居場所や
社会参加の場の拡大を図ります。
○ オール高知の取り組みとするため、県民の理解促進と参画意識の醸成に向けて、福祉教
育・ボランティア活動を充実させるほか、イベントの開催やポータルサイトによる情報発信を強
化します。
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２ 高齢者、障害者の地域活動の推進

（１） 高齢者が地域でいきいきと暮らし続けられる仕組みづくり

＜数値目標＞

【現状と課題】

地域の高齢者が通いの場に集まって、介護予防に資する運動や体操などを実施すること

は、それ自体、高齢者の健康を維持・増進する効果があるほか、継続的に顔見知りの方が

集まることによる、地域の人と人とがつながる場を創出する効果があります。

また、比較的元気な高齢者が、若い世代と一緒に地域の活動を進めることで、多世代交

流のきっかけにもなります。

＜高齢者の通いの場への参加促進等＞

県ではこれまで、こうした高齢者の通いの場への参加促進に取り組み、本県の通いの場

への参加率は全国値を上回っています。

しかしながら、近年は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、介護予防に資する

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

生きがいづくりや介護予防のための通いの場へ

の参加率

6.5％

（R3）
9％ 長寿社会課

ＩＣＴを活用した高齢者見守りネットワーク

を整備している市町村数
10 15 長寿社会課

新規要介護認定者の平均年齢
82.7年

（R3）
83.5 年 在宅療養推進課

目指す姿
高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って暮らし続け、また、地域を支
える一員として元気に活躍できる社会になっている

ポイント

○ 市町村における高齢者の自立支援・重度化防止に向けた取り組みを進めるため、地域の
介護予防活動の推進と介護予防機能の強化を図ります。

○ 地域における見守り体制を構築するため、ボランティア活動の促進やセンサー付き家電等の
活用を促進します。

○ 要介護状態の原因となるフレイルを予防するため、地域住民が主体となって取り組むフレイ
ル予防活動を促進します。

○ フレイルリスクがある高齢者を早期に発見し、介護予防事業につなげるため、通いの場の活
用や民間事業者と協働したフレイル予防対策を強化します。
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通いの場への参加率が低下しています。

そのため、健診や通いの場等を利用していない高齢者に対するオンライン介護予防教室

の普及・展開などによる介護予防の推進と充実が必要です。

また、活用の中心となる地域リーダーの高齢化などにより、次世代の担い手が進んでお

らず、通いの場の継続が難しくなっている地域もあります。

<通いの場> 箇所数 参加実人数 参加率

R1 1,372箇所 17,716人 7.2%

R2 1,432箇所 20,334人 8.3%

R3 1,363箇所 15,996人 6.5%

＜見守り体制の構築＞

認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加により、地域での見守りのニーズが高まって

いる一方、少子高齢化や過疎化の進展に伴い、地域における見守りの担い手が減少してい

ることから、センサー付き家電を活用するなど、新たな見守りの仕組みづくりが必要です。

また、見守りをはじめとする生活支援について、地域における担い手の確保に向けて、

ボランティア活動の促進が必要です。

＜フレイル予防活動の推進＞

2019（令和元）年度から先行的にフレイル対策に取り組んできた仁淀川町では、住民

自身がフレイルサポーターになり地域住民のフレイルチェック活動やフレイル予防活動を

行っており、改善の効果を実感した住民がフレイルサポーターに加わるなど、フレイル予

防が持続可能なまちづくりにつながっています。

こうした事例から、県では、住民主体のフレイルチェック活動の重要性について、各市

町村で住民向けフレイル予防講演会等を通じて普及啓発を行ってきました。この講演会を

契機に、現在県内では仁淀川町のほか３市町にも活動が広がり、フレイルサポーターは

2022（令和４）年度末時点で230人が育成されています。

また、フレイルのリスクがある高齢者を幅広く早期に発見・介入し、要介護状態となる

ことを防ぐ取り組みにつなぐため、フレイルチェックアプリを開発し、誰もが気軽にフレ

イルチェックができる環境を整備しました。

一方で、住民主体のフレイル予防の取り組みをさらに他市町村へ拡げていくためには、

お世話役などの担い手不足、前期高齢者の参画が課題となっています。また、フレイルリ

スクの高い高齢者に対する予防アプローチの強化や介護予防教室など機能回復訓練の場の

普及拡大が今後の課題です。

＜総合事業の充実に向けた基本的な考え方＞

2025（令和７）年以降、現役世代が減少し、医療・介護専門職の確保が困難となる一方

で、85歳以上の高齢者は増加していく見込みですが、その人口動態や地域資源は地域ご

とに異なります。

こうしたなかで、高齢者の尊厳と自立した日常生活を地域で支えていくためには、市町

村が中心となって医療・介護専門職がこれまで以上に専門性を発揮しつつ、高齢者だけで

なく地域の多様な主体を含めた力を結集するという視点に立ち、地域をデザインしていく
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ことが必要です。現在国では総合事業を地域づくりの基盤と位置づけ、その充実を図るこ

とで高齢者が尊厳を保持し自立した日常生活を継続できるよう支援するための体制の構築

に向けた議論を進めており、その動向を注視する必要があります。

【総合事業の充実に向けた基本的な考え方】

具体的な施策

○ 地域の介護予防活動を活性化するため、専門職団体やあったかふれあいセンター等との連
携強化によるオンライン介護予防教室の普及展開など、通いの場への参加機会の拡大を図
ります。
○ 住民主体の介護予防活動の担い手となる地域リーダーの育成を支援するため、地域や市
町村へのリハビリテーション専門職等の派遣を推進します。
○ 地域における見守り等の生活支援の担い手の確保に向けて、ボランティアポイント制度やボ
ランティアポイントアプリの活用推進、ＩＣＴ機器を活用した見守りネットワーク構築を支援し
ていきます。
○ 今後の超高齢化社会と生産年齢人口の減少を見据え、介護サービスとあったかふれあい
センター等のインフォーマルサービスを融合した拠点の整備を図ります。
○ フレイルサポーターの活動を他市町村にも拡大するため、引き続き住民向け講演会などを
開催し、住民主体のフレイル予防活動の機運を盛り上げます。
○ フレイルチェックアプリをあったかふれあいセンターやいきいき百歳体操などの通いの場で活用
し、フレイル予防活動を強化します。また、民間事業者と協働してフレイルチェックの対象拡大
を図ります。

（出典：介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会（第５回）(令和５年11 月)/厚生労働省」）
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（２） 障害のある人もない人も安心して暮らすことができる地域づくり

＜数値目標＞

【現状と課題】

県では、「障害のある人にとってやさしいまちは、すべての人にとってやさしいまちであ

る。」という考えのもと「高知県ひとにやさしいまちづくり条例」に基づき、事業者等に対

し整備基準に適合するよう必要な助言・指導等を行い、障害のある人や高齢者を含むすべ

ての県民が安全で快適に暮らすことができるようなまちづくりの推進を図ってきました。

施設等のハード面の整備だけでなく、一人ひとりが日常生活における障壁や困りごとに

気づき、必要な配慮ができるようになることも重要です。

2016（平成28）年の障害者差別解消法施行を契機として、県でも、障害特性に応じた

配慮等について理解促進を図ってきましたが、今なお障害のある人が、日常生活や社会生

活の様々な場面において、障害を理由とする差別を受けたり、障害のない人を前提として

作られた事物、制度、観念などの「社会的障壁」によって暮らしにくさを感じている状況

があります。

2021（令和３）年には障害者差別解消法が改正され、2024（令和６）年４月から、

事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。また、2022（令和

４年）には、障害があることで日常生活や災害時に必要な情報を得にくい「情報格差」の

具体的項目
現状

※R4末

目標

Ｒ9年度
担当課

障害者差別解消法の認知度 48.2％
80％

（Ｒ11年度）
障害福祉課

目指す姿
社会全体で障害や障害のある人への理解を深め、一人ひとりが日常生活
における障壁や困りごとに気づき、必要な配慮ができるようになることで、誰
もが安心して暮らすことができる社会になっている

ポイント

○ 市町村、事業者および県民と連携しながら、施設などハード面の整備を推進するとともに、
障害のある人の気持ちに寄り添ってサポートするこころのバリアフリーを推進し、誰もが安心し
て暮らすことができる環境づくりを進めます。

○ 障害の有無にかかわらず必要な情報を円滑に取得、利用できるように、情報格差の解消
と情報アクセシビリティの向上を図ります。

○ 手話の普及に関する条例の制定に向けた検討を進めます。
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解消を目指す「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行さ

れました。今後は、障害の有無にかかわらず必要な情報を円滑に取得、利用できるよう

に、情報アクセシビリティの向上を推進する必要があります。

こうしたことを踏まえ、県では、障害を理由とする差別をなくし、日常生活や社会生活

における様々な「社会的障壁」を除去することで、障害のある人もない人も全ての県民が

安心して暮らせる共生社会の実現に向けて、県、市町村、事業者及び県民が一体となって

取り組みを進めるため、「障害のある人もない人もともに安心して暮らせる高知県づくり

条例（仮称）」の制定を目指し、現在、検討を進めています（令和６年４月施行予定）。

具体的な施策

○ 「高知県ひとにやさしいまちづくり条例」やバリアフリー法に基づき、誰もが安全かつ快適に利
用できる施設整備を推進します。
○ 障害者差別解消法や「障害のある人もない人もともに安心して暮らせる高知県づくり条例
（仮称）」の普及を図り、障害や障害のある人への理解を促進し、日常生活における「社会
的障壁」や困りごとに気づき、必要な配慮が行えるよう、各分野の事業者や県民向けに啓発
動画の配信などによる普及啓発を行います。
○ 障害を理由とする差別や合理的配慮の提供に関する、障害のある人や事業者からの相
談に適切に応じる体制を整備します。
○ 障害者の情報アクセシビリティの向上に向けた各分野での取り組みを推進します。
○ 障害の有無にかかわらず、誰もが読書をとおして文字や活字文化を享受できる機会などの
整備を推進します。

○ 手話に対する県民一人一人の理解を深め、手話を広く普及し、聴覚障害のある人が手
話を用いて地域で安心して生活できる社会の実現を目指し、手話の普及に関する条例の
制定に向けた検討を進めます。
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（３） 障害の特性に応じて安心して働ける体制の整備（農福連携の推進含

む）

＜数値目標＞

具体的項目
現状

※R4末

目標

Ｒ9年度
担当課

障害者の委託訓練（実践能力習得訓練コース）修

了者の就職率
75％ 85％以上 障害保健支援課

テレワークによる新規就職者数(福祉施設から

一般就労への移行)
1人 10人 障害保健支援課

共同受注窓口による商談成立件数 17件
(R4.7～)

50件 障害保健支援課

平均工賃月額
※R6に策定する第 5期高知県工賃向上計画で新たな目標を設定する。

20,969円 22,000円 障害保健支援課

福祉施設から一般就労した人
※R5に策定する第 7期高知県障害福祉計画で新たな目標を設定する。

66人 100人 障害保健支援課

農作業等の受委託に取り組む就労継続支援事

業所数
51事業所 66事業所 障害保健支援課

農業分野で就労する障害者等の人数（直接雇

用、農作業等の受委託による就労）
1,645人 2,100 人 障害保健支援課

目指す姿 障害のある人の希望や特性等に応じた多様な働き方が実現できる社会に
なっている

ポイント

＜一般就労の促進＞
○ 障害のある人の雇用を促進するため、法定雇用率の引き上げに対応した啓発や支援策の
提案とともに、就職率の高い訓練を中心とした障害者委託訓練を実施します。

○ テレワークを希望する障害のある人の就労の機会を確保するため、オンラインによる研修等
を実施します。併せて、県内企業向けにセミナーを開催してテレワークの取り組み事例を紹介
する等、テレワークによる雇用を促進します。

＜農福連携の推進＞
○ 農福連携の取り組みを拡大するため、地域の農福連携の取り組みの活性化を図るととも
に、就労継続支援事業所に農作業を委託する農業者の拡大を図ります。

＜工賃水準の向上＞
○ 就労継続支援事業所の利用者の工賃水準を向上するため、共同受注窓口の体制強化
や商品等を紹介するホームページの内容の充実を図ります。
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【現状と課題】

県では、障害のある人がその希望や特性等に応じて働くことができるよう、就労系障害

福祉サービスを利用する働き方だけでなく、企業等における雇用の促進に取り組んできま

した。また、テレワークや農福連携といった多様な働き方の促進にも取り組んできました。

＜一般就労の促進＞

近年のハローワークを通じた障害のある人の就職件数は、コロナ禍の影響により、2020

（令和２）年度には一時減少したものの、2022（令和４）年度は、対前年度比10.2%増

の680件と、過去最高となりました。（図１）

民間企業等の法定雇用率27は2024（令和６）年４月に2.5％、2026（令和８）年７月

に2.7％へ段階的に引き上げられます。（図２※実雇用率28含む）

そのため、民間企業等に対して制度や支援策を周知するとともに、障害者委託訓練の活

用を促すなどして、障害者雇用に関する理解の促進や雇用のさらなる拡大を図ることが必

要です。

また、テレワークは、通勤による負担が軽減されることや体調に合わせて仕事ができる

ことなどから、障害特性に応じた働き方の一つとされていますが、県内ではあまり広がっ

ていません。

テレワークによる就労の拡大に向けては、当事者のテレワークによる就労意欲の向上と

スキルアップ及びテレワークの導入に向けた県内企業への啓発等が必要です。

【図１】 【図２】

＜農福連携の推進＞

農福連携は、障害のある人をはじめ、生活困窮者やひきこもりの人等の自信や生きがい

を創出し、社会参画の実現につながる取り組みです。

そのため、県では、すべての人々が地域で暮らし、生きがいを共に創り、高め合うこと

ができる地域共生社会の実現に向けた取り組みの一つとして、農福連携を推進してきまし

た。

現在、農業分野で就労する障害者等（施設外就労、直接雇用）はコロナ禍においても拡

27 障害のある人の雇用について、企業が一定の割合以上を雇用することを法律で定めたもの
28 法定雇用障害者数の算定基礎となる労働者に占める雇用障害者数の割合
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大しています。（図３）

しかしながら、地域ごとに農福連携の取り組みに濃淡があることから、今後は地域の状

況に応じて段階的な取り組みの支援を行っていく必要があります。

また、2022年度に開催した農福連携マルシェの来場者に行ったアンケートでは、農福

連携を知らない人が約70％となるなど、農福連携の取り組みが十分に知られていない状

況です。

【図３】

農業分野で就労する障害のある人等の推移

＜工賃水準の向上＞

障害特性等の理由で雇用契約を結んで働くことが困難な人が、就労に必要な知識や能力

の向上のために訓練を受けながら生産活動を行う場として、就労継続支援Ｂ型事業所29があ

ります。

県では就労継続支援Ｂ型事業所の利用者の工賃水準の向上に向けて、事業所の販売力の

強化や共同での受注・販売促進等につながる共同受注窓口30の設置等に取り組んできました。

その結果、平均工賃月額は20,310円（R2）、20,597円（R3）、20,969 円（R4）

と、コロナ禍でも上昇しています。（図４）

事業所の利用者が地域で経済的に自立した生活を送ることができるよう、物価高騰の長

期化等を踏まえ、生産活動の基盤強化に取り組むとともに、それぞれの事業所の個性を尊

重しつつ、共同受注窓口を通じた連携を強化するなど、さらなる工賃水準の向上に取り組

むことが必要です。

29 障害のある人が一般企業への就職が困難な場合等に、雇用契約を結ばないで軽作業などの生産活動

や就労訓練を行う障害福祉サービス事業所
30 就労継続支援事業所が提供可能な物品及び役務の情報収集や発信、売買等の仲介や受発注の調整等

を行うところ（県が高知県社会就労センター協議会に委託）
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【図４】

具体的な施策

＜一般就労の促進＞
○ 2024 年からの法定雇用率の引き上げにより、新たに雇用義務が生じる企業を中心に障
害者職業訓練コーディネーターが訪問し、障害者雇用の理解を促進するとともに、障害者委
託訓練等各種支援策の活用を促します。
○ テレワークを希望する障害のある人の就労の機会を確保するため、テレワーク体験を交えた
研修や合同企業説明会を開催することで遠隔地に居住する人の参加を促進します。
併せて、県内企業向けにセミナーを開催してテレワークの取り組み事例を紹介するなど、テ

レワークによる雇用を促進します。

＜農福連携の推進＞
○ 市町村等にアドバイザーの派遣等の支援策の活用を促しながら、各地域における農福連
携の取り組みの活性化を図ります。併せて、就労継続支援事業所に農作業等を委託する
農業者の拡大を図るとともに、林業や水産業等、他の産業との連携も進めます。
また、農福連携の取組事例の情報発信や農福連携マルシェの開催等を通じて、農福連

携の取り組みの普及・啓発を図ります。

＜工賃水準の向上＞
○ 就労継続支援事業所の生産活動の基盤強化や営業活動等を支援するため、工賃等向
上アドバイザーの活用を促進します。
併せて、共同受注窓口の体制強化や商品等を紹介するホームページの内容を充実させ

るなど、販売促進や受注拡大等に取り組みます。
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３ 住民参加型の子育て支援の推進（こどもまんなか社会の実現）

＜数値目標＞

【現状と課題】

地域のつながりの希薄化や核家族化の進展により、子育て家庭が孤立化するリスクが一

層高まっています。

そうした中、子育て家庭の孤立を防止し、安心感を高めるには、社会全体で子育てを応援

する仕組みづくりが重要になります。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

子育て応援パスポートアプリDL件数

9,786件
(R5.11.16

時点)

65,000件 子育て支援課

こうち子育て応援の店の登録店舗数
572店舗
(R5.11.16

時点)

1,100店舗 子育て支援課

子ども食堂の設置箇所数 102箇所 150箇所 子ども家庭課

目指す姿
社会全体で子育てを応援する環境と共育てが定着し、「孤」育てを感じさせ
ない社会になっている

ポイント

○ 子育て家庭の孤立を防止し、安心感を高めるため、住民参加型の子育て支援を推進しま
す。

○ 共働き、共育ての支援につなげるためファミリー・サポート・センター事業や地域ボランティアの
推進など地域連携促進事業を拡大します。

○ 子育て支援サービスやこうち子育て応援の店の利用促進を図り、アプリの利用者の拡大に
つなげるため、情報分析ツールを活用した情報発信等を推進します。

○ 「こどもまんなか社会」を実現するため、子育て支援サービスの提供や商品開発など「こども
まんなか社会」を促進する企業を支援します。

○ 子ども食堂が、「保護者の孤立感や負担感を軽減する場」となるよう、経験豊富な子ども
食堂が他の食堂を支援するなど、子ども・家庭支援の充実を図ります。
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県では、地域子育て支援センターにおいて、子育て経験者による敷居の低い相談体制や

地域ボランティアによる支援を実施するなど住民参加型の子育て支援を推進しています。

現在、地域子育て支援センターは25市町村１広域連合50箇所に設置（3箇所休止中）

されています。

また、地域の支え合いの仕組みであるファミリー・サポート・センター事業の実施市町村

数は1４市町にまで広がり、有償ボランティアであるファミサポ提供会員の人数は目標値

を達成するなど着実に取り組みは拡大しています。（R5.９末時点：1,012 人）

さらに、食事の提供だけでなく、子どもや保護者が安心して過ごし、子育ての孤立感や孤

独感を解消できる子ども食堂は、Ｒ４年度末時点で県内102 箇所（うち登録食堂73箇

所）まで増加しています。

こうした子育て支援サービスを子育て家庭に知ってもらい、利用を促進するためには、

情報発信の強化が必要です。

また、共働き・共育てに対応するため、ファミリー・サポート・センターといった子育

て支援サービスのさらなる充実と、企業を含めた子育て支援者の拡大が必要です。

加えて、子育て家庭の孤立防止のため、支援を要する子どもや家庭を適切な窓口につな

ぐ役割を担うことのできる身近な居場所が必要です。

こうした子育て支援策がより効果を発揮するには、「男性は仕事、女性は家庭」という固

定的な性別役割分担意識を解消していくことが重要です。

そのため、男女が家事や育児を分担し合う「共育て」を推進し、市町村や民間企業との

連携の下、県民運動として社会全体の意識改革に取り組みます。

具体的な施策

○ 住民参加型の子育て支援の取り組みの推進のため、地域子育て支援センターにおける育
児経験者による相談体制や地域ボランティアなど地域連携促進事業に対する支援を実施し
ます。
○ 地域子育て支援センターの機能強化を図るため、センターにアドバイザーを派遣し、地域の
実情に応じたコンサルテーションを実施します。

○ 子育て支援サービスや子育て応援の店の利用促進を図るため、情報解析ツールを活用
し、子育て応援パスポートアプリに蓄積される子育て家庭の行動履歴の分析を行い、効果的
な情報発信等を行います。
○ 社会全体で子育てを応援する環境づくりを進めるため、子育て支援サービスの提供や商品
開発など「こどもまんなか社会」を促進する企業を支援します。
○ 子ども食堂の取り組みの拡大を図るとともに、経験豊富な子ども食堂の関係者などを相談
窓口として位置づけるなど、他の食堂を支援することにより取り組みの充実を図ります。
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４ 民生委員・児童委員活動や民間事業者と連携した地域の見守り活動など

の充実

＜数値目標＞

【現状と課題】

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に

立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」

を兼ねています。

また、児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見

守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児

童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

＜民生委員・児童委員の充足状況＞

2022（令和４）年12月時点の高知県内の委員定数（主任児童委員含む）は、2,489

人となっています。民生委員・児童委員の充足率（定数に対して委嘱した者の割合）は

92.4％です（全国充足率93.7％）。

民生委員・児童委員のなり手不足や、短期間での退任が課題となっています。

＜民生委員・児童委員研修の実施＞

民生委員・児童委員の業務は、高齢者や児童の課題にとどまらず、生活困窮者自立支援、

自殺予防、子育て家庭への支援など、地域課題の複雑化・複合化に伴い多岐にわたってお

り、地域福祉活動の推進役として民生委員・児童委員に対する期待は大きくなっています。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

高知県の地域の見守り活動に関する協定締結先

数
25 40 地域福祉政策課

高知家地域共生社会推進宣言企業・団体数 56 100 地域福祉政策課

目指す姿
民生委員・児童委員が民間事業者等と連携しながら地域の住民を見守
り、必要に応じて、支援機関につなぐ等の役割を発揮できるよう、活動しや
すい環境が整っている

ポイント

○ 各市町村における民生委員活動の負担感の軽減や担い手確保に向けた取り組みを強化
します。

○ 地域見守り協定等を活用し、見守りネットワークの重層化を図ります。
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県では、社会的な課題に対する知識及び技術を習得してもらうために、経験年数に応じ

た研修を実施しています。

【令和４年度実績】

新任１～３年目研修 参加者計451人/実施回数計9回

中堅、会長・副会長等研修 参加者計192人/実施回数計4回

一方で、地域のつながりの希薄化や住民の直面する課題の複雑化・複合化に伴い、民生

委員・児童委員の役割は大きくなっており、その負担感が高まっています。

＜官民協働による見守り活動の推進＞

日ごろから地域住民の方々と接する機会の多い事業者との連携による重層的な見守りネ

ットワークを築くため、県では、民生委員制度創設90周年を迎えた2007（平成19）

年から、事業者、高知県民生委員児童委員協議会連合会及び県の三者による「高知県の地

域の見守り活動に関する協定」の締結を進めており、2023（令和５）年８月末時点で25

事業者と協定を締結しています。

また、2023年には、県内の民間事業者・団体のほか、民生委員・児童委員協議会が、

「高知家地域共生社会推進宣言」を行いました。これは、つながり、支え合う「高知型地

域共生社会」の実現に向けて、それぞれの団体で取り組んでいくことを宣言したものです。

県としても、地域福祉活動の中核を担う民生委員・児童委員に加え、民間事業者等のこ

うした取り組みをしっかりと後押ししていきます。

具体的な施策

○ 民生委員・児童委員のなり手を確保するため、高知県民生委員児童委員協議会連合
会と連携し、５月12日「民生委員の日」等に合わせて、広報誌、SNS等を活用しながら普
及啓発に取り組みます。
○ 地域の課題が複雑化・複合化するなか、民生委員・児童委員の負担感を減らし、安心し
て支援につなげていただくため、分野を超えた多機関協働型の包括的な支援体制づくりを進
めていきます。
○ 地域の複雑化・複合化した課題への対応力を向上させるため、新任民生委員や中堅、
会長・副会長向けなど、経験年数に応じた研修体制と、民生委員・児童委員同士のネット
ワークづくりを進めていきます。
○ 「高知県の地域の見守り活動に関する協定」のさらなる拡大を図るとともに、協定締結事
業者や「高知家地域共生社会推進宣言」企業等との見守り活動に関する意見交換を実施
し、民生委員・児童委員との連携を図ることで官民協働による地域全体での見守り活動を
後押しします。
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５ 社会福祉法人等における社会貢献活動の推進

【現状と課題】

社会福祉法人は、福祉分野での専門性を活かしつつ、住民に身近な圏域で様々な地域づ

くりの活動に参画する非営利セクターの中核として、複雑化・複合化するニーズに対応す

ることなどが期待されています。

2016（平成28）年の社会福祉法改正では、社会福祉法人の本来の役割を明確化するた

め、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

また、2022（令和４）年には、社会福祉事業に取り組む２つ以上の社会福祉法人やＮ

ＰＯ法人などが社員として参画し、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度

が創設されています。

（全国では2023（令和５）年５月現在、15法人。本県では認定なし）

社会福祉連携推進法人の設立により、社員である複数の法人が共同して地域住民の生活

課題を把握するためのニーズ調査を実施したり、ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取り

組みの企画立案を実践したりすることが可能となりました。

こうした取り組みにより、ひきこもり状態の方に対する対応や８０５０問題など、地域

の複雑化・複合化する課題に関係機関が連携して取り組み、福祉を契機とした地域づくり

の充実につながることが期待されています。

本県においても、社会福祉法人による買い物支援や傾聴、見守り、配食サービスなどの

活動が行われ、地域で高齢者が安心して暮らせる環境づくりにつながっています。

一方で、人材が不足している、どんな活動をしたら良いのか分からないなどの理由によ

り、充分な取り組みを行えていない社会福祉法人も存在します。

その他、地域福祉活動を進める中で、ＮＰＯなどによるフードバンクの取り組みが注目

されています。様々な理由で生活に困窮されている方等に対して食料を支援することによ

り生活を支えるとともに、地域住民や企業等から食料を提供いただくフードドライブ活動

を通じ、福祉活動に対する住民意識の向上が図られています。

目指す姿
地域の活性化や担い手の確保に向けて、社会福祉法人等が社会貢献活
動を行っている

ポイント

○ 移動支援や配食サービスなどの取り組みについて、県内の好事例の横展開を図り、社会
福祉法人の地域における公益的な取り組みを促進します。
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具体的な施策

○ 社会福祉法人の公益的な取り組みをまずは知っていただくため、地域における公益的な取
り組みを把握し、ホームページ等で周知しながら好事例の横展開を図ります。
○ 社会福祉連携推進法人について、関係団体等を通じて社会福祉法人への制度の周知
を図ります。
○ フードバンク活動団体が行う、フードバンクの運営基盤の強化、食品取扱量の拡大等の課
題に対応するための取り組み等を支援します。
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６ 防災・減災対策と地域福祉活動との一体的な推進

（１） 自主防災の組織づくりと活動の促進

＜数値目標＞

【現状と課題】

南海トラフ地震など甚大な被害が想定される災害においては、普段から顔を合わせてい

る地域や近隣の人たちが協力して助け合う「共助」の取り組みが重要です。

共助の要となる県内の自主防災組織数は、2023（令和５）年４月１日時点で3,072 組

織となっています。県全体の組織率は97.3％となっており、市町村別にみると、18市町

村で組織率が100％となっていますが、一部の新興住宅地では、組織化に向けた調整が遅

延しているため、早期の組織設立が必要です。（※消防庁の確定数値がＲ６．１月公表予定

のため、組織率等はその後修正予定）

また、自主防災組織間での情報共有などを目的とする自主防災組織連絡協議会について

は、2023年４月１日時点で26市町村で全域もしくは地区単位での連絡協議会が設立済

みですが、未設立の市町村においては情報共有が十分に行えないなど、地域の連携が弱く

なることが想定されます。

そのため、県では市町村と連携し、それぞれの地域に合わせた防災学習などによる啓発

活動の実施、また、訓練などへの財政的支援を行うことで、共助の要となる自主防災組織

や連絡協議会の設立を支援してきました。

人口減少と少子高齢化が進む中、地域のつながりや支え合いなど、相互扶助の力が弱ま

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

自主防災組織の活動実施率
39.1％

（R4年度末）
100％

南海トラフ地震

対策課

目指す姿 南海トラフ地震や局地的な自然災害に備え地域の防災力が向上している

ポイント

○ 共助の取り組みを強化するため、自主防災の組織化と各市町村の自主防災組織連絡協
議会の設立を支援します。

○ 地域における防災活動を担う人材を育成し、自主防災活動の活性化を推進します。
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っており、2021（令和３）年度の県民世論調査では、地域の支え合いの力が弱まってい

ると感じている人が53.9％となっています。

既に設立されている自主防災組織では、人口減少やメンバーの高齢化、固定化により、

活動の停滞やマンネリ化が課題となっているところがあるため、活性化に向けた、さらな

る対策が必要です。

具体的な施策

○ 自主防災の組織化に向けて、市町村と連携し、地域に対して、組織化を促していきます。
○ 自主防災組織連絡協議会の設立を進めるため、活動されている連絡協議会の事例を紹
介するなど、未設立の市町村に対して設立を働きかけていきます。
○ 地域における防災活動を担う人材を育成するため、防災士養成講座や地域防災セミナー
を開催し、地域の防災活動を担うリーダーを育成するとともに、「こうち防災備えちょき隊」の派
遣により、自主防災活動に必要な知識や技能の習得を支援します。
○ 自主防災活動の活性化を図るため、「高知県南海トラフ地震対策推進週間（毎年８月
30 日～９月５日）」に実施している「シェイクアウト訓練」や「津波防災の日（11 月５
日）」にあわせて行っている「県内一斉避難訓練」及び「地域のみんなで自主防災訓練」な
ど、より多くの県民に防災訓練への参加を促します。
また、地域の防災活動の参考となる「自主防災活動事例集」を周知するとともに、市町村
や自主防災組織が行う防災研修や訓練、資機材整備に要する経費に対して支援を行いま
す。
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（２） 災害ボランティアセンターの活動支援

＜数値目標＞

【現状と課題】

地震や風水害などで地域が大きく被災した場合には、外部からの支援が必要な状況とな

ることが多くあります。

発災後に迅速に被災者の支援を行うためには、災害ボランティアセンターの運営を担う

人材の育成や社会福祉協議会と市町村、関係団体、地域との連携体制を構築しておくこと

が必要です。

これまで県では、各市町村で発災後速やかに災害ボランティアセンターを立ち上げるこ

とができるよう、高知県ボランティア・ＮＰＯセンターが中心となり、市町村社会福祉協

議会などに対し、支援を行ってきました。

その結果、全市町村において災害ボランティアセンターの立ち上げマニュアルが作成さ

れたほか、様々な研修によって、災害時、運営の中心的な役割を担う各市町村社会福祉協

議会の職員が専門的な知識を身につけるなど、円滑な災害ボランティアセンターの運営体

制の構築が進んでいます。

こうした各市町村社会福祉協議会における災害ボランティアセンター運営の人材育成等

の体制整備、県域での後方支援体制を充実させるため、平常時から災害ボランティア活動

支援に関わるＮＰＯ等の団体で構成される災害ボランティアネットワーク会議において、

バックヤード拠点の整備など支援体制強化に向けた取り組みを推進しています。

一方で、さらなる体制強化のために、運営マニュアルの実効性の向上や、デジタル化など

への対応が求められています。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

災害ボランティアセンターの体制強化

体制強化：訓練の実施、市町村との協定の締結、

マニュアルの見直し

P P 地域福祉政策課

目指す姿
災害時に速やかに災害ボランティアセンターを立ち上げ、地域と連携・協同
し、被災者を細やかに支援する体制ができている

ポイント

○ 被災者への細やかな支援の実施に向け、災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営が円
滑に行われる体制づくりへの支援を推進します。
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具体的な施策

○ 高知県社会福祉協議会や市町村等と連携し、災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営
を担う人材の育成や、県域での支援体制の構築を推進します。
○ 災害ボランティアセンターの立ち上げや運営を支援するため、模擬訓練の実施や人材育成
のための研修の開催を支援します。
○ 災害ボランティア活動支援に関わる団体で構成される災害ボランティアネットワーク会議の
開催を支援します。
○ 災害時の円滑な運営、ボランティア人材の確保のため、災害ボランティアセンターの活動に
ついて、様々な機会を捉えて周知を図ります。
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７ 人権を尊重し認め合う共生の意識の浸透

＜数値目標＞

【現状と課題】

県では、現実の社会には、同和問題や女性の地位向上、子どものいじめの問題、高齢者

や障害のある人の社会参加など、解決していかなければならない多くの課題が残されてい

ることから、こうした現状を踏まえ、1998（平成10）年４月に「高知県人権尊重の社会

づくり条例」を施行しました。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

人権に関する県民意識調査において、「あなたは、

国民一人ひとりの人権意識は、４～５年前に比べ

て高くなっていると思う（「そう思う」と「どち

らかといえばそう思う」の合計）の割合

43.5％

（R4調査）

60％以上

（R9調査）

人権・男女共同

参画課

人権に関する県民意識調査において、「自分の人

権が侵害されたと思った時に、何もしなかった」

の割合

33.0%

（R4調査）

20％以下

（R9調査）
人権・男女共同

参画課

目指す姿 全ての人の人権が尊重され、安心して生活できる社会

ポイント

＜一人ひとりが尊重される社会＞
○ 全ての人の可能性を否定することなく、その個性や能力を十分発揮できる機会を保障する
ことが重要であり、また、お互いの自己実現を尊重していくためには、相手の立場に立って考
え、行動することが必要です。よって、全ての人が自分らしい生き方ができる、尊厳を持ったか
けがえのない存在として尊重される社会の実現を目指します。

＜互いに認め合い共に生きる社会＞
○ 全ての人は平等であって、性別、年齢、障害の有無、社会的身分、門地、民族等によって
差別されることなく、誰もが地域社会の構成員として、あらゆる分野への参画が保障されるこ
とが重要であり、全ての人が、それぞれの多様な文化や価値観を尊重し、それぞれの個性や
生き方の違いを認め合い、共に生きているという認識を持つことが大切です。 よって、全ての
人が平等で、安心して生活できる社会の実現を目指します。
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さらに、「高知県人権尊重の社会づくり条例」に基づき、あらゆる人権に関する問題の解

決に向けて、全ての県民が自主的に取り組むよう意識の高揚を図るとともに、市町村及び

県民の取り組みを一層促進させるために、2000（平成12）年３月に「高知県人権施策基

本方針」を策定しました。

2014（平成26）年３月にこの基本方針の第１次改定を、2019（平成31）年３月に

第２次改定を、2023（令和６）年３月に第３次改定を行い、具体的な取り組みについて

PDCA サイクルで進捗管理を行いながら、効果的な施策の推進に努めることとしていま

す。

この基本方針では、県民に関わりが深く、身近な人権課題として、「同和問題」「女性」

「子ども」「高齢者」「障害者」「感染症患者等」「外国人」「犯罪被害者等」「インターネッ

トによる人権侵害」「災害と人権」「性的指向・性自認」などを掲げ、あらゆる場を通じて

人権教育・啓発を推進するとともに、人権課題の解決に向けた取り組みを行ってきました。

しかしながら、インターネット上における差別や誹謗中傷は後を絶たず、LGBTQなどの

性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別など、深刻な人権問題も顕在化して

います。

人権を取り巻く環境が複雑化・多様化するなか、個別分野における各種の計画との連携

を強化するなど、「人権」をキーワードとした全庁的な取り組みをさらに進めることが求め

られています。

「人権」とは、｢一人ひとりが人間らしく生きていくために、生まれながらにして持って

いる大切な権利｣であり、｢人が個人として尊重され、安全で安心して安定した生活を送る

ために欠くことのできないもの」です。

全ての人の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現していくために、

自分や他者の生命が守られ、県民一人ひとりの人権尊重の精神の涵養を図っていくことが

不可欠です。

具体的な施策

○ 人権に関する相談機関の連携強化
○ （公財）高知県人権啓発センターによる人権研修講師の派遣
○ インターネットへの部落差別投稿の削除要請
○ 固定的な性別役割分担意識も解消に向けた機運醸成
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Ⅲ 「高知型地域共生社会」を支える人づくり・基盤づくり

１ 福祉教育の推進

＜数値目標＞

【現状と課題】

地域では、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、企業などの多様な主体による、人と人との

つながりや参加の機会を生み育む多様な活動が実践されています。

県内でも、民生委員・児童委員の活動を支援する福祉委員等の設置や、地域福祉アクシ

ョンプランの実践等を通じた住民活動の担い手づくりなど、市町村社会福祉協議会が中心

となった地域福祉の担い手の育成が行われています。

他方、高知県社会福祉協議会が設置している高知県ボランティア・ＮＰＯセンターでは、

ボランティアやＮＰＯに関する啓発や相談、情報提供をはじめ、福祉教育31・ボランティア

学習の推進、災害ボランティアセンターの体制づくり支援を行うなど、関係機関と連携し、

ボランティア活動やＮＰＯ活動の普及に取り組んでいます。

ボランティア・ＮＰＯの情報発信や情報提供の取り組みとしては、活動をしたい人と参

加してほしい団体などのマッチングや活動支援情報の提供を行うインターネットサイト

｢ピッピネット｣の運用を行っています。

31 身の回りの人々や地域との関わりをとおして、そこにどのような福祉課題があるかを学び、その課題を解決する方法

を考え、解決のための行動する力を養うことを目的としている。

福祉教育は、子どもたちの福祉の学びを支援する取り組みと住民主体の「地域福祉」を推進する取り組みからなる。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

福祉教育の拡充

福祉教育：学校での授業、体験型イベント、

地域でのボランティア体験活動

P P 地域福祉政策課

目指す姿
地域のさまざまな「ひと・もの・こと」とのつながりを通し、自ら気づき、考え、
行動できる地域人材が育成されている

ポイント

○ 若い世代など地域住民の「共に生きる」ことの意識を広げるため、関係機関と連携し福祉
教育・ボランティア学習に関わる人材育成や実践の拡大を促進します。



101

ピッピネットとは

高知県ボランティア・NPOセンターが運営しているボランティアやNPO

活動およびNPO法人の運営に関する総合情報サイトです。

掲載情報例：

➢ボランティアをはじめたい方へ
イベントなど単発のものから、随時募集のものまで様々な募集情報を掲載

➢ボランティアを募集したい方（ＮＰＯや施設など）へ
募集情報の掲載に加え、ピッピネット以外の募集方法や保険制度などを紹介

【URL：http://www.pippikochi.or.jp/】

また、高知県社会福祉協議会では若い世代の福祉への関心を高めたり、地域における福

祉・介護人材の確保につなげるため、福祉教育・ボランティア学習を推進しています。

ナツボラ（夏のボランティア体験キャンペーン）

高校生や大学生等が夏休み期間中に、県内の福祉施設やＮＰＯ、ボランティアグル―プなどでボ

ランティア体験ができるプログラムです。

体験できるボランティア活動は、子どもや高齢者とかかわる活動、イベントのサポートなどさまざ

まあり、県内の幅広い地域で活動を行っています。

【体験活動例】

・障害児の宿題サポートや買い物・散歩の補助活動

・高齢者とのおしゃべり、レクリエーション活動

・子ども食堂の調理のお手伝い

・地域の盆踊りの運営補助

一方で、学校や地域では、福祉教育やボランティア学習の実践の機会が少なく、また関

係機関の連携が進まず、実践に向けた効果的なプログラムの企画が十分ではありません。

そのため、高知県社会福祉協議会において、学校、ＮＰＯなど県域の関係機関による多

様なプログラムや日常生活をベースとした学習の展開に向けた検討会が2022（令和４）

年度から始まりました。

ここでは、「共に生きる」ことを意識した多様なプログラムを開発し、日常生活をベース

とした学習機会を学校あるいは地域において創出していくことを目指し、住民や関係機関

との実践（協同実践）と、子どもと大人の相互の学び合うプログラムづくり（協同学習）

を進めています。

今後、より一層効果的な取り組みを進めるためには、市町村内の関係機関（社会福祉協

議会、学校、教育委員会、NPO、社会福祉法人等）が、福祉教育やボランティア学習の目

的を共有し、協同実践するプラットフォームを構築することが必要です。

具体的な施策

○ 福祉教育・ボランティア学習の推進を図るため、高知県社会福祉協議会が実施する以下
の取り組みへの支援を行います。
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１ 地域で取り組む福祉教育・ボランティア学習の支援策を検討するため、県域の関係機関
（社会福祉協議会、学校、教育委員会、NPO、社会福祉法人等）で構成する福祉教
育・ボランティア学習推進委員会の運営を支援します。

２ 市町村社会福祉協議会の職員等の福祉教育実践者の人材育成を図るため、関係者
の協同実践や協同学習に向けたノウハウを学ぶ研修（福祉教育研修）の開催等、人材
育成を支援します。

３ 市町村内の関係機関（社会福祉協議会、学校、教育委員会、NPO、社会福祉法
人等）が、福祉教育やボランティア学習の目的を共有し、協同実践するため、市町村域
においても、福祉教育・ボランティア学習の推進に関するプラットフォームづくりを推進します。

４ 小・中学生が地域課題と結びついた福祉教育・ボランティア学習を実践出来るように、学
校だけではなく地域で学ぶことが出来るプログラム作りの取り組みを支援します。

５ 福祉・ボランティアについて、もっと知りたい・学びたい高校生等を長期体験プログラムによ
り、進学・就業の手助けをする取り組みを支援します。
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２ 福祉・介護人材の確保対策の推進と介護現場の生産性の向上

＜数値目標＞

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

不足が見込まれる介護人材の充足率

※Ｒ７需給ギャップ（Ｒ２推計）550人

61.3％

（８月末）

100％

（Ｒ７）
長寿社会課

介護事業所のノーリフティングケアの実践 37.7％
（R4.11 実態調査）

50％ 長寿社会課

認証福祉･介護事業所数
265事業所
（９月末）

550事業所 長寿社会課

福祉・介護事業所認証評価制度の認知度 9.5％
（R4.2 意識調査）

40％

（Ｒ７）
長寿社会課

保育士・保育教諭数
4,400人
（R5.4.1）

4,507人

（Ｒ６）
幼保支援課

目指す姿

・ 職員が「働きやすさ」と「やりがい」を実感できる魅力ある福祉・介護職場
となっている
・ 地域に必要な福祉・介護職員が確保され、多様な人材が支え手となっ
て活躍している

ポイント

○ 職員が段階的にスキルアップしながら長く働き続けられる魅力ある職場づくりに向けて、ノー
リフティングケアの普及やデジタル化、高知県福祉・介護事業所認証評価制度を推進しま
す。

○ マイナスイメージの刷新に向けて、良好な福祉・介護職場の「見える化」や介護の仕事の魅
力を発信するとともに、中長期的な人材の確保に向けて、小・中・高校生をターゲットとした
福祉教育を推進します。

○ 多様な人材の参入を促進するため、福祉人材センターのマッチング機能の強化のほか、介
護助手やワークシェア等の新しい働き方の普及や資格取得支援、外国人介護人材の受入
支援などを推進します。

○ 保育所等の安定的な運営や、多様な保育サービスの実施に必要な保育士が確保できる
よう、保育士就職支援コーディネーターの配置や、保育士資格の取得を目指す学生への修
学資金の貸付などを推進します。
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【現状と課題】

高齢化の進行に伴う介護ニーズの増大によって、2025（令和７）年には550人の介護

職員が不足すると推計（令和２年）されています。

介護職員数は、推計で2007（平成 19）年の 9,732 人から 2019（令和元）年には

14,292 人まで増加しているものの、県内の介護分野の有効求人倍率は、2019 年度に

2.5 倍に達し、地域偏在も生じています。

＜図１＞

2022（令和４）年度に実施した「人材確保に係る介護事業所実態調査」によると、介護

事業所の 62％が従業員が不足していると回答しており（令和元年 63％、平成 28年：

58％、平成25年 49％）、職種別では、訪問介護員の不足が75％と他の職種に比べて割

合が高くなっています。

サービス需要量は今後も増加見込であり、在宅サービスを支えるホームヘルパーの高齢

化など、特に中山間地域における介護人材の安定的確保は喫緊の課題となっています。

介護人材を安定的に確保していくためには、利用者と職員双方の負担軽減や、介護職場

における給与や人材の育成体系など、職員が段階的にスキルアップしながら長く働き続け

られる魅力ある職場づくりが必要です。

また、こうした良好な福祉・介護職場の｢見える化｣や介護の仕事の魅力発信によるイメ

ージの刷新とともに、中長期的な人材の確保に向けては、福祉教育やボランティア体験を

通じた次世代の担い手づくりが重要となります。

さらに、現役世代の人口減少が本格化する中、限られた人材でサービスを維持・向上し

ていくためには、業務の効率化・省力化など事業所の生産性向上とともに、柔軟な働き方

による多様な人材の参入を促進し、支え手の拡大を図っていく必要があります。
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＜保育士等の人材確保＞

本県の就学前こども数は年々減少傾向にある一方、県内の保育士等の数は、保育ニーズ

の多様化を背景として必ずしも減少傾向にはありません。

就学前こども数（０～５歳児） H27：31,666人 → Ｒ５：25,242人

保育士数（保育教諭含む） H27： 4,185人 → Ｒ５： 4,400人

今後、国の新たな取り組みの活用も念頭に子育て支援を維持・充実させるためには、さ

らなる保育士の確保が必要になります。

具体的な施策

＜魅力ある職場づくり＞
○ 福祉・介護事業所認証評価制度を推進し、高齢者・障害・児童施設の良好な職場づくりに
取り組みます。

○ 福祉・介護職場の就労環境改善のため、福祉機器・用具、介護ロボットやＩＣＴの導入支
援や、ノーリフティングケア推進のためのリーダー養成研修等に取り組みます。

○ 介護職員の賃金改善に向けて、介護職員等処遇改善加算の取得を支援します。
○ 職員の育成を支援するため、福祉研修センターで行う体系的・計画的研修への支援とともに
研修参加に係る代替職員派遣を行います。

○ 介護事業者や市町村等が地域で連携して行う人材確保に向けた取り組みを支援します。

＜魅力発信＞
○ 介護の仕事のイメージや社会的評価の向上に向けて、福祉・介護事業所認証評価制度や
ノーリフティングケアの認知度向上、介護の魅力発信に取り組みます。

○ 県内の関係機関と連携し、小・中学生や高校生を対象としたキャリア教育を推進します。

＜ターゲットに応じた人材確保＞
○ 福祉人材センターと福祉研修センター、ハローワーク、高知家の女性しごと応援室やＵＩター
ンサポートセンターなどとの連携により、マッチング機能の強化を図ります。
また、ふくし就職フェアの開催やハローワークでのセミナーの実施など、新規参入者や潜在有

資格者に対する就労促進策を充実します。
○ 介護現場の補助的業務を担う「介護助手」の普及や介護未経験者に向けた入門的研修の
実施、他業種からの転職者に対する就職支援金の貸し付けなどにより新たな人材の参入を促
進します。

○ 進路選択を考える高校生を対象に訪問介護の資格が取得できる介護職員初任者研修を
実施します。

○ 外国人介護人材への学習支援など事業所の受入体制整備に向けた支援に取り組みます。
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＜保育士等の人材確保＞
○ 求職者と保育職場のマッチングや保育士を目指す学生への修学資金の貸し付けを行うとと
もに、移住促進策とも連携した人材確保の取り組みの強化を図ります。

○ 保育士の補助を行う職員の配置への支援や、経営者を対象とした業務改善研修、また
子育て支援員の養成など保育士の業務負担の軽減に取り組みます。
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３ 地域における生活基盤の充実

（１） あったかふれあいセンターの整備と機能強化

＜数値目標＞

【現状と課題】

本県は、全国に先行した人口減少と少子高齢化に伴い、地域のつながりや支え合いの力

が弱まってきており、8050問題やひきこもり、ヤングケアラーなど、複雑化・複合化し

た課題が顕在化しています。

【地域のつながりが弱まったと回答した人】

43.4％（H28）→53.9％（R3）「県民世論調査」（高知県）

【10年間と比較して地域活動の参加者が減ったと回答した人】

68.6％（R3）「集落実態調査」（高知県）

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

地域の居場所としての参加人数（あったかふれあ

いセンター機能のうち、集い＋交わる＋学ぶの参

加者実人数）

15,130 人 20,000 人 地域福祉政策課

あったかふれあいセンター「相談」のべ利用回

数増
5,898回 8,000回 地域福祉政策課

目指す姿
あったかふれあいセンターが、つながり、支え合う「高知型地域共生社会」
の拠点として、高齢者だけでなく、子どもや障害のある方、ひきこもりの方な
ど幅広い世代が多用途で利用できる場となっている

ポイント

○ 高齢者のほか子どもや障害のある方、ひきこもりの方など幅広い世代が利用できる拠点とす
るため、ネットワーク環境を整備し、遠隔地にいる支援者との連携やオンライン上での利用者
同士の交流等を推進します。

○ 地域の生活課題が複合化・複雑化する中、あったかふれあいセンターがこれらの課題をす
みやかに把握し、適切な支援につなぐため、専門職や地域ボランティアとの更なる連携に向け
た後方支援を行います。

○ あったかふれあいセンターの職員について、地域福祉のマネジメント力と支援力の強化につ
ながるスキルアップを図ります。

○ 集落活動センターとのサービス提供の連携を促進します。
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こうした課題は、全国一律の基準で提供される福祉制度サービスでは、ニーズがありな

がらも、それぞれの利用者が少ないために必要なサービスが提供されにくくなります。

あったかふれあいセンターは、こうした制度サービスのすき間を埋め、子どもから高齢

者まで、年齢や障害の有無にかかわらず、小規模でありながら必要なサービスが提供でき、

触れ合うことのできる小規模多機能支援拠点として2009（平成 21）年度から整備を進

めてきました。

その結果、現在では、整備箇所数の増加、介護予防などの機能の拡充及びサテライトに

よる地域での活動の展開など、高知型地域共生社会の拠点としての広がりを見せています。

あったかふれあいセンターは、2023（令和５）年４月時点で、31市町村で309箇所

（55拠点254サテライト）で地域の支え合いの拠点として展開しています。

また、あったかふれあいセンターでは、全ての拠点に住民や関係機関の参画による官民

協同の運営協議会を設置し、地域課題やニーズの把握と対応を通じたサービス提供、地域

づくりを行っています。センターによっては、集落活動センターと連携し、見守りを兼ね

た配食サービスや移動支援の取り組みなどを進めています。

こうした取り組みが進んできた一方で、高齢者に利用が偏りがちなセンターが多く見ら

れる他、様々な課題やニーズの多くをセンターで引き受けることで、職員への負担が過大

となっている状況も見られます。

【集い利用者の属性】

R4実績：高齢者58.8％、子ども8.3％、障害者（児）1.8％、その他、不明31.1％

センターで地域課題やニーズを把握することはもちろん必要ですが、サービスの提供に

あたっては地域住民やボランティア、関係する支援機関等が協働して内容を検討する場を

設けることで、センターへの負担集中を防ぐとともに高知型地域共生社会の拠点として、

制度サービスのすき間を埋め、幅広い世代が多用途で利用できる場としての充実が可能に
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なると考えます。

今後の機能の充実については、オンライン診療の実施やひきこもりの方の居場所、子育

て家庭や子どもが集える場など、地域の方が気軽に集って、困りごとの相談や活動を行う

拠点になっていくことが望ましいと考えています。

特に、共働き世帯が増加する中、子育て家庭の孤立を防止し、安心感を高める観点から

も、子育て支援（子育て支援センター、子ども食堂等）が不足している地域での子育て支

援機能を充実が求められます。

しかしながら、担い手不足が深刻な中、あったかふれあいセンターとして更なる機能を

発揮するためには、専門職や地域ボランティアとの更なる連携が有効となります。

また、こうした取り組みに対して社会福祉法人には、専門的知見に基づく各拠点へのア

ドバイスや法人利用者とあったかふれあいセンターとの交流等を通してあったかふれあい

センターへの積極的な参加を促す視点も重要となります。

・リハビリテーション専門職等と連携した介護予防の取組実施拠点数：52拠点（R4）

・薬剤師による健康相談、医薬品の適正使用の推進：４市町（R4）

・医師による健康相談の実施：３町村（R4）

・集落活動センターによる配食やサテライトの実施：19箇所（R4）

具体的な施策

○ あったかふれあいセンターを幅広い世代に多用途で利用してもらえる場とするため、通信環
境の整備を支援することで、Ｗｅｂ講座やオンライン見守り・買物などの事業の実施を後押
しします。

○ より多くの方に利用いただくため、センター活動の情報発信を強化し、市町村や住民、社会
福祉法人等に情報提供し、福祉サービスの提供機能を充実します。
○ あったかふれあいセンターの役割や業務について、県民や移住希望者等に知ってもらう機会
を増やし、あったかふれあいセンターの運営を取り巻く支え手の確保を行います。
○ 介護サービスと地域の支え合い活動を融合させた新たな中山間地域介護サービスモデルや
オンライン診療などの拠点としてもあったかふれあいセンターの活用を推進します。
○ センター職員等の人材育成の強化及び専門的な資格を有する人材の活用を図ります。
→ 高知版地域包括ケアシステムの構築に向けた支援を必要とする高齢者を見つける力
や、できるだけ要支援・要介護状態にならないための取り組みの強化

→ 高知型地域共生社会の実現に向けた生活支援サービスや支え合いの仕組みづくりと地
域支援の強化（スタッフ）、地域福祉のマネジメント力の強化（コーディネーター）

○ 介護予防に取り組む拠点の増加に向けて、専門職等と連携した介護予防の取り組み
（いきいき百歳体操、フレイル予防など）を推進します。
○ 医師や薬剤師、看護師等医療職による健康相談と通院支援サービスの一層の拡充及び
横展開を図ります。
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○ センターのサービスを充実させるため、認知症カフェや子育て支援などの拡充機能の充実を
促します。

○ センターにおける子育て支援の実施に向けて、放課後や長期休暇期間の居場所づくり、高
齢者や障害のある人との交流、学習支援などセンターの機能の充実を図ります。

○ 集落活動センターとの連携により、見守りを兼ねた配食サービスや移動支援の取り組みを
充実します。
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（２） 中山間地域の集落機能の維持と支え合い活動

＜数値目標＞

【現状と課題】

県土の大部分を占める中山間地域では住民同士のつながりや支え合いの力が弱まってき

ており、今後、住み慣れた地域で必要なサービスを受けながら安心して暮らしていくため

には、住民参画による新たな支え合いの仕組みづくりが引き続き必要となっています。

本県は人口減少と少子高齢化が全国より先行して進んでいます。特に、中山間地域では、

過疎化・高齢化が進んでおり、例えば1960（昭和35）年と2020（令和２）年の人口

を比較すると、県全体の減少率が約19％に対し、中山間地域では約51％と大きく減少し

ています。

また、集落数は2010（平成 22）年が2,366 集落であったのに対し、2020年には

2,351集落とほぼ横ばいである一方で、９世帯以下の集落数は、2020年には324集落

と、2010年調査時より78集落増加しています。（旧高知市を除く。）

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

集落活動センターの取り組みの推進（開設数） ６６ ８３ 中山間地域対策課

デマンド型交通の導入市町村 15 34 交通運輸政策課

生活用水供給施設の整備地区
１４

（Ｒ５）
４４

（Ｒ６～Ｒ９累計）
鳥獣対策課

目指す姿
集落活動センターを中心とした集落の維持・再生と支え合いの取り組みが
行われている

ポイント

○ 中山間地域の「活力を生む」取り組みとして、「集落活動センター」などの集落の維持・再
生に向けた仕組みづくりを進めます。

○ 中山間地域の「くらしを支える」取り組みとして、生活用水や生活用品、移動手段の確保
への支援を行います。

○ 「あったかふれあいセンター」や高齢者の住まいの整備などとの連携を進め、介護予防・生活
支援の基盤整備に向けた取り組み、その他生活、福祉、産業、防災等それぞれの分野とが
連携した総合的な取り組みとなるよう、市町村を支援します。
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これまでの中山間対策により、集落活動センターの取り組みの県内への普及、拡大によ

る地域活動の活性化や、移住者数の増加など、一定の成果は出ているものの、人口減少や

少子高齢化には歯止めがかからず、特に中山間地域の若者の流出は深刻です。

このため、県では、2023（令和５）年度に、「中山間地域再興ビジョン」を策定し、10

年後の目指す将来像として掲げた「地域に若者が増えた持続可能な人口構造のもと、デジ

タル技術の活用などにより、地域で安心して生活ができる環境が維持され、地域に多様な

仕事が生まれ、誰もが将来に希望をもって暮らし続けることができる、活力ある中山間地

域」の実現に向け、市町村との連携・協働のもと、取り組みを推進することとしています。

＜集落活動＞

県では、地域住民が主体となって、旧小学校や集会所等を拠点に、集落連携により、そ

れぞれの地域の課題やニーズに応じて、生活、福祉、産業、防災などの活動に取り組む仕

組みである「集落活動センター」を推進しています。

その結果、現在、集落活動センター32市町村65箇所（Ｒ５年３月末現在）まで広がっ

ています。

しかしながら、近年、コロナ禍による地域活動の停滞などにより、集落活動センターの

新たな開設数が頭打ちとなっています。

また、地域での担い手が不足する中、集落活動センターの活動を継続・発展するために

は、あったかふれあいセンターとの連携や、外部の人材の活用を含めた担い手の確保が必

要です。

＜生活環境＞

中山間地域で生活する人々が安心して暮らし続けることができる生活環境を整備するた

め、生活用水や生活用品、移動手段の確保等に向けた取り組みを推進しています。

生活用水の確保では、計画に基づく要整備地区での着実な整備を進めていますが、今後

も施設の老朽化や水源の枯渇等による新たな要整備地区への対応と、担い手不足による施

設の維持管理の負担軽減につながる仕組みの普及が必要です。

生活用品の確保では、店舗閉鎖による中山間地域の人々の利便性低下を防ぐために、店

舗経営の継承や移動販売を行う事業者への支援策の活用を促進することが必要です。

移動手段の確保では、既存の交通事業者も含めた地域の関係者が参画する地域公共交通

会議等で十分に議論し、地域の実情に応じた交通ネットワークを構築することが必要です。

具体的な施策

＜集落活動＞
○ 集落活動センターの新規立ち上げを加速するため、新たな支援策の導入や小さな集落活性
化事業による支援など取り組みを進めます。
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○ 集落活動センターの活性化に向けて、センターの継続・発展のための事業に必要な経費を
支援するとともに、アドバイザーの派遣等により事業の拡充等を後押しします。

＜集落活動＞
○ 集落活動センターの新規立ち上げを加速するため、新たな支援策の導入や小さな集落活
性化事業による支援など取り組みを進めます。

○ 集落活動センターの活性化に向けて、センターの継続・発展のための事業に必要な経費を
支援するとともに、アドバイザーの派遣等により事業の拡充等を後押しします。

○ 集落活動センターの活動を活性化させるため、地域活動に協力する学生と地域とのマッチ
ングを行うなど、大学との連携を促進します。

＜生活環境＞
○ 生活用水を確保するため、計画に基づく整備を着実に実施するとともに、デジタル技術を
活用した施設の維持管理の負担軽減につながる仕組みの普及を図ります。

○ 生活用品を確保するため、店舗等の情報収集と、店舗整備等の支援制度の周知を図る
ことで、その活用につなげていきます。

○ 小規模な集落においても、移動手段を確保するため、住民のニーズにきめ細かに対応でき
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（３） 居住に課題を抱える人への横断的な支援

【現状と課題】

2017（平成29）年10月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律」が施行され、低額所得者、被

災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者、ＤＶ被害者その他住宅の確保に特に配

慮を要する者（以下「住宅確保要配慮者」という。）に対する賃貸住宅の供給を促進してい

ます。

県、市町村、不動産関係団体（宅地建物取引業者や賃貸住宅管理業者等）及び居住支援

団体等で構成する高知県居住支援協議会では、セーフティネット住宅登録制度等に関する

情報提供や課題を共有するなど必要となる支援策を検討しています。

県が指定する住宅確保要配慮者居住支援法人32では、家賃の債務保証や民間賃貸住宅への

入居に関する情報提供及び支援を実施しています。

住宅確保要配慮者には、県営住宅の入居者募集時（年４回）の優先入居（入居抽選倍率

の優遇）や随時募集団地の空き部屋の紹介を行う等により居住の確保に努めています。ま

た、県営住宅への入居に当たって連帯保証人を不要にすることとしました。

【高知市生活支援相談センターの相談件数（平成30年度）】

住まいに関する初期相談件数：119件（うち３分の１が高齢者）

うち住宅の確保：63件

住宅確保要配慮者は緊急時の対応、近隣とのトラブル及び孤独死等が懸念されることか

ら、民間賃貸住宅では入居の制限を受ける傾向があります。

また、不動産関係事業者等への「住宅セーフティネット制度」の周知が不十分です。

県営住宅の場合でも、住宅確保要配慮者の入居に当たっては、希望する地域に県営住宅

32 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、

賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として県が指定するもの。

目指す姿 住宅の確保に配慮を要する人が、円滑に入居できている

ポイント

○ 住宅の確保に配慮を要する人が、円滑に入居できるように、住宅及び福祉分野が連携し
た居住支援を推進します。

○ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（以下「セーフティネット住宅」という。）の登録を
促進するため、住宅セーフティネット制度の普及・啓発を図ります。

住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検

討会進捗を踏まえ内容更新（地域福祉政策課）
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がなかったり、県営住宅があっても空き部屋がない等により、入居に至らないケースがあ

ります。

住宅確保要配慮者は様々な複合課題を抱えている場合があることから、住宅確保策と見

守り支援等の福祉サービスとが連携した支援の仕組みが必要です。

具体的な施策

○ セーフティネット住宅の登録及び普及・促進に向けて、市町村説明会及び高知県居住支
援協議会、不動産関係団体の研修会において制度説明を行い、住宅セーフティネット制度
の普及啓発に取り組みます。
○ 国の支援制度の情報提供や、高知県居住支援協議会における不動産事業者や関係機
関との情報共有により、住宅確保要配慮者居住支援法人の活動を支援します。
○ 高知県居住支援協議会の専門部会において、住宅確保要配慮者の住宅事情の実態や
問題点を把握するための情報共有や意見交換及び都市部の民間賃貸住宅の活用策の検
討を行います。
○ 住宅確保要配慮者の入居を進めるため、県営住宅への優先入居及びマッチングにより支
援します。

○ 地域における安否確認や緊急時対応などの見守り支援等について、市町村及び市町村
社会福祉協議会等と連携した福祉サービスの提供を支援します。
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４ 利用者の視点に立った福祉サービスの質の向上・尊厳の確保

（１） 適切な福祉サービスの利用促進のための仕組みづくり

＜数値目標＞

【現状と課題】

＜福祉サービス第三者評価事業＞

社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの評価を行うことやその他の措置

を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける人の立場に立って良質かつ適切な福祉サ

ービスを提供するよう努めなければならないとされています。

そのため、受審義務のある社会的養護施設以外の社会福祉施設等による積極的な受審が

求められています。

福祉サービス第三者評価事業の受審を促進し、評価結果を広く県民に公表することで、

福祉サービスの利用を希望される人や家族が福祉サービスを選択するための情報源の１つ

となります。

しかしながら、2022（令和４）年度は、社会的養護施設以外の社会福祉施設の受審は、

６件中２件と、受審が少ないことが課題となっています。

＜高知県運営適正化委員会＞

運営適正化委員会とは、利用者が事業者と対等な関係でサービスを利用できるよう、利

用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるとともに、当事者間で解決が困難な福祉サービ

スに関する苦情を適切に解決する公正・中立な第三者機関（高知県社会福祉協議会に設置）

です。

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

高知県福祉・介護事業所認証評価制度の認知度 9.5％
（R4.2意識調査）

40％
（Ｒ７）

長寿社会課

福祉サービス第三者評価の受審件数

（社会的養護施設以外の社会福祉施設等）
１件 ５件 地域福祉政策課

目指す姿
社会福祉事業の福祉サービスが、利用しやすくわかりやすい仕組みとなって
いる

ポイント

○ 利用者が自身の希望に沿った福祉サービスを選択し、適切なサービスの提供を享受できる
ようにするため、福祉サービス第三者評価事業の受審を促進するとともに、評価結果等を利
用者・家族や地域社会に対して発信します。
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社会福祉施設には、利用者の権利が守られているかをチェックし、利用者の不満や苦情

を受け付け、その解決を図る「苦情解決第三者委員」の設置が義務付けられており、活動

の理解や資質向上への取り組みを推進していく必要があります。

2022年度の福祉サービス利用者からの苦情受付件数は５件で、その内訳は、「職員の接

遇に関すること」が３件、「その他」が２件となっています。

利用者に不満や苦情があった場合には、適切に第三者委員の活用につながるよう、引き

続きアンケート調査により状況把握を行うとともに、各種研修会や施設、事業所巡回訪問

を通じて、積極的な活動の活性化を図ります。

具体的な施策

＜福祉サービス第三者評価事業＞
○ 社会的養護施設以外の社会福祉施設に対し、福祉サービス第三者評価事業の受審を
促進するため、社会福祉施設等への指導監査等を通じた働きかけを行うとともに、評価結果
を広く県民に公表します。

＜高知県運営適正化委員会＞
○ 福祉サービスの適切な利用や提供を確保するため、福祉サービス利用者から寄せられる情
報を関係機関等と共有するとともに、それらの情報を県が行う社会福祉施設等への指導監
査に活用します。
○ 社会福祉施設等の第三者委員の資質向上や、苦情解決への対応力向上に向けて、運
営適正化委員会が実施する研修開催などの支援を行います。
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（２） 共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等の展開

【現状と課題】

人口減少や過疎化が進む中、既存の縦割りの制度では効果的で適切な解決策を講じるこ

とが難しい課題があるため、公的な支援体制が様々な分野で縦割りに対応するのではなく、

連携・協働しながら包括的に支援することが必要となっています。

こうした中、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」

（平成29年法律第52号）により、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受け

やすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスが位置付けられ、

2018（平成30）年４月からサービスが開始されています。

これにより、障害者が介護保険の被保険者となった際に、使い慣れた障害福祉サービス

事業所を引き続き利用しやすくなり、また、福祉人材に限りがある中で地域の実情に合わ

せて、人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うことが可能となるため、県で

は、サービス提供を行う施設整備への支援を行うとともに、共生型サービスに関する普及

啓発や職員のスキルアップ研修を行い、共生型サービスの普及を行っています。

また、市町村が福祉サービスの確保のため、高齢・障害・児童の福祉制度サービスを複

合的に提供する施設を整備する市町村を支援（多機能型福祉サービスモデル事業）し、専

門的で多機能な福祉サービスが提供される仕組みづくりに取り組んでいます。

＜県内のサービス提供の状況＞ 令和５年３月31日現在

・介護保険サービス（通所介護・小規模多機能居宅介護）と障害福祉サービスを一体的

に実施している事業所 63事業所

うち共生型サービス事業所 21事業所

一方で、共生型サービスを実施する介護事業所及び障害福祉サービス事業所が少なく、

障害者がサービスを受けられやすい環境整備に至っていません。

共生型サービスの円滑な利用を促進し、障害のある人のニーズ、地域の実情に応じた対

応が求められています。

目指す姿
高齢者や障害のある人が身近な地域において、「介護」や「障害」といった
枠組みにとらわれず、必要な福祉サービスを受けられている

ポイント

○ 共生社会の実現に向けて、障害のある人が高齢期を迎えても、引き続き同一の事業所で
サービスを利用できるよう、「共生型サービス事業所」の増加に向けた施策に取り組みます。
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具体的な施策

○ 「共生型サービス」の円滑な利用を促進するため、介護保険の指定を受けている事業所
が、障害福祉サービス事業所の指定を受けるために必要な情報提供を行います。
○ 障害福祉と高齢者福祉の垣根を超えた支援体制づくりに向け、介護保険のケアマネジャー
が障害の特性に応じて、介護保険と障害福祉のサービスを組み合わせたケアプランの作成が
できるよう研修等を実施します。
○ 共生型サービス事業所の設置促進に向け、福祉サービス確保のために必要と認める複合
的福祉サービスを提供する施設整備を支援する市町村への財政的支援を行います。
○ 市町村及び事業所職員に対して共生型サービスや小規模複合型サービスの提供に関す
る研修を実施します。
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５ 福祉分野におけるデジタル化の推進

＜数値目標＞

【現状と課題】

＜あったかふれあいセンターのWi-Fi 環境の整備を通じた事業実施の後押し＞

現在Wi-Fi 環境が整備されているあったかふれあいセンターは、2023年（令和５）年

４月時点で55拠点中 49拠点となっており、オンライン会議やタブレット端末を用いた

生活支援等において活用されつつあります。

一方、Wi-Fi 環境が未整備の拠点も存在しており、その理由としては、財政的な要因のほ

か、「あったかふれあいセンターの活動にWi-Fi 環境をどう活用していいか分からない」

具体的項目
現状

R5

目標

Ｒ9年度
担当課

あったかふれあいセンターWi-Fi 環境整備拠点

数
49拠点 全拠点 地域福祉政策課

介護事業所の ICT機器導入率
42.3%（R4

推定値）
60% 長寿社会課

子育て応援パスポートアプリDL件数（再掲）

9,786件

(R5.11.16

時点)

65,000件 子育て支援課

マッチング率（高知で恋しよ!!マッチング）
7.5％

（累計）
8.7％ 子育て支援課

目指す姿
各分野でデジタル技術を活用した住民サービスの向上と生産性向上が図
られている

ポイント

○ あったかふれあいセンターにおいて、Wi-Fi 環境の整備を通じたＷｅｂ講座やオンライン見
守りなどの事業実施を後押しします。

○ 介護事業所におけるＩＣＴ機器の導入を支援します。
○ 情報分析ツールを活用した子育て支援サービスの利用促進と、高知家子育て応援パスポ
ートアプリの利用者の拡大を図ります。

○ 民間企業と連携したマッチングシステム会員の後押し（伴走支援）のためのシステム改修
を行い、マッチング率の向上を図ります。
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「Wi-Fi 環境整備にメリットが見いだせない」などの声も上がっています。

今後、オンライン診療やオンライン介護予防教室等の実施場所としてもあったかふれあ

いセンターへの期待が高まる中、Wi-Fi 環境を活用したさまざまな取り組みをあったかふ

れあいセンターへ周知するとともに、県内の全拠点においてWi-Fi 環境を整備し、地域の

ニーズに即した取り組みを展開することが必要です。

＜医療と介護の情報連携＞

医療と介護の情報連携を進め多職種による効率的なサービス提供を図るため、県ではこ

れまでに「高知家＠ライン」や地域医療情報ネットワークの整備に取り組んできました。

一方、一部の地域では高知家＠ライン等の活用状況に差がみられ、その理由としては、

医療介護従事者に多職種連携のメリットが十分理解されていないことや事業所における業

務の電子化が進んでいないことが挙げられます。

＜介護事業所におけるＩＣＴ機器の導入促進＞

2022（令和４）年度の調査によると、介護事業所でのＩＣＴ機器の導入率は42.3％と

なっています。

介護現場において限られた人材で効率的にサービス提供を行うため、ＩＣＴ機器の活用

などによる生産性の向上が必要となっており、機器導入への補助や、セミナー、個別相談

などを行いながら導入促進を図ってきましたが、特に小規模の事業者の多い訪問介護など

の居宅系の事業所で導入率が低い傾向が見られます。

また、介護職員の高齢化も進んでおり、機器の活用への苦手意識から導入が進まないと

いった課題もあります。

＜デジタル技術を活用した子育て支援＞

2023（令和５）年７月に「高知家子育て応援の店」のＷｅｂサイトのリニューアルを

行い、高知家子育て応援パスポートアプリ「おでかけるんだパス」を同年10月にリリー

スしました。

また、アプリのダウンロードキャンペーンを 10 月から、子育て応援キャンペーン

「5,000円もらえるんだキャンペーン（子ども1人当たり5,000 円のデジタルクーポン

付与）」を11月から実施しています。現在のこうち子育て応援の店登録店舗数は576店

舗（R5.11.22時点）、アプリのダウンロード件数は約12,000件（R5.11.22 時点）と

なっています。

＜マッチングシステムによる出会いの機会の拡大＞

マッチングシステムにより、出会いや結婚への支援を希望する方に１対１の引き合わせ

の支援を行っています。

今後は、マッチング会員に対し、よりきめ細かな支援・後押しを実施するため、民間企

業と連携した取り組みやシステムの機能強化が必要です。
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具体的な施策

＜あったかふれあいセンターのWi-Fi 環境の整備を通じた事業実施の後押し＞
○ 多世代が多用途で利用できる地域の居場所となるよう、Wi-Fi 環境の整備を通じた事業
実施の後押しするほか、子ども・障害者・高齢者など様々な分野の専門機関との情報共有
や連携体制を充実させます。

＜介護事業所におけるＩＣＴ機器の導入促進＞
○ 介護事業所に対し、ＩＣＴ機器の活用事例の紹介など、専門職によるセミナーや個別相
談を実施しながら、機器導入への補助を実施し、介護現場の業務の効率化を支援します。

＜デジタル技術を活用した子育て支援＞
○ 情報分析ツールを活用し、子育て応援パスポートアプリの子育て家庭の行動履歴の分析
を行い、効果的な情報発信等により子育て支援サービスや子育て応援の店の利用促進を
図ります。

＜マッチングシステムによる出会いの機会の拡大＞
○ 民間企業と連携した出会い・結婚支援（伴走型）を行うためのシステム改修により、出
会いや結婚への支援を希望する方への支援を強化し、マッチング率の向上を図ります。
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６ 地域福祉計画と地域福祉活動計画の一体的な推進

ここでは、市町村が策定する地域福祉計画と、市町村社会福祉協議会が策定する地域

福祉活動計画の推進の経過や基本事項、大切な視点について示します。

１）地域福祉計画と地域福祉活動計画の一体的な推進

本県では、地域福祉を推進する基盤整備のため、第１期高知県地域福祉支援計画に基づ

き、市町村の地域福祉計画と社会福祉協議会の地域福祉活動計画とが一体化した「地域福

祉アクションプラン」の策定を推進してきました。その結果、第１期の期間中に全ての市

町村が策定しています。

各市町村では、推進協議会等において、地域福祉アクションプランの進捗管理や見直し

を行っています。

＜地域福祉アクションプランとは＞

市町村が社会福祉法第107条に基づき、市町村の地域福祉の推進に関する事項

を定める「地域福祉計画」と、社会福祉協議会が地域住民や福祉活動を行う民間団

体の自主的な福祉活動を中心とした、地域福祉を推進するために策定する「地域福

祉活動計画」とを一体的に策定したものを言います。

地域福祉アクションプランの推進においては、市町村や市町村社会福祉協議会、民間団

体等、官民一体となり、住民が地域の情報を共有し活動しやすい範囲（小地域ごと）で地

域福祉の取り組みが着実に実施されるよう、推進体制を明確にすることが重要です。

目指す姿
高知県地域福祉活動支援計画とともに、市町村の推進体制の整備・充
実、PDCA サイクルによる見直しを通じた地域アクションプランの推進を支
援します。

ポイント

○ 市町村や市町村社会福祉協議会、民間団体等、官民一体となり、住民が地域の情報
を共有し、活動しやすい範囲（小地域ごと）で地域福祉の取り組みが着実に実施されるよ
う、地域福祉アクションプランの進捗管理や見直しを支援します。
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県は、高知県社会福祉協議会と連携し、各市町村での地域福祉アクションプランの実践

に向け、情報提供や助言、研修会等の支援を継続していきます。

＜計画改定予定（令和６～令和11年度）＞

２）地域福祉アクションプランの基本事項

①市町村地域福祉計画の基本事項

2021（令和３）年３月31日付け厚生労働省４局連名通知「「地域共生社会の実現に向

けた地域福祉の推進について」の改正について」には、以下のとおり市町村地域福祉計画

に盛り込むべき内容が示されています。

＜計画に盛り込むべき内容＞

ア 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共

通して取り組むべき事項

様々な課題を抱える者の就労や活躍の場の確保等を目的とした、福祉以外の様々な

分野との連携に関する事項や高齢、障害、子ども・子育て等の各福祉分野のうち、特

に重点的に取り組む分野に関する事項、制度の狭間の課題への対応の在り方など

イ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

福祉サービスを必要とする地域住民に対する相談支援体制の整備など

ウ 地域における社会福祉を目的とした事業の健全な発達に関する事項

複雑多様化した地域生活課題を解決するため、社会福祉を目的とする多様なサービ

スの振興・参入促進及びこれらと公的サービスの連携による公私協働の実現など

R６ R７ R８ R９ R10 R11

地域福祉

計画
（市町村）

須崎市、田野町、

本山町、大川村、

仁淀川町、

佐川町

＜６市町村＞

高知市、

四万十市、

土佐町

＜３市町＞

室戸市、安芸市、

南国市、宿毛市、

土佐清水市、

安田町、

馬路村、芸西村、

大豊町、いの町、

中土佐町、日高村、

津野町、大月町

三原村

＜15市町村＞

土佐市、香南市、

香美市、東洋町、

奈半利町、北川村、

越知町、四万十町

＜８市町村＞

檮原町、黒潮町

＜２市町＞

地域福祉

活動計画
(市町村

社会福祉

協議会)

須崎市、田野町、

本山町、大川村、

仁淀川町、

佐川町

＜６市町村＞

高知市、

四万十市、

土佐町

＜３市町＞

室戸市、安芸市、

南国市、宿毛市、

土佐清水市、安田

町、

馬路村、芸西村、

大豊町、いの町、

中土佐町、日高村、

津野町、大月町、

三原村

＜15市町村＞

土佐市、香南市、

香美市、東洋町、

奈半利町、北川村、

越知町、四万十町

＜８市町村＞

梼原町、黒潮町

＜２市町＞
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エ 地域福祉に関する活動への住民の参加に関する事項

地域住民、ボランティア団体、ＮＰＯ等の社会福祉活動への支援など

オ 包括的な支援体制の整備に関する事項

「住民に身近な圏域」において、住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を試み

ることができる環境の整備など

＜参考：社会福祉法の一部改正（平成30年４月）＞

計画に記載すべき事項として「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、

その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項」が追加され、福祉分野における「上位

計画」として位置づけられました。また、市町村は策定した地域福祉計画について、調査、

分析及び評価を行うよう努めることとされました。

②地域福祉活動計画の基本事項（市町村社会福祉協議会）

地域福祉活動計画は、社会福祉協議会が地域住民やボランティア団体、ＮＰＯ、社会福

祉事業所などに呼びかけて、相互に協力して策定する福祉課題の解決に取り組むための民

間の活動・行動計画です。

地域福祉の推進を目的として組織された市町村社会福祉協議会にとって、地域福祉を推

進するための活動方針や活動の役割を示した大変重要な計画になります。

＜参考：地域共生社会の実現に向けた社協の事業・活動の展開に向けて（全社協通知）H29.12（社

福法の改正及び指針等を踏まえ、強化方針をもとに社協が検討・展開すべき主な事業・活動）＞

社福法の改正及び指針に掲げられた主な事項 社協が検討・展開すべき主な事業・活動

①「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念 「あらゆる生活課題への対応」と「地域のつながり

の再構築」

②包括的な支援体制の整備 上記を実現するために強化すべき行動

○アウトリーチの徹底

●相談・支援体制の強化及び活動基盤整備

・行政とのパートナーシップ

・地域住民の地域福祉活動への参加を促進するため

の環境整備

・地域づくりのための活動基盤整備

・住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生

活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連

絡調整等を行う体制

○小地域を単位にしたネットワークの構築

○コミュニティソーシャルワーカーの確保・育成

●相談窓口の総合化と職員のチーム対応力の向上

●部所間横断の相談支援体制づくり

●既存制度では対応が難しい課題解決に向けた組織

的な対応
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③県計画との調和

県民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の実現を目指し、地域福祉計画及び

地域福祉活動計画に次の内容を盛り込んでいただき、計画に基づく実践活動を推進してい

くことが重要です。

＜計画に盛り込んでいただきたい事項＞

ア あったかふれあいセンター等の小規模多機能支援拠点の整備

住民に身近な地域におけるインフォーマルサービスの拠点の充実による地域力の強化

イ あったかふれあいセンターの機能拡充

・介護予防の取り組みの強化及び参加者の増加

・フレイル予防など住民主体の取り組みの推進

ウ 災害時要配慮者支援対策の加速化

津波や豪雨災害等に対する防災・減災対策と地域福祉活動との一体的な取り組みにより、

災害に強い地域づくりを推進

エ 市町村における包括的な支援体制の整備

地域住民の相談を包括的に受け止め、解決につなげるよう本人や地域住民、行政、関係機

関に働きかけるコミュニティソーシャルワーカーの機能を有する人材の確保及び育成を推進

など

オ 高知県地域福祉活動支援計画との調和（高知県社会福祉協議会）

2022（令和２）年度を始期とする高知県地域福祉活動支援計画が策定されました。同計画

では、高知県の現状に鑑み、解決に取り組むべき７つの課題を掲げ、総合的に取り組みを推進

することとしています。

・主に市町村圏域において、生活困窮者自立支援機

関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課

題を解決するための体制

○新たな地域ニーズに対応する在宅福祉サービスの

展開

●多様な生活課題に対する生活支援サービスや福祉

活動の開発・実施

●在宅福祉サービス事業部門における多様な生活課

題への対応

●住民組織、社会福祉施設・福祉サービス事業者、

ボランティア・ＮＰＯ等とのハローワークや教育機

関などとの連携による自立支援プログラム等の開

発・実施

・市町村における包括的な支援体制の整備に対する

都道府県の支援

県社協における市町村社協が強化方針を具体化する

ための支援

・市町村版アクションプラン見直し・策定の支援等
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１）多様な福祉教育を通じて、地域の課題に気づき、我が事として捉える人づくり

２）小地域単位で地域の資源を活かし、誰もが役割を持ちながら課題解決を進める地域づくり

３）あらゆる地域課題や生活課題を地域で丸ごと受け止め対応するための行政・関係機関との連

携強化

４）行政や専門職、地域住民が連携して進める権利擁護の体制づくり

５）福祉職場で活躍する人材の確保と質の向上

６）南海トラフ地震等の大規模災害に備えた防災・復旧・復興支援の体制づくり

７）高知県社協の組織力・専門力の強化を通じた地域福祉活動の支援力強化

３）地域福祉アクションプランの推進に当たっての大切な視点

①市町村の推進体制の充実

小地域ごとの実践が着実に行われるよう、市町村や社会福祉協議会、地域住民、社会福

祉法人、ＮＰＯ、ボランティア団体などがそれぞれの役割を明確にし、推進体制の整備・

充実を図ることが大切です。

【市町村推進体制（イメージ）】ＰＤＣＡサイクルで、着実な地域福祉の推進

それぞれの地区（小地域）で課題解決のための実行計画を作り、実行しましょう。

地区協議会
計画の進行管理、情報集約、活動の支援、調整

推進活動の展開

（例） ・あったかふれあいセンターを活用した支え合いやサービス展開

・地域での高齢者や障害者、子どもの見守り活動

・災害時要配慮者の把握 など

地域福祉計画推進委員会
ＰＤＣＡサイクルを通じた計画の進捗管理
（計画の進捗状況を定期的に点検・評価・見直し）

情報集約、地区活動の支援、調整

事
務
局
（
行
政
・
社
会
福
祉
協
議
会
）

計
画
全
体
の
調
整
と
運
営

推進活動の展開

Ｂ地区Ａ地区

Ｃ地区 Ｄ地区 Ｅ地区

【地域での実践活動（イメージ）】

社会福祉法人 当事者団体ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体地区ＮＰＯ

行政 当事者団体ボランティア団体社会福祉法人地域住民 ＮＰＯ
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②ＰＤＣＡサイクルによる見直し ・改定

時間の経過とともに状況の変わる地域特有の課題や、地域福祉を取り巻く環境の変化に

柔軟に対応し、地域福祉アクションプランを実効性のある計画にするためには、進行管理

等を含む評価体制を明確にしたうえで、計画の進捗状況を定期的に点検し、必要に応じて

見直しをするなど、ＰＤＣＡサイクルの体制づくりが必要です。

県では、各市町村の地域福祉アクションプランがＰＤＣＡサイクルを通じた進捗管理に

より着実に見直しが行われ、地域の実情に応じた計画へと改定されるよう、高知県社会福

祉協議会と連携し、市町村及び市町村社会福祉協議会とともに取り組みを進めていきます。
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＜巻末資料＞

・第３期高知県地域福祉支援計画（令和２～令和５年度）の数値目標の達成状況

・第４期高知県地域福祉支援計画（令和６～令和９年度）の数値目標

・地域福祉の変遷

・第４期高知県地域福祉支援計画 策定経過

・高知県社会福祉審議会 委員


